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阪神・淡路大震災の被害



第 1:f.i: 被害の概要

被害の概要

今回の地裟の被害は、兵庫県を中心に大阪府、京都府、岐阜県、奈良県、三籠県、

和歌山県、滋質県、福井県、高知県、香川県、徳島県、岡山県、広島県、鳥取県、愛

知県の 2府14県に及んだ。人的被害は、死者6,308人、行方不明者 2人、負1蒻者 4万3,177

人（消防庁調ペ ・1995年12月27日現在）という甚大な被害をもたらした。

住家の被害は全壊10万302棟、半壊10万8,741棟、 一部破損22万7,373棟、合計43万

6,416棟にのぼり、また、非住家の公共建物750棟、その他3,952棟が被害を受け、294

件の火災が発生した。この被害による避難者は、ピークII寺 (1995年 1月23日）で31万

9,638人、避難所1,239カ所に及んだ。

多くの葬い命を瞬時にして恋った大地誕は、甚大な人的被害をもたらしたと同時に

建築物、交通機関等にも大きな打繋を与えた。これまで安全だといわれていた高速道

路や新幹線が無残な形で崩壊したのをはじめ、鉄道 ・道路はいたるところで高架橋落

下 ・陥没 ・地割れをきたし、交通ネットワークは一瞬にしてその機能を失った。さら

に上下水道 ・電カ ・ガスのライフラ イン施設や電話などの梢報関辿施設の損壊により、

被災地は陸の孤品と化 した。

加えて港濡施設の損壊は生産活動及ぴ流通等の商工業各面にも甚大な影響を及ぽし

た。ことに被害の大きかった神戸市に本社を置く事業所及び製造大手企業は、中枢建

物が損傷し生産ラインが倅止するなどの被害を受けた。さらに長田区の大火災によっ

て地場産業であるケミカルシューズの生産基盤が失われたことや、清涵メ ーカーの半

数以上が全壊したため、国内生産の大半を占めていたこれらの業界に大きな被害が出

た。

大きな打繋を受けた今回の裳災による被害総額は、政府試鉢で9兆6,000億円にのぽ

り、人的、物的両而で戦後最大の災害となった。
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第 1 人的被害
表 1 死者、行方不明者

（平成7年12月27[l現在）

死者

局地的に震度 7の激裳に見舞われた今回の地誕

は、 1948年（昭和23年）の福井地誕 (M7ふ死者

3,848人、負傷者 2万2,203人）を大幅に上回り、

1923年（大正12年）の関東大裳災 (M7.9、死者9

万9,331人、行方不明者4万3,476人、負傷者10万

3,733人）に次ぎ戦後最悪の被害をもたらした。

府県別に見ると兵｝庫県で死者6,279人、行方不明

者 2人、大阪府で死者28人、 京都府で死者 1人を

出しており、死者数の 9府ll以上が震源地となった

兵廊煤に集中した。なかでも表 1のように神戸市

が最も多く、束灘区、灘区、中央区、兵即区、長

田区、須磨区の 6区と西宮市、芦屋市、宝塚市の

4市に死者が集中しており、これは裳度 7の漱裟

地域と一致する。

(1) 性別・年代別状況

原生省がまとめた人日動態統計からみた死亡状

況では、調査対象となった死亡者は、 5,488人で男

性2,211人 (40.3%）、女性3,277人(59.7%）であ

り、女性の死亡者が男性の約1.5倍となっている。

図 1のように特に、 65歳以上では、女性の占める

図 1 年齢階級 (3区分）・性別死亡数構成割合

男
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出典： 「人口動態統針からみた阪神 ・淡路大震災による死亡の状況」厚生省
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割合は、男性の 2倍である。年齢別にみると男性

では60~64歳、女性では70-74歳がそれぞれ最も

多く、 一部の年齢を除き女性に死亡者が多い。

また、表 2の替察庁がまとめた性別 ・年齢別死

者数によっても、犠牲者は男性よりも女性に多 く、

犠牲者の半数は60歳代以上の嵩齢者に集中してい

ることが分かる。

表2 性別・年齢別死亡者数 (111.位：人）

こ 男 女 計

10代未満 128 121 249 

10 代 133 177 310 

20 代 227 243 470 

30 代 120 141 261 

40 代 206 262 468 

50 代 355 459 814 

60 代 427 634 1,061 

70 代 328 701 1,029 

80 代 253 483 736 

90 代 22 73 95 

合 計 2,199 3,294 5,493 

注） 身元不明者は年齢等不明のため、本表に含まない。
警察庁調ペ

いわゆる災害弱者は、 CWAPといわれるように

C (children)小児、 W (women)女性、 A(aged 

people)高齢者、 P (patients)病人・障害者であ

るが、特に、高齢者に多くの犠牲者が出た原因と

して神戸市災害対策本部は、次のように分析する。

●市中心部周辺のドーナツ化現象のため、被害が

比較的軽徴だった神戸市などの周辺部に若い世

代が居住するようになった。

●倒壊家屋の多 くが戦前や終戦直後に建てられた

木造家屋であり 、高齢者が多く居住していた。

●被災地に独居老人が多かった。

● 2階建て住宅の場合、麻齢者の多くは 1階を寝

室に しており、落ちてきた 2階部分の下敷きに

なった。

●家屋倒壊の際、災害弱者である高齢者は体力的

第 1甜 被害の概要

に敏辿な行動がとれなかった。

(2) 死亡原因別状況

昔察庁がまとめた「死亡者の死因について」（表

3)をみると、死者の87.8％に当たる4,831人が家

屋や家具類の倒壊による圧迫死と思われるもので、

焼死体（火傷死体）及びその疑いがあるものが550

人で10.0％を占めている。その他車両走行中や土

砂崩れによるものなどで121人となっている。

表3 死亡者の死因について
(lli位 ：人）

死＼；＼ご□兵廊県 大阪府 京都府 合計

家屋、家具類等の倒 4,823 7 1 4,831 
壊による圧迫死と
息われるもの

焼死体（火傷死体） 550 550 
及ぴその疑いのあ
るもの

その他 107 14 121 

t1・ 5,480 21 1 5.502 

注） その他とは、落下物による脳挫傷・骨折、車両転落に
よる全身打撲等である。

警察庁鯛ペ

車両走行中での死亡原因は、高速道路の高架橋

や桁の落下に巻き込まれたもので、阪神高速神戸

線では東灘区深江の高架橋の倒壊により、走行中

であった 7人が犠牲となった。濡岸線でも桁の落

下により橋上の 2人が死亡した。

また、厚生省がまとめた「死因別にみた死亡数」

によると、表 4、図 2のように窒息・圧死が4,224

人 (77.0%）で最も多く、次いで焼死・熱1蒻504人

(9. 2%）となっている。誕度 7の地域を含む市区

町では窒息・圧死が多く、束灘区1,129人、西宮市

844人、灘区681人となっている。焼死・熱傷504人

のうち、長田区が245人で約半数を占めている。

65歳以上の死亡者についてみると、 窒息 ・圧死

が1,769人 (73.7%)と多かった原因は、倒壊した

木造住宅が多かったことと、 2階建て木造家屋の

1階には高齢者が就寝していることが多く 、 1階
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表 4 年齢階級 (3区分）・死因別死亡数及び構成割合

公
ぃ糸

数

窒
息
・圧
死

焼
死
・熱
偏

柑

慟
頭

・
頸
部

内

臓

損

偽

シ

ョ

ッ

ク

外

伯

性

全

身

挫

滅

挫
滅
症
候
群

そ

の

他

不

詳

総

゜15 -

65 歳

不

総

゜15 

65 歳

不

数

14 歳

64 歳

以上

詳

数

14 歳

64 歳

以 上

詳

5,488 

389 

2,682 

2,399 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

死

4,224. 

331 

2,118 

1,769 

6. 
構

77.0 

85.1 

79.0 

73.7 

33.3 

504 

13 

219 

265 

7 

成

9.2 

3.3 

8.2 

11. 0 

38.9 

2

0

8

3

1

 

8

2

3

2

 

2

1

1
 

1

1

1

1

6

 

．
．
．
．
．
 

5

5

5

5

5

 

8

3

8

7

 

亡

9

4

4

8

8

8

0

 

．
．

．

．
 

1

0

1

2

 

．．．．． "l
 

8

1

7

0

 

6

1

5

 

合

1.2 

0.3 

0.6 

2.1 

5

4

1

0

 

4

2

2

 

(%) 

0.8. 

1.0 

0.8 

0.8 

数

5

1

8

6

 

ー

3

3

3

3

 

．

．
．
．
 

0

0

0

0

 

128 

4 

56 

68 

3

0

1

8

 

．
．
．
．
 

2

1

2

2

 

124 

12 

57 

51 

4 

2.3 

3.1 

2.1 

2.1 

22.2 

出典： 「人口勤態統計からみた阪神 ・淡路大震災による死亡の状況」厚生省

図 2 年齢階級 (3区分） ・死因別死亡数構成割合
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出典： 「人口勤態統計からみた阪神・淡路大震災による死亡の状況」厚生省

部分が崩落した際、逃げ遅れて圧死したものと考

えられる。

(3) 

また焼死・熱傷の割合が265人(11.0%) 

と他の年齢階級より多いことが分かる。

死亡場所別状況

厚生省がまとめた死亡者を傷害発生場所 （市区

町村）別にみると、神戸市が3,859人で総数の70%

を占め、次いで西宮市が985人 (17.9%）、芦屋市

さらに神戸市を区別にみると、東灘区1,292人

(23.5%）、灘区851人(15.5%）、 長田区744人(13.6

％） となっている。

また、病院、 自宅等の死亡場所をみると、総数

では4,330人 (78.9%) が自宅で死亡している。

が399人 (7.3%)

54 

となっている。

死因別では窒息・圧死での死亡者4,224人のうち

3,415人 (80.8%)、焼死・熱傷での死亡者504人の

うち460人 (91.3%）、頭・頸部損傷での死亡者282

人のうち213人 (75.5%）が自宅で死亡しているの



第 13位被曲の概要

に対し、全身挫滅では45人のうち31人が、また、 神戸市立 4人、西点市立 1人、芦屋市立 3人、

挫滅症候群では15人のうち14人が病院で死亡して 私学30人

いる。 ●専修・各種学校生徒（兵）車県下13人）

死亡場所（病院、自宅等）別に死亡日をみると、 ●大学 ・短大学生（兵）ilt県下50人）

病院での死亡者は 1H17EIが396人、翌[l以降155

人である。一方、自宅での死亡者は当 l]が4,219

人、翌日以降が109人である。

(4) 死亡日時別状況

厨生省がまとめた死亡者を死亡I]II寺別にみると、

地震の当日である 1月17日の死亡者が5,175人で、

総数の94.3％と大部分を占めている。17Elの死亡

は、午前4,461人（81.3%)、午後440人 (8.0%) 

であり、以下、翌日の18Hが185人(3.4%）、 19日

が29人 (0.5%）となっている。

死亡Fl時別に死1ム1をみると、 1月17Elの死亡者

のうちの窒息・ 圧死が4,059人、焼死 ・熱傷が488

人、頭・頸部損傷が256人である。挫滅症候群は19

H以降に現れている。

(5) その他

今回の震災では多くの子供たちも犠牲になった。

兵）Ilult!·災唐対策本部によれば震災による l~I児 ・ 児

甑等の死者数は兵即県で418人にのぽった。 内訳

は、次のとおリである。

●小学校児窟（兵）iji県 下165人）

神戸市立108人、西点市立35人、芦I莉 Ii立12人、

宝塚市立 2人、伊丹I|i立 1人、淡路地IX..4人、

私学3人

●中学校生徒（兵）車県下84人）

神戸市立47人、四宮市立20人、 i町約Ii立 7人、

宝塚市立 4人、淡路地区 2人、私学4人

●沿j等学校生徒（兵）車県下65人）

神戸市立17人、県立校24人、私学24人

●盲・煎・旋護学校生徒（兵）車県下 3人）

神戸市立 2人、県立校 1人

●幼稚園児（兵）車県下38人）

2 負傷者

今11.11の姦災による負1紡者は、 表 5のように兵I印

県 (3万9,488人）、大阪府(1,929人）、京都府(48

人）、徳島県 (21人）、奈良県 (12人）、滋買県 (9

人）、香川児、和歌Illl札（各 7人）、岐阜県 (2

人）、 三重県、高知県、、鳥取限、岡山県（各 1人）

の合けt4万1,527人、 2府lll札の広域に及んだ（消

防庁調ぺ。平成 7年 5月231-1現在。）。

負1幼名に関する正確なデータは少なく、尼崎市

ii'i防I;.'） （表 6) と宝塚ilimlW本部（表 7) がまと

めた「負1紡原因と負傷程度」は、非常に1忙頂なデ

ータである。尼崎市の4，；イタllをみると、救急車で搬

送した負1紡者122人のうち59.0％の72人が家具等

の転倒によるものであった。そのうち51人がタン

スによる負傷である。 しかも中等症 ・巫症の割合

がif:jい。iii荼症についてはガラスの破片で足を切る

などの事例が多数あった。

ュ 9, ．
負偽者は増える一方。救急車はフル活動だった
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表 5 府県別負偽者数の状況

l (J !＼し l i lll [ 負 1幼者 府 臥 I.h IIl J. 

兵 庫 県 39.488 緑 IIl ]. 

神 / i I.| i 14.679 i｝り 淡 Ill ]． 

hl:i 路 廿i 2 l点 111r 

lビ 崎 iii 6,641 lf，j 淡 IIl ]・ 

明 石 I l-j 1,884 大 阪 府

西 .呂.. 1 | i 6,386 人 阪 I Ii 

洲 本 1 | i 44 堺 市
•戸U• 屈 rli 3,175 /:1!.f:11 II I iii 

伊 ) 1・ rli 2,693 ，,悶 1 | I 1 | i 

hll古）11 rl了 15 池 | ll 市
,ョ,.；.． 塚 市 2.201 吹 l」I 汁j
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高 砂 市 4 硲 槻 Tli 

) l l 西 市 542 貝 塚 市

小 陛J'~ 市 3 守
,_, 

rli 

＝ 「II Tli 15 枚 }j 市

柘名）II llif 3 つ⇒’’‘; 木 叶i

束 条 lllf 2 八 尾 iii 

稲 芙 町 2 泉佐野市

播 l料 Ill f 1 ',,;;; Ill林叶j

香 廿・．． 町 1 私／品川市

「I I'，':i 町 1 河 IAJ~野 1 |j

氷 」•. 町 1 大 束 市

i;| t 名 IIIJ 36 和 泉 I•II 

淡 路 III I 59 箕 禎i rli 

北 淡 lllI 831 柏 原 I II 

，`''-" ．' ． lllf 162 羽 曳 野 市

ji 色 lllf 17 r’'l 真 「|i 

束 ii 1i lllf 45 摂 i |！ iii 

消防庁鯛ペ

表 6 尼崎市における負傷原因 ・程度別人数

it 1易原 肉 件・数
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ショ ック等）

不搬送

計・

尼崎市消防局鯛ペ
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357 呆． 都 府 48 布 Ill rli 1 

50 .;I.J,I ヽ. 都 I I•j 29 K‘;• i | i Ill]― 2 

21 （し 岡 1 | i 4 かつらぎ町 l 

879 城 肱 il i l 岡 山 県 l 

125 l f l l II 1 | i 3 岡 111 iii l 

21 長 1情l);［市 4 鳥 取 県 1 

5 大 111崎 lIl]． 3 介 古 iI j 1 

230 久御 Iii11「]・ 1 徳 島 県 21 

I 利 束 III j. 3 ’ii,しk‘ "(9リ. 市 1 

45 岐 阜 県 2 嗚 l"l ,Ii 18 

6 悔 津 II I J. 1 ィj )|： lll J. 2 

27 穂 梢 II I J. 1 香 } l | 県 7 

5 重 県 1 j:':j 松 I Ii 2 

3 iJ' 賀 III J l 坂 i 1’I 市 l 

1 滋 賀 県 ， 大 内 lllf l ， 人： 津 I I-j 3 大 )ii III I 1 

l 彦 根 II j 2 寒 Jil IIIJ― 1 

4 艮 浜 市 1 叶'・ 礼 lI「]． 1 

4 1 1 1 -i :． μ1 r l 高 知 県 l 

63 近 il .. lll l. 1 硲 例I 市 l 

4 ぴ わ l ll J. 1 
総 ノII‘ I.tl • 41,527 

1 奈 良 県 12 

13 奈 良 II i 7 

4 人:fll,:・:i 111 iii 2 

表 7 宝塚市における負傷原因 ・程度別人数
(I 7日5: 46~24 : 00) 

死亡 負傷I[ilkl i'I・数 軽症 1|I罹・,:iJi油i:外れと・ 付転送

゜悶
，求具Jt) 笠の転倒によ
るの 2 2 

゜
゜

に 家Iォ！の倒壊による
33 3 21 8 5 6 係 もの

t 落ド物によるもの 15 5 5 5 

2 
の

その他（地姦等によ
るシ ョッ ク ） ゜

l 

゜ 小 jl・ 50 11 26 8 5 11 

゜ 急、病 ， 5 4 

゜その他の救急
交辿 l 1 

転院 3 1 l 1 

その他 ］ l 

小 ;}| ・ 14 8 5 1 

゜゚2 
合 >I• 64 19 31 ， 5 11 

宝塚市消防本部調ぺ



第 2 物的被害

1 建築物の被害状況

住家の全半壊及ぴ一部破損の被害は消防庁によ

ると表 8のように兵J庫県、大阪府、京都府、奈良

県、滋買県、和歌山県、徳品県、香川県に及んだ。

特に兵庫県と大阪府の被害が甚大であり 、なかで

も表 9のように神戸市（全半壊 9万4,109棟）、西宮

市（同 3万5,857棟）、尼崎市（同 3万408棟）、伊丹

市（同8,521棟）、芦屋市（同7,367棟）、明石市(5,870

棟）、 宝塚市 （5,059棟）、豊中市 (4,972棟）、川西

市(3,154棟）、 北淡町(2,209棟）、大阪市(2,190棟）

等で被害が多数にのぼった。（消防庁調ぺ。 平成 7

年 5月8日現在。）ビル等の被災棟数は、公共建物

549棟、その他3,126棟であった。

表 8 府県別住家被害
（平成 7年 5月81:1現在）

府 l¥t ＾ ::E 
壊 半 壊 一部破損

兵 即． 県 99,232 99,993 ※ 138,269 

大 阪 l f祈 970 6,994 42,552 

京 都 府 3 3 1,441 

奈 艮 県 3 

徳 凡 県 4 84 1.098 

香 JI I 県 2 

滋 賀 県 44 

禾II歌山県 27 

計 100,209 107,074 183,436 

注） ※は一部鯛査中

出典： 「防災白書」平成7年版 国土庁

設災直後に現地調査を実施した建設省によれば、

木造、鉄筋コンクリー ト 造、鉄骨鉄筋コンクリ｀—

ト造のいずれも築20~30年経過した古い建物に被

害が多くみられ、木造建物については、最近建て

られたものでも 1階の壁面梢が少ないなどのアン

バランスな建物や、筋かい等の補強がなされてい

ない建物にも被害が多かった。一方、鉄筋コンク

第1:1:t 被宮の概要

表 9 市町村別住家被害
（平成 7年 5月8[l現在）

市 lll]. 全 壊 半 壊 一部破韻

神 戸 市 61,995 32,114 調究 I:| I 

尼 崎 市 4,888 25,520 35,340 

西 宮 市 19,550 16,307 32,300 
-JU..→ . 屋 市 3,889 3,478 3,759 

伊 丹 市 1,365 7,156 18,295 
,3<4→ . 塚 市 1. 341 3,718 調究 巾

) l | 西 市 539 2,615 5,623 

明 石 市 2,210 3,660 17,420 

加 古 川市 1,370 

木 市 24 91 4,262 

洲 本 市 17 659 1,840 

津 名 町 603 893 4,090 

北 淡 111r 1,016 1,193 894 

'I」、—aー’・ 町 778 754 1,651 

大 阪 市 189 2,001 14,342 

股 中 市 738 4,234 調 杏 1 | I 

吹 田 市 10 281 3,937 

箕 而 市 7 111 2,678 

大 lll崎町 303 

そ の 他 1,050 2,289 35,332 

計・ 100,209 107,074 183,436 

出典： 「防災白書」平成7年版 国土庁

害はみられなかったが、古い建物のなかには中間

府の破壊や 1階ピロティ形式の圧壊などが多くみ

られた。また、埋立地は液状化現象により大きな

被害を受けたが、建物自体の被害は少なかった。

また、被災した建築物による二次災害 を防止す

るため「応急危険度判定」が、今回初めて本格的

に適用された。被災各市IIITで実施された応急危険

度判定結果は、表10のとおりである。

リート造、鉄骨造では最近の建物にはほとんど被 木造、鉄筋コンクリート造等問わず被害は大きかった
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第 3編 阪神 ・淡路大姦災の被咄

表10 応急危険度判定結果
（平成 7年 2月9日現在）

区 分
危険 要注慈 調究済

合計
（赤色） (iti色） （緑色）

神 戸 市 4,332 3,738 9,289 17,359 

尼崎 市 478 2,204 8,827 11,509 

阪 匝伸，• rli 1,016 985 4,224 6,225 

伊丹 rli 32 241 1,726 1,999 

神 宝 塚市 179 389 1,490 2.058 

川西 iii 101 688 1,776 2.565 

| ! i l 芦届 I|i 196 137 751 1,084 

小 i I • 2,002 4,644 18,794 25. 440 

IIJI 石 Tli 67 793 2.117 2,977 

淡路地 Ii 75 127 632 834 

;i |・ 6,476 9,302 30,832 46,610 

注） 建築震災調査委員会まとめ

出典 ： 「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号

安全工学協会

(1) 木造建物

H本建築学会の調査報告によれば、木造建物の

被告が多かった地区は次のとおりである。

神戸市中央区では山側の被沓は少ないが、 JR神

戸線付近では木造住宅が密集し、伊ll壊率 も50％を

超える街区もある。特に三ノ苺駅東側は古い年代

に建てられた木造住宅が多く、 全壊率も高い。長

H-l区は今回の地姦で最も全壊率が高かった。灘区、

束灘区は長山区に次いで全壊率が高く 、東灘区の

束端の山側からJR神戸線にかけて急激に被害が

増大し、倒壊率100％の街区もある。東灘区と灘区

の様界から灘区中央部にかけては国道 2号線と43

号線のriilの街区は倒壊率60％以上となった。灘区

西部は国道43号線とJR神戸線の間に被害が集中

した。 （査料3参照）

西宮市では西宮駅北束から門戸厄神、甲束園に

かけて被害が著しく、また、甲子園lこl周辺も国道

2号線の北側が古い住宅が多かったため被害が大

きかった。芦屋市では、JR芦屋駅の周辺で倒壊率

50％を超える甚大な被害を受けた。また、沿水IIl]¥

津知町も被害は甚大である。宝塚市では川而、 売

布、大成町て＂被 害が大きかった。淡路島では北淡
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町で倒壊率80％を超えるなど、北部に被害は集中

した。

建築年代別の被害状況については、建材産業協

会が調査した住宅全壊率に1剥する調査では、築15

年以内が6.8%、15-30年が20.2%、30年以上 が

47.8％となっており 、その傾向がうかがわれる。

これについて、木造建物における構造規定の変遷

は表11のとおりである。小規模住宅などは、 1960

年ころからの経済成長期を経て質的に向上し、

1970年ごろから枠組壁工法の本格的技術禅入がl翌1

られ木質構造が牲及し始め、 1980年ごろから簡易

耐火構造に準ずる構造の住宅が普及してきたこと

により、木澁建物の耐裳性の向上が図られてきた。

さらに、建築姦災調査委員会がまとめた小規模

建物の建設経過年数と無1蒻率の関係を示したもの

が図 3であるが、これによると建設経過年数が5

年程度以上の場合は、経過年数が多くなるにつれ

て、無傷率が比例(1勺に減少している。

建築年代別にみてみると、1960年以前の建物で

は、文化住宅などの粗略な造りのもの、虫害や腐

朽の進んだもの、筋交いがないか不十分であ った

もの、また、邸宅では、入母屋 造り 土昨き本瓦屋

根、大きな小屋梁、大きい帰き出し窓などがあり、

筋交いが批的に不十分であった建物が大破した。

このように、戦前から戦後に建てられた築後30年

以上経過している古い木造建物の多くが倒壊、あ

るいは損傷した。特に瓦を昨き土で固定 していた

軍屈の大きな屋根を持つ、古い木造建物に図 4の

ような大きな被害が認められた。淡路島では台風

対策にこのエ法による屋根が多く採用されており

多くの被害を受けた。表12は日本建築学会がまと

めた津名町と北淡町、 一宮町の屋根形式別の被害

状況である。「本瓦昨き」とは昨き土で固定した屋

根のことである。

1960-1975年の建物では、庫1h組工法が大部分で

あるが、粗略な-―l;．法のものや筋交い不足のものに

被害が目立った。 また、地盤の損壊で建物が大破



第 1蹂被害の概要

表11 木造建物の構造規定の変遷

法規の名称 規 疋ヽ の 概 炭

市街地建築物法施行規J!lj ・ポルトなどによる継ぎ手、 1士口の緊結

(1920年公布） ．掘立て柱の禁止（柱下部に土台設附）

• 土台、敷き桁の隅角部に火打ち設附

． 柱の小径：平届、誠上階は梁l1ll距離の1/35以」••

．柱の補強 ：Ill前1i欠オlH/3以」ク．の場合

• 3階建て木造 ：筋迩い設骰

市街地建築物法施行規Jlll改正 ．柱の小径 ：太くする

(1924年） ・筋違い ・方づえの設骰義務付け

建築基準法施行令 ・木材の品質規定

(1950年） ．柱．の径 ：構造、 J-0途による太径化

・梁中央部の欠き込み禁止

・筋迩い ：圧縮、引張リの別：接合部：浙面寸法

・階数、床面梢別の筋追いによる槌批 ・墜倍率

・校含の柱、筋迎い寸法

建築基準法施行令改正 ．柱の小径 ：2階建て以」．．では 1階柱13.5cm以 1-.

(1959年） ．墜批の強化、墜倍率表の拡充

建築基準法施行令改正 ・コンクリート辿布基礎

(1971年） • 有効糸Ill長比は150以下

・風圧力による軸糾批

．接合部ポルト締め ：座金使用

. /l}j}復；、Iリj缶透1-lfi府

建築基準法施行令改正 ．軟弱地盤 ：RC造布基礎

(1980年） ．軸組批の強化、兄つけ面札'tii1祁方法の変更

建設省告示第56号制定 ・枠組壁Jご法の技術的基準

(1982年） （階数、）米而梢別：必要耐力墜長さ）

出典 ：「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号 安全工学協会

図 3 小規模建物の構造無被害率と経過年数
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N = 1,565、ただし相関式は 1年以内のデータ

を省いて導いた。

注） 建築震災調査委員会まとめ

出典： 「概要 ・建材・火害」菅原進一稿「安全工学」 189号
安全工学協会

した例もあった。

1975年以降の建物では、正しく設計施工された

軸組工法、枠組壁工法、プレハプエ法などの木質

構造の建物はほとんど被害がなかった。ただし、

軸組工法で筋交いの筑や配附に問題のあったもの、

他のエ法でも 1階を店舗や駐車場に使用し、開口

部を大きく取るなど壁パネルの配匹に偏りがあっ

たものや施工の不備等の原因で損壊した建物があ

った。また、地盤の一部が崩壊して箱形のまま傾

いた住宅もあった。

戸建住宅等における構造別経過年数別被害状況

は、表13のとおりである。また、淡路島の 3町に

おける梢造別住宅被害状況は、表14のとおりであ

る。

木造 （在来工法）の全半壊率は、経過年数が15
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第3紺 l阪神 ・淡路人心と災の被祁

図 4 木造建築物における被害パター ン

樅法 在来構法 その他

用途

• "・ • ・ S30,.·..'•' S5 0.．・,..會“,． | (S40~） □疇点ifi五加1且悶髯／品tオ)| 2X4 プ レハプ

戸建住宅

.............. 

公庫型

倒壊極めて多数

二 鐸二
壊倒

狭小戸建住宅

倒壊したものあり

大きな被害は少ない

戸建式文化住宅（ミニ開発）

且大傾斜多数

大きな被害は少ない

共同住宅

店舗併用住宅

平屋の長屋（長田地区）

倒壊極めて多数

雲一
倒壊極めて多数
(2F増然のものも多い）

二

アパート式文化住宅

塁倒壊極めて多数

倒壊 ・大傾斜多数

こ 〔
出典： 「施工」1995年 5月号 彰国社

表12 屋根形式と被害状況

沌名lll.l. 令壊 'I，:壊 一部破損 熊被'.,!r-

本瓦 1'1：き 4 45 47 46 

桟瓦 1'1：き 10 63 155 157 

スレー トi'I:き 1 7 11 20 

北淡lllJ― 令 壊 平壊 一部破ill 無被・1料

本」、L ―il：き 20 l5 19 4 

桟瓦 T1:き 77 100 76 37 

スレート昨き l 2 8 10 

-・1:,;111r 令壊 半壊 一部破ili 熊被専

本瓦昨き 13 5 5 5 

伐瓦，＂：き 15 23 56 21 

スレート 1̀i：き

゜
7 2 13 

合計 令壊 半壊 一部破机 無被北

本瓦 n：き 37 65 71 55 
桟瓦昨き 102 186 287 215 

スレート昨き 2 16 21 43 

出典 ：「1995年兵庫県南部地震災害鯛査速報」 (t.t)日本建築

学会

年以内の場合277棟中53棟で19.1%、16年以上では

897棟1-11432棟で48.2％を占め、古い木造の損壊が

目立った。また、淡路島の各 3町においても木造

の被害が突出している。プレハプ及び枠組盤工法
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住宅では、経過年数に関係なく全半壊したものは

みられず、小被沓にとどま った。

また、構造祗体に被雹がない場合における屋根

及ぴ外墜の構造別被害状況は表15のとおりである。

朕根材では、抵体被告のない在来木造の金属屋根

や人］スレート屋根は無被害だったが、瓦屋根で

はセメン ト瓦30%、洋瓦10%、和瓦22.4％の被害

率であった。同じく、プレハプや枠組偲工法住宅

では、利瓦屋根のみ若干の被害例がみられた。外

壁材では、モルタル壁は、謳体被害のない在米木

造で56％の被害率(173棟／309棟）、同じくプレハ

プエ法で20%(7棟／35棟）、枠組壁工法で29%(7 

棟／24棟）であった。 ALC（軽拡気泡コンクリー

ト）では、 ALC協会がまとめたものによると1981

年（昭和56年）の新耐裳設計法の制定以降では、

破韻や脱落を生じたもの 4%、補修可能な割れ・

欠けあり 11%、無傷 ・わずかな府llれ ・欠け85%と

報告している。また、窯業系サイディングの現地

調森がなされ、その結果が表16にまとめられてい

る。これによると、窯業系サイディング材の損低

はきわめて少なかった。



表13 構造別経過年数別被害度合い

経 過 年 数
構造種類

15 年 以 下 16 年 以 」ご

全半壊 53 (19.1) 全半壊 432(48.2) 

木 造 277 一部iji1蒻 83(30.0) 897 一部損1幼 282 (31. 4) 

(54. 9) 無1妨 141 (50.9) (90. 7) 無勧 183(20.4) 

全半壊 3 (9.4) 全‘r'壊 9(34.6) 

鉄 ”H ’・ ．疸•9J・ 32 一部損街 5(15.6) 26 一部損尚 9(34. 6) 

(6.3) 無傷 24(75.0) (2. 6) 無傷 8(30.8) 

全半壊 0 (0. 0) 全半坂 0(0.0) 

プレハプ 84 一部損傷 5 (6. 0) 26 一部損慟 4(15.4) 

(16. 6) 無傷 79(94.0) (2.6) 無傷 22 (84. 6) 

全半壊 0 (0.0) 全半壊 0 (0. 0) 

2 X 4 30 一部机慟 2 (6. 7) 

゜
一部iil1幼 0(0.0) 

(5. 9) 無慟 28(93.3) (0. 0) 無傷 0 (0. O) 

全半壊 1(1. 3) 全半壊 3 (9. 4) 

R C 延tk 75 一部損傷 4 (5. 3) 32 一部損傷 2 (6. 3) 

(14. 9) 無慟 70(93.3) (3. 2) 無傷 27(84.4) 

全半炭 1 (14.3) 全半壊 4 (50.0) 

混 構 造 7 一部損傷 2(28.6) 8 一部柏傷 3 (37. 5) 

(l. 4) 無傷 4(57.1) (0. 8) 無傷 102.5) 

全半壊 5801.5) 令半壊 448 (45. 3) 

合 ri | ・ 505 一部ij11幼 101(20.0) 989 一部fili紡 300 (30. 3) 

無傷 346(68.5) 無1幼 241(24.4) 

；主） 建材産業協会まとめ

出典：「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号 安全工学協会

木造住宅倒壊率100％の街区もあった

合

1.174 

(78.6) 

58 

(3. 9) 

110 

(7.4) 

30 

(2. 0) 

107 

(7.2) 

15 

(1.0) 

1 494 

第1iヽ：，: 被も勺）概要

(llt位：棟（％））

t1 ▼ 

全半壊 485 (41. 3) 

一部損傷 365 (31.1) 

無傷 324(27.6) 

全半壊 12(20. 7) 

一部損傷 14 (24.1) 

無傷 32(55.2) 

全半壊 0(0.0) 

一部ill1蒻 9(8.2) 

無傷 101 (91. 8) 

全半壊 0 (0. 0) 

一部ill1幼 2 (6. 7) 

無傷 28(93.3) 

全半壊 4 (3. 7) 

一部損1幼 6 (5. 6) 

無1幼 97(90.7) 

全半桜 5 (33. 3) 

一部損傷 5(33.3) 

無慟 5(33.3) 

全半壊 506 (33. 9) 

一部illi坊 401(26.8) 

無傷 587 (39. 3) 
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第 3編 阪神 ・淡路人設災の被，し｛

表14 淡路島 3町の住宅地震被害

澗杏数I全壊 1半！＇i|小被，lf1無被'.lf

木辿 845

津
R C 造 86
s ·99•• 

名
坦 96

町
プレハプ 39 

2 X 4 I 4 

6

1

1

0

0

 

2
 

2
 

6

2

3

1

0

 

2
 

ー 1

1

2

3

0

 

3

2

2

 

2
 

262 

62 

70 

35 

4 

合 ，n・I 1. 010 I 22s 1 132 I 2n I 433 

木造 590I 288 I 127 I ll3 
R C 造 361 01 01 12 

北

淡
s 辿 281 o I 01 6 

プレハプ 81 01 01 2 il ]. 
2 X 4 I 01 01 01 0 

6
2
2
4
2
2
6
0
 合 ，:1・1 6621 2881 1271 1331 114 

6

1

1

0

0

 

，
 

ー0

9

6

7

ー

6

2

3

 

3
 

造

造

造

プ

4
ヽ

x
 

ノ

c
 

レ

木

R

S
プ

2

一

宮

町

合 ;:-i-1 4331 198 

2

2

2

0

0

6

 4
 

4
 

1

7

l

l

o

-
o
 

7

1

9

 

1

9

2

6

ー
一，

5

1

2

9

 

台風対策工法が裏目に出た淡路島の住家

出典 ：「1995年兵庫県南部地震災害調査速報」 h±)日本建築

学会

表15 構造無被害の場合のおもな外周材の被害状況
（単位：％（棟数））

｝せ 根 材 外 “とや・・ 材
構 心ti ・・

材 料 名 有 ~‘ll’̀f‘ • 材 料 名 有 無

在来木辿 人工スレート系 0 (0) 100(62) ALC 100 (3) 0 (0) 

金属系 0 (0) 100 (28) 窯業系サイディング 0 (0) 100 (12) 

｛ セメント
30 (3) 70 (7) 金屈系 0(0) 100 (6) 

瓦洋 10(3) 90 (27) モルタル 56 (173) 44 (136) 

和 22 (30) 78(104) .:l •．墜 57 (4) 43(3) 

プ レハプ 人工スレート系 0(0) 100(59) ALC 10 (2) 90 (18) 

金｝瓜系 O(0) 100 (7) 窓業系サイディング 4 (1) 96 (27) 

｛セメント
不使用 不使用 金）屈系 0 (O) 100 (2) 

瓦洋 0 (O) 100 (2) モルタル 20 (7) 80(28) 

和 25 (1) 75(3) その他 0 (0) 100 (23) 

枠組朕 人エスレート系 0 (0) 100 (21) ALC 
(2 X 4) 金）戒系 燕業系サイディング

｛セメント
0 (0) 100 (1) 金属系

瓦洋 O(0) 100 (1) モルタル 30 (7) 70 (17) 

利 100 (1) 0(0) その他 0 (0) 100 (2) 

注） 建材産業協会まとめ

出典： 「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号 安全工学協会
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第 1瑶 被t！位の概要

表16 窯業系サイディ ング材の被害状況

調線究を 地 域 ィ窯ぅ粟系 ti・・宅卸9渭数 住宅非在ll壊付数

tこ。 1971 ~ 1980.1:fこ (lI召手[140~55.if)

の建物は、経済の高度成長期に建て

られものが多く 、耐災壁のパランス

不良、コンクリー トの強度不足、施

工不良 （鉄骨相互の溶接部、コンク

リートの締固め、鉄筋の定許などに

(JR 中心として）
サディング

使用棟数 C B A C B A 

①尼崎～1ぅI· )')• ～生：塚（北側） 23 

゜゚
1 

゜
1 21 

②西砧～尼崎（北イllll) 23 

゜゚゜゚
5 18 

③芹屋～西西～尼崎（南側） 45(5) 1 

゜゚
1 5 38 (5) 

④芹屈～西宮（北側） 75(4) 2 

゜
］ ］ ， 62 (4) 

⑤摂津本ILI～芦届（科j{llll) 52(5) 4 

゜゚゜
14 34 (5) 

⑥摂津本111～芦屋（北{llll) 43 (1) 

゜゚゜゚゜
43 (1) 

⑦住吉～摂津本111（南側） 12 

゜゚゜゚
2 10 

⑧住吉～摂測本lll（北側a) 26 

゜
1 

゜゚
1 24 

⑨住吉～摂津本111（北側 b) 26 

゜゚
1 

゜
4 21 

⑩灘～住古（南側） 89 1 4 

゜゚゜
84 

⑪柑it～住吉（北側） 41 

゜゚゜゚
6 35 

ノm入 計・ 455 (15) 8 5 3 2 47 390(15) 

判ll 合〔％〕 100 1.8 1.1 0.7 0.4 10.3 85.7 

注） A :被害がみられなかったもの B :脱落以外の軽微な捐偽

かかわる欠陥など）などにより倒壊

したものがあった。 1981年（昭和56

年）以降の建物は、1978年（昭和53

年）の幽城県‘i巾地姦における被害な

どを考胞し、中小地災では無被害で

震度 6(~400gal)程度の地震に対し

ては、 2次設計をして靱性を適切に

確保することを目椋として新耐裟設

計法が1981年（昭和56年）に施行さ
C :部分的（一部）脱落 （ ）内は金具留め工法

出典： 「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号 安全工学協会

(2) 非木造建物

我が国の建物は1971年（昭和46年）建築基雄法

施行令改正、1981年（昭和56年）新耐姦設計法施

行により、 i[i寸捉基準が段階的に強化されてきた。

建築裳災調査委員会が実施した神戸市中央区の特

定域の調杏での建築年代別被害状況は表17のとお

りで、ピルの崩壊率は、1971年以前の建物は、 17

% (95棟／568棟）、1971~ 1981年のものは、 5%

(10棟／205棟）、1982年以降のものは、 3% (5 

棟／150棟）となっている。また、神戸市内での非

木造緊急調査では、表18のような被災度割合とな

っている。

さらに建築年代別にみてみると、 1971年（昭和

47年）以前の建物については、 1964年（昭和39年）

の新潟地哀、1968年（昭和43年）の十勝沖地誕な

どの教訓から1971年に建築碁準法施行令が改正さ

れ、鉄筋コンクリー ト柱の剪断耐力の向上が図ら

れたため、この1971年以前の建物は老朽化 も煎な

り大きな被害が出た。基礎杭がなくピル全体が転

倒したり 、 1階や中間）竹が崩壊したものも目立っ

表 17 神戸市中央区の建築年代別被害状況

(llt位 ：棟、（ ）内は％）

1971イI'・以Iiii 1972-1981年 1982年以降

倒壊又は崩壊 95 (17) 10 (5) 5(3) 

大 破 102 (18) 14 (7) 8(5) 

1 1l 破 129(23) 22 (11) 8 (5) 

小 破 95 (17) 42 (20) 1701) 

軽 徴 102(18) 66(32) 58(39) 

鉦,．、 被 せ； 45 (8) 51 (25) 54 (36) 

総 i1・ 568(100) 205000) 150 (100) 

注） 建築震災調査委員会まとめ

出典 ： 「概要 ・建材 ・火審」菅原進一稿 「安全工学」189号
安全工学協会

表18 非木造の被災度ランク (ljt位 ：棟）

被災炭ランク（構造） 神戸Tli令

推定建築年 倒壊大破 I―l破小破不lりj 総，iI•
体の建築

又は 以下 物棟 数

崩桜 （椎定）

1971年
以前 138 124 34 51 8 355 

1972 
-1981年 58 65 32 40 1 196 79.000 

1982り：•以降 15 24 27 26 2 94 40,000 

不 II)! 56 88 25 46 14 229 

゜総 計・267 301 118 163 25 874 119,000 

注） 建築震災調査委員会まとめ

出典： 「概要・建材・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号
安全工学協会
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第3編 阪神 ・淡路大媒災の被む

れたため、これに従った建物は、ほとんど被害が

なかった。ただし、駐車場、店舗などでピロティー

状のものや耐震壁が偏っていたものなどの計邸で

はチェックしきれなかった被害、匝肉鉄骨の裂断、

液状化敷地上での柱や壁の損1蒻などがみられた。

また、基礎杭の破損が懸念される建物もあるとい

われている。建築震災調査委員会が調査した、神「

市内における1981年以降に建設されたピルで大破

以上の被害を受けた建物をまとめたものが表19で

表19 1981年以降建設したもので大破以上の被害を受け

た建物（神戸市内）
（平成 7年 2-3}-l)

構造 91j 途
地上 ピロテ

被災炭 被曹状況
階数 ィー

RC 店舗 4 49 I9 I9E ヽ 大破 その他

＂ 店舗 5 II II 1階崩壊

＂ 仕宅 6 有 ” ” 
＂ 

4lL務所
6 ” ＂ 一部柱座屈

• 住屯

” 
住宅

7 ＂ ” ” ・店舗

” }lt務所 7 4‘I’I’t ̀ ” ＂ 
” 住宅 10 有 ＂ ” 
RC 住屯 5 イl. 倒壊

1階崩壊
・崩壊

＂ 店舗 6 4●I"If. 、 JI 

＂ 住宅 7 布 II 一部杜・：座｝：1!

＂ 住宅 8 ＂ 
II その他

” 
住宅

10 ＂ 
II 1階；I狙裂

• その他

SRC 店舗 ， 4ヽI;I・.-F.- 大破 一部柱座！屈

＂ 事務所 ， 
＂ ＂ 1階崩壊

s ?l9務所 5 無 大破 その他

＂ 
il9務所

5 ＂ 
II 

＂ ・店舗

JI 
住宅

5 ＂ 
II 

＂ ・店舗

II 住宅 5 ＂ ” 一部柱座I:r!
II 店舗 6 ＂ ” 
” 店舗 8 ＂ ” 
s 住宅 5 仇・•Iヽfヽ. 

倒 壊
1階崩壊

・IW衷
II 店舗 7 ＂ 

II 

” 
II その他 8 II 

＂ その他

” 
事務所

10 II 

” 叫II]階崩壊
・店舗

注） I S造は 5f皆建て以上のもの採用、なお 4階建ては

大破14棟、倒壊 ・崩壊10棟

2 建築震災調査委員会まとめ

出典： 「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号
安全工学協会
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ある。鉄筋コンクリート造 (RC)は大破6棟、倒

壊 ・崩壊 5棟、同じく鉄骨造 (S)は 6棟、 4棟、

鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)は2棟、 0棟と

なっている。

また、JIA（新H本建築家協会）が今回の地設に

おける鉄筋コンクリート造建物と鉄骨造建物の建

築年代別被害状況をまとめたのが図 5である。調

査対象は鉄筋コンクリー ト造が229i牛、鉄骨造は76

件である。目視によって建築年代が確認できる建

物の被災度が判定されている。

この調査結果からも、古い年代に建てられた建

物に被害が多い傾向にあり、鉄筋コンクリート造

においては新耐姦設計法が施行された1981年（昭

和56年）以降の建物に被害の少ないものが多くな

っている。

図 5 JIA調査による建築年代別被害状況

鉄骨造

Al B I C 
71年以前

（旧耐施）

72~80年
（移行期）

81年以降

（新耐従）

゜
50 .100 

鉄筋コンクリート辿

A I B I C D
-

71年以前

（旧耐廂）

72~80年
（移行期）

81年以降

（新耐縦）

0 50 100 

注） A:無被害。良く見れば壁に部分的なひび割れが入る

程度の被害。B:壁及び柱に臼裂が入る程度の被害。小

規模な補強が必要なこともある。c:壁及び柱にせん断

破壊が生じ、建物の傾斜も考えられる。大規模な補強力＜

必要。D：柱などが崩壊し、建物全体または一部が倒壌

する被害で修復は不可能に近い。

出典 ：「阪神大震災の教訓」1995年 3月30日 日経BP社



非木造建物における構造別被害状況については、

建築誕災閻査委員会が、表20のとおり調査結果を

まとめている。

表20 構造別の被害状況
(ljl.位 ：棟）

構 造

構造 1本
被古状況 RC SRC s 焚 認不II}l 総附・

1階J杓崩壊 169 8 38 40 13 3 271 

中1iil階崩壊 30 5 7 2 6 

゜
50 

一部柱座屈 100 8 38 12 8 

゜
166 

そ の他 129 15 166 69 29 7 415 

糾合せ 31 4 12 1 4 

゜
52 

不 IIJ] 57 2 55 38 6 119 277 

総 ti•I • 516 42 316 162 66 129 1,231 

注） 建築震災調査委員会まとめ

出典 ： 「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号
安全工学協会

さらに日本建築学会から鉄筋コンクリ ート の被

唐として、次の事例が報告されている。

これまでの地炭被唐と同様、 1階が店舗及び

駐市場になっているピロティ形式の被害が多か

った。

第 1r;i: 被牡；の概裂

間附に典種工法同士の接合部 ・断面の変化部 ・コ

ンクリートの打ち継ぎ部などがあったことなどが

理由として挙げられている。神戸市役所や神戸市

立西市民病院が主な事例であり、市役所は 6階部

分が、西市民病院は 5階部分が1悴崩壊した。

ivのエキスパンションジョイントというのは、

2つの建物が隣接して建つ場合、それぞれの建物

は興なった振動をし、互いに衝突、接触などを生

じるため、建物間に十分な隙間か可動部分を確保

する必要性により設けられているものである。今

回の誕災では接続された建物の振動が想定を超え

たため、接合部が破壊した事例が複数みられた。

このエキスパンションジョイントの被災状況は表

21のとおりで、神戸市域にあるビルの高｝杓部 (5

階以上10階程度まで）の破損率は、徴少破損も含

み約100%（耐火帯は 7%）、低｝杓部は約65%（耐

火帯は 5%)であった。このように、エキスパン

ションジョイントの破捐はもとより、建物の大変

形で防火区画部の酎火滞が損傷した例もあった。

この他、鉄筋表面を裂うコンクリー トの駆さが

足りないものやコンクリート自体の強度がないも

II 5)怜以上10数1汁建物の中IHJJ，:1の柱．のほとんど のがあり、こうした欠Ii(（1コンクリートが損壊した

が破壊され、 1杓崩壊を生じたパターンが目立っ 建物で発兄されている。

tヽ....。

iii 壁の偏在した建物及び傾斜地盤に建つ建物で

は偏心が大きいため、ねじれによる被唐を受け

tヽ
、• O

iv エキスバンシ ョンや渡り廊下の落下。

v 袖壁 ・垂れ壁による短柱の尖断。

vi 柱僻筋の不足と端部定粉の不備による被吉。

vii 土筋ガス圧接部の破断。

viii 柱・梁接合部コンクリートの尖浙破壊。

特に、 iiの中1hl}竹のIi1崩壊はノースリッジ地震

などでは観察されていたが、日本の地裟被専では

これだけ多数の崩壊した例のなかったことで、今

団の地震の大きな特徴である。これは水平力が中

li廿陪で大きくなり部材の水平耐力を上回った、中

表21 エキスパンションジョイントの被災状況

エキスパンシ ョン

地 械
ジョイントの状況

カパー拿 耐火僻

低 附 部 大阪域 60 5 

(R. M) 神 戸 域 65 未確認

「|I I杓 部 大阪域 80 7 

(0. M) 神 戸 域 100 未確認

注） ・1敗少被災も含む

R.M:レディーメイド品 （小幅）

O.M:オーダーメイド品（広幅）

出典 ：「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿「安全工学」189号
安全工学協会

鉄骨造建物については、軽批形鋼又は日の字断

而柱の梱造体にモルタル仕上げを施した、 3階程
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第3編 阪神 ・淡路大誕災の被杏

5階部分が屈崩壊した西市民病院

度の店舗併用住宅及び事務所、アパート等の古い

低中）杓建物に被害が多くみられた。多くは 1階部

分が崩壊し、倒壊に至っていない建物については

l、 2階部分が大きく変形した。また、軽屈鉄骨

では上）粋部が重すぎ、柱梁が座屈した事例もみら

れた。

倒壊した事例の多くは柱梁接合部の溶接部分が

中間暦の層崩壊が生じるパターンが目立った
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破断しており、柱継ぎ手溶接部の破断による転倒、

柱脚部のアンカーポルトの破断あるいは抜け出し

による転倒、プレースの座屈、破断による転倒等

の事例もみられた。この他、構造部材の腐食や、

構造1本の変形に追従できない外壁が剥離するなど

の被害が日本建築学会から報告されている。

また、技術の粋を結集した芦屋浜高）杓住宅では、

断而50cm角、肉厚 5cmの極厚鉄骨柱が53カ所で損

傷した。柱頭に当たる 6階や11階、柱脚に当たる

1階や 8階で被害が多く 、 4階の浴接部でも12カ

所の破断が認められた。

2 火災による被害状況

(1) 火災発生状況

ア 火災発生件数

地震発生直後から兵FII県、大阪府、京都府、奈

良県の 2府 2県において地震が原因とみられる火



災が発生した。火災は101:1後の261二1までに及ぴ、

表22のように火災発生総数294件、焼失面梢65万

9, 160m刈こ逹した。

表22 府県別火災発生状況

（平成 7年5月2311現在）

l(1. !¥！・ 火災発生件数 焼失i(iifi'i(m'） 

兵 ,i11. m 260 656.719 

大阪府 32 2,419 
京都 l-fl: 1 20 

奈良限 1 2 

計・ 294 659,160 

出典 ：「消防白書J平成7年版 消防庁

表23 地震発生から 3日間に発生した火災件数（神戸市内）

1 J―l 17 l―l 

~ 6 : 00 -7 : 00 ~ 8 : 00 -9 : 00 

束灘区 10 1 2 l 

灘 区 13 

゜
l I 

I I’ 央 Iヌ 8 4 2 1 

兵）Ili. IX: 11 

゜
2 1 

設 111 区 12 1 

゜
1 

クji l料 Iメ 4 3 

゜
4 

：ifi： 水 Ix: 

゜ ゜ ゜ ゜北 区

゜ ゜ ゜ ゜西 |メ： l 

゜ ゜ ゜神戸ili合iiI• 59 ， 7 ， 
神戸市消防局罰ぺ

第 13,‘t 被肉の概要

地震発生から 31-1|｝りに発生した火災件数は、237

件で、市町別にみると神戸市 (1381牛）が最も多

く、次いで西宮市 (411牛）など表23、表24のとお

りで、被害は兵）車県に梨中した。

牛＇fに神戸市の被吾は大きく 、地震発生後10日1ii1

の火災発生付数は175件で焼損家屋は7,388棟、焼

失而梢は81万9,223m'という甚大な被杏であった

（平成 7年12月1I]現在）。このうち、 59件が17日

6時までにほぽ同時多発的に発生したものであり、

56件が建物火災であった。これは、既に起床して

火を使用しており、家屋が瞬1閉的に倒壊したこと

（平成 7年12月］ l1現在）

1H17II 1月1811 1 H 19 n 3 I I 11¥l 

-24 : 00 介』—t|· ^ 1 1 9̀・;, | ． 合i|・ AI I I-i, -1| -

3 17 2 4 23 

2 17 2 

゜
19 

5 20 3 3 26 

3 17 4 3 24 

3 17 1 4 22 

2 1 3 2 1 16 

6 6 

゜ ゜
6 

1 I 

゜ ゜
I 

゜
l 

゜ ゜
1 

25 l 0 9 14 15 138 

表24 地震発生から 3日間に発生した火災件数（神戸市以外）
(fl戎： 7{j'. 9 J―JりしイI:）

1 J l 1711 l l l l7 1 1 l) I l8 l l l J l 19 ll 3 | l 1iil 

-6 : 00 -7 : 00 -8 : 00 -9 : 00 ~24 : 00 介，JI・ ^ 1111 t I • 合，i|・ 介，JI・

芹／せ I I I. lヽ 4 1 

゜ ゜
， 2 2 13 

西 9,',’,9• II I. 13 ， I ］ 10 34 4 3 41 

，_ーj;: 塚 I l i 2 

゜ ゜ ゜
2 4 4 

イJ I· 丹• iii 2 2 2 1 

゜
7 7 

Jil 西 I | i 1 2 

゜ ゜ ゜
3 3 

尼崎 I l i 3 2 

゜ ゜
2 7 7 

淡路地域 l 1 

゜ ゜ ゜
2 2 

人 阪 I | i 7 4 1 I 2 15 l 5 

爛 rl 1 I l I. 3 ］ 

゜
1 

゜
5 5 

吹 Ill iii 1 1 

゜ ゜ ゜
2 2 

周辺都11瑶,. 37 26 5 4 16 88 (6) (5) 99 

注） l ーは、地震火災として件数が、計上されていないことを示す。

2 ( ）は、芦屋市と西宮市のみの合計を示す。

消防庁調ペ
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第3編 阪神 ・淡路大姦災の被守

で火源を始末できない状況にあったからである。

さらに、 1万m’以上の大規捩火災は12件発生し、

うち10件が6時までに発生したものである。

イ 火災発生の地域別分布

図 6は、 1月19日までに発生 した兵／車県下にお

ける出火点の分布状況を示したものである。神戸

市内における火災をみると、大規模延焼火災の集

中した長田区以外でもほぼ均ーに発生しているこ

とが分かる。実は、今回の火災は、図 7に示した

長1且区周辺における裟度分布と焼失区域の関係に

みられるように家屋被害とほぼ比例して、混度 6

以上、とりわけ裟度 7以上の地域に多く発生して

いる。この事実から長田区など特定の地域で大規

模延焼火災が多発したのは、単に出火点が多かっ

たためではなく、それらの地域における木造建ぺ

い率、道路率や道路輻員等の要因、すなわち延焼

の危険性が高いことが彩牌していると推察できる。 同時多発火災に懸命な消火活動が続いた

図 6 兵廊県下における出火点の分布（地震発生から 1月19日までの火災）
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注）出火点位沼は神戸市内については神戸市消防局、また、神戸市外については神戸大学室崎研究室の貸料による。
出典：「消防科学と情報」1995年 40号 闘消防科学総合センター
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図7 長田区周辺における震度分布と焼失区域の関係

、し、..,
.. ;．．．ニ -ヽ--..0‘‘99 • 

;:ヽ
- ユヽ•' ^.:、 ...，..― 

： ・、●'・- 0 ．． 
om 500m 1000m 

注） 1 震度分布は、中央開発棘調ぺによる

2 黒く塗りつぷした部分は、焼失区域を示す

出典 ：「消防科学と情報」1995年 40号 翻消防科学総合センター

図8 神戸市内の日別火災発生件数

（件）

120「
109 

t500m 

第 IJ;i: 被？fの概要

ウ 時系列的にみた火災発生状

況

特に火災が多い神戸rliの 17別の

火災件数をみると、 地姦発生当II

17日の，'J',火件数は、図 8のとおリ

109件であり、その後の出火付数は

湘i滅しているが、 3 n後の 1月19

|」以降においても 、火災は依然発

生している。さらに10Fl I：りの出火

付数合計は175-f牛となった。これは

平年に発生する 火災件数の 2カ月

分に相当する。

表23(67ページ参照） は、神戸

市梢防局発表の兵庫リ，ーし南部地姦に
E 

件う火災の H別発生状況である。

また、1X|9は地設発生当 l1の 1

月17n中に神戸市11、1で発生した火

災の 1時間刻みのII寺1i}片砂ll発生状

況である。なお、 5時台は地設発

生II寺刻の 5II寺46分以降の15分間の

ものである。

似19から明 らかなように、 17日

に発生した火災の半数は地虚刑後

の 511詐台に集中 しており、 同時多

発的発生 とい って よい状況がみら

れる。しかし、 171:I中をと ってみ

100 

80 

60 

0

0

0

 

4

2

 14 15 

3
 

17 I 8 19 20 21 22 23 24 25 26（日）

出典 ：「阪神 ・淡路大震災における消防活動の記録」

神戸市消防局

図 9 17日中に発生した神戸市内の火災の時問弗別発

生状況

3
-

5
 

数

6
0
5
0
40
3
0
2
0
1
0
0

件

567 89101112J31415161718L920212223 
（時1ill帯）

神戸市消防局鯛ペ
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第3編 阪神 ・淡路大誕災の被害

ても残りの約半数は 6時台以降に発生しており、

しかも数II寺11月以上経過してからも少しずつ発生し

ている。

(2) 震災時の気象状況

地震が起こ った 1月17H611寺の気象状況をみる

と、乾燥注慈報が発表されており、 天候は蝕、風

向は北東の風、風速4.6m／秒、湿度54%、気温3.4℃

と、燃えやすい気象条件であった。

神戸海洋気象台（神戸市中央区中山手通 7丁目）

による地誕発生当日の風向 ・風速などの気象情報

は表25のとおりである。

消防庁消防研究所がまとめた 「兵廊県南部地裳

における神戸市内の市街地火災調杏報告」による

と、地設発生以前に神戸地区に雨が降ったのは11

日前の 1月6日であり、地殷発生当Elの阪神地区

は乾燥している状態であった。図10は、 17Hから

19日までの湿度の時間変化を表したものである。

17日の昼が最も乾媒した状態にあった。

風述については171:1が平均2.6m/sで、風そのも

のは弱かった。17EIから19Elまでの 3日間の風速

を示したのが図11である。

無滲。なすすぺもない。戦力が整うまで待っしかなかった
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表25 地震当日の気象情報 (17日5時DO分～18日2時DO分）

観測
気温（℃） 湿度（％） 風向16方位 風辿m/s

時刻

5 2.9 59 ENE 2.1 

6 3.4 54 NE 4.6 

7 3.5 56 ENE 3.2 

8 3.4 53 E 3.3 

， 3.7 54 ENE 3.0 

10 4.2 52 ESE 2.0 

11 4.4 54 E 1.8 

12 5.2 49 0.2 

13 6.4 43 SE 2.4 

14 5.6 49 SE 2.5 

15 6.5 45 SE 0.4 

16 6.1 45 N 5.8 

17 5.2 52 WNW 2.8 

18 3.9 53 NNE 3.9 

19 3.3 60 N 4.0 

20 3.2 57 NNE 4.4 

21 3.4 53 NE 2.7 

22 3.0 57 NE 1. 5 

23 3.0 54 NNE 3.2 

24 1. 4 64 N 1. 9 

］ 1.1 66 NNE 2.2 

2 0.4 71 NNW 1.5 

気温
最邸8.0℃ (15: 40)/-1!!,:低1.4℃ (24 : 00)／平均
3.9℃ 

湿度 最少39%／平均56%

風辿 最大6m.8/111s/s(16: 00)／故大瞬//i)12.3m/s(20:04)／平
均2.6

天候 6 :00-18:000批／18:00～翌 6: 00011¥'i 

神戸海洋気象台発表



第1r/,: 被内の概淡

図10 湿度の時間変化（神戸、平成 7年 1月17~19日）
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(%) 40 
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17
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日

出典 ：「兵廂県南部地震における神戸市内の市街地火災調査報告（速報）」消防研究所

図11 風速の時間変化（神戸、平成 7年 1月17~19日）
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出典 ：「兵庫県南部地震における神戸市内の市街地火災調査報告（速報）」消防研究所
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第 3紺阪 神 ・淡路）＜設災の被‘;1;:

(3) 延焼拡大の推移

延焼動態については東京il'i防

庁が、焼失禎i禾i'i約 1万m’以上で

あったと予想される火災を対象

に梢防職且、住民等へのヒヤリ

ングによる現地調杏を実施した

結 果をは京消防』9月号で「兵

lilI！札南部地姦に伴う市街地大火

の延焼動態」として報告してい

る。

この調究によると延焼状況を

調杏した地区は焼失而梢が約 1

Jjm•以上と予想された火災を対

象に表26に示す11地区について

尖施した。

各地区の延焼仙態の報告は図

12、13、14に示すとおりである。

これらの延焼動態悩から第JI寺

線11¥lの延焼距離及ぴ延）．党辿度を

表27のようにまとめている。火

災現楊が湘岸に近いことや火災

による」サ/.気流（火事場風）の

彩牌などで表25(70ページ参照）

の神戸海洋気象台の観illll結呆と

風向、風辿とでかなりの差が認

められている。

また、風辿と延焼辿度とのl~l

係を回帰分析した結果は似115の

とおりである。風下及ぴ風側方

向の延焼辿度は、風速が 1m/s 

を超えるとしだいに削加し、風

辿 3m/sを境に著しく噌加する

傾向が認められ、風上方向は、

風辿 4m/s以下の場合、変化は

認められなかったとしている。
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表26 延焼状況調査地区と焼失面積（概葬）

調1t 焼失Ihifit
焼失範 llf!

（焼失棟数）地lヌ

及 l」 ll~御柑敷j凪 6l,H
111.440111' 

水笠itli5、6TI-I 
(1,302棟）松野辿 3、41• I I 

1 クlil料Iヌ点'i:| I IIll[ l、2TII 

大池町 l、2「11 l. 700m' 
千改町 1-4 TII (3棟）
常盤lll[1 ~ 4 7. l-l 

長Ill区）―i崎辿 3l'I I 19.750m' 

西（Uili4Tl! (277棟）
2 

aji)I.flX且｝父lllfl「|l 17.080m' 
大11llllf J、2「H (172棟）

lと 1 11 1~I I,'Illlf 5、61 • I-l 

斗与iiヽ111no、ll r l~I 58.372m' 
3 

大橋IIITJOTLI (997棟）

海述町 3、4 1• [I 

長ln区ll廂塚町 5、6 l •「l
30.681m' 

4 久i呆町 5、6丁1:1
(405棟）

一梨III]．5、6 ] • [I 

↓と1 l l lX・・オ',:t公lilf3 、4 r 1~1 39. 200m' 
5 

人才科lllf3、4 Tl-I (442棟）

45. 687m' 
lと1l| lメ1’t)J;ij山3、41. 1;1 (751棟）

6 御,i:!t辿 3~ 6「1-1
23.318m' 北IIlJ.j直2、3「I.I
(225棟）

兵liili. l••i/＜辿 3 、 6 、 7 J. | 1 
94.889m' 

7 松本辿 3-7TII 
(700棟）

会 1-"1112Tl—l 

7.188m' 

(99棟）
8 !{ 1 111~．．針ltl{ij直 2 ~ 4 1. l l 

10.0001111 

(134棟）

29,160m' ， inlメ．．ブ<l| I lil [ 1、21 •日
(202棟）

7.970m' 
10 束灘Ii.魚崎北lllf5、6丁目

(105棟）

4.800m' 
ll 束灘区御影石111r3丁1::1

(39棟）

1 ~11の焼失叫't合，~-1·

出典： 「東京消防」1995年 9月号 束京消防庁

焼介失I（昧，i＇It• 
（棟数，11・)

113.140111' 

(l, 305棟）

36. 830m' 

(449棟）

58,372m' 

(997棟）

30. 681 m' 

(405棟）

39, 200m' 

(442棟）

69. 005m' 

(976棟）

94.889111' 

(700棟）

17. l88m' 

(233棟）

29.160m' 

(202棟）

7.970m' 

(105棟）

4.800m’ 
(39棟）

501. 235m' 

(5,853棟）



図12 調査地区 l
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第3編 阪神 ・淡路大姦災の賊，if

図14 調査地区3
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焼矢区域

長田区日吉町5.6丁目

云松町10.11丁目
海運町2.3丁目

大橋町 ID丁目
本圧町 2丁目

召，泣衿W•べむヽ／へ、 4 

出典 ：「東京消防」1995年 9月号 束京消防庁
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第 Ii;,: 敗，ifの慨災

表27 時問帯こ‘との延焼距離及び延焼速度

'I；・掏 し・li. 均 風 l: 風 9IIll 風 ,-. 
l l詐 l : i l 

風 l{,1 風m辿/s 距離m 辿J父m/h 距離m 辿9虻111/h ili ii1iim 辿度m/h

15: 10-17: 30 N 11. 2 幽 56 
＝ 

80 34 

17: 30-19: 05 N 3.9 ] 1 6 73 60 38 36 23 

I 9 : 05 -I 9 : 50 N 3.9 20 27 16 21 

05: 47-07: 00 E 3.9 30 24 

05: 47-07: 30 E 3.8 110 611 80 47 

05 : 47-08 : 00 E 3.6 110 53 

05: 47~08: 20 E 3.6 llO 43 60 24 54 22 

05: 1)7-09: 00 E 3.5 140 44 

07 : 30-08 : 30 E 3.2 70 70 

05: 117~10: 45 E 3.2 60 12 70 16 

06 : 30-08 : 30 E 3.2 120 60 60 30 

13: 00-14: 115 SE 2.5 44 25 38 22 

I 3 : 00 -14 : 00 SE 2.5 40 40 30 30 26 26 

08 : 30 ~ 10 : 30 E 2.5 60 30 

13 : 00-14 : 10 SE 2.5 30 26 22 19 

13 : 15 -J 4 : 00 SE 2.4 20 26 

08 : 20 ~ I O : 00 E 2.3 42 25 

10 : 45~ 11 : 40 E 1. 9 28 26 20 l8 20 L8 

l3 : LS-l5 : 00 SE l. 9 110 23 

10 : 00~ 11 : 45 E I. 6 44 26 50 28 

10 : 15~ 11 : 115 E I. 4 32 21 22 15 

14 : 00-15 : 10 SE 1.3 38 36 118 4 ] 

11 : 45-13 : 15 SE 1.3 20 13 

10: 45-13: 00 E I. 2 50 22 50 22 50 22 

11: 45-13: 00 E 1.1 15 12 

10: 15-13: 00 E 1.1 54 18 70 23 

11 : 110-13 : 00 1.0 30 23 30 23 30 23 

11: 15~13: 15 1.0 110 26 40 26 40 26 

注） 下線へへは、時問内ですでに焼け止まっている距離である。ーは、すでに焼け止まっている場合などで計測不能を示す。

出典 ：「東京消防」 1995年 9月号 束京消防庁

図15 風速の延焼速度への影習

80 
(m/h）卜 l i l ; ,: /¥ 

............................. I・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. i--····························:·····•·············j,,;i::#·:·/i--····· ·+····• 

良：：／／◇
述 60|二＾ ▲ jili下^

1.0 2.0 
風述

3.0 4.0 4.5 
(111/s) 

出典： 「東京消防」 1995年9月号 東京消防庁
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第3紺 阪神 ・淡路大し起災の被'・，'｛

また、 111］誌では、神戸市における市街地大火の

特徴として、次の点を挙げている。

り「から拡大した・：j~象も兄分された。

⑦ 無風に近い気象条件下であ っても、建物や

①
 

〈建物被専の火災への彩聘〉

焼失区域内の建物は、地設動によ ＇）平均半

数近くが全壊または大破し、倒壊などを免れ

ても防火造建物は外壁モルタルの糸ll離や届根

瓦の落下などにより、火災に対しllfi弱とな っ

ていたと推定される。

②
 

しているものもあるが、．多くは地姦動によリ

窓ガラスなどの1Jf-ll-1部が破壊され、このI}｝ll| 

部を介して延焼したものと推定される。

焼失区域内（特に調究地区 1~ 6）には、③
 

焼失区域内の耐火造建物については、倒壊

ケミカルシューズの l力..t易が多く 、浴剤や接祈

剤などの危険物のイf在が延焼をJJ｝）長したもの

と推定される。

＜延焼経路〉

①
 
土への木造家／岩の仕ll壊などが延焼経路を形成

し、ほかの街区への延焼拡大の媒介要LBLとな

った状況が兄分できる。

② 木造建物の1毛壊などによ って、飛火により

祈火しやすい条件となり、比較的平穏な気象

状況にもかかわらず、街区内、街区間の飛火

出火が多数認められた。

③ 

棟先の建物に飛火拡大した状況が認められた。

④ 耐火造建物による延焼の阻」［改．効呆は認めら

延焼建物から多拭の火の粉が発生し 2~ 3 

れるものの、地姦動による大破や耐火建物内

の可燃物などへの1咋火などによ って延焼拡大

を媒介した例も散兄 された。

商店街のアーケードは、隣接する街区への⑤
 
延焼経路とな った状況が認められた。

独立建物から 11111火した火災が、窓などの開⑥
 

街区から街I区への延焼拡大の多くは、道路

11部の埋め戻し改修部及ぴ防火造のモルタル

糸ll離などにより、防火性能が劣化していた箇

逍路などの街l区構成及ぴ火災の延焼状況など

から、小規松な火災旋風が発生し、

焼経路を呈 した状況が認められた。

＜延焼辿度〉

①
 

②
 

長l川区やクIil料区の住民からは、地姦直後、

南束奇りの風が強く 、1011俎ごろから無風に近

い状態であ ったというヒアリング結呆が多く

術られた。延焼動態Iiiからも、 lli火直後から

9 II寺ごろまでの延焼拡大が辿＜、

緩悛な延焼拡大状況とな っている。 また、タ

方 (15時30分）ころからは、北風が強くな ＇）

延焼範l月も大きく拡大している。

ifi;「火建物から木造建物、耐火建物から1面・「火

建物へと延焼拡大した状況も数力）iJ1で確認さ

しかし、木造建物から木造建物への拡

大に比ぺ、 l[Iす火建物を介した場合の延焼拡大

れた。

の辿さは緩投であることが確認された。

③
 
ム、

複雑な延

9 |lli：以降は、

康京ii'i防｝i"'の延焼シミュレーションシステ

延焼危険炭、地姦被山の想定などで採川

してきた延焼辿l父式（取il'i新式、東il'i拡張式）

と比較すると、今1川の無風に近い条件の場合、

延焼辿度はかなり緩殴であ った。延焼辿度が

緩殴な理lIIとしては次の点が考えられる。

建物が圧壊し高さが総1本的に低くなリ、

通常の建物形態の延焼性状と択なリ、火炎

形状が低く放射熱拙が小 さかった。

本姦災でのffll壊建物の多くは、 1乍土を1半

う瓦届根及びJ.i令壁が使川されていたこと

から、平穏状態では空気の供給が悪く 、l|i

位II詐11¥I当たリの放射熱が小さかった。

地虚直後の火災は、時間経過とともに拡

大したが、市民の多くがそれぞれの地区で

防火水槽の水のパケッリレーや公園の砂な

どによる梢火活動を行い、 延焼辿度を迎延
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L する効呆があった。

また、神戸Tliiiり防局では、延焼拡大の要囚につ

いて、神戸市iiり防局）1.,報誌の 「'=1i'J1995年 5月号

のなかで、次の 8項目を挙げている。

① 同時に多数の火災が発生した。

② 建物倒壊による多数の牛き埋めに対し、人

命救助俊先の活動を行わざるを得なかった。

③ 逍路損壊や瓦礫による通行Iii沿‘よ占、交；凪渋・滞

によリ、 1り滑な活動ができなかった。

④ 被災程度の強い防火木造のほとんどが、 1L

やモルタル等がllJL落． fflj壊し、裸木造となっ

たため、輻射熱や飛ぴ火等で延炒とした。

⑤ 6~8111道路に木造建物が瓦礫状に倒壊し、

ー 1(1iが可燃物のll」になった。

第 13花 被占の概要

⑥ 水逍断水による消火栓使用不能、建物倒壊

による防火水槽の使用I!叙害などのため、消火

活動が困難を極めた。

⑦ 長田区の火災の特徴として、地場産業であ

るゴム工場が密集し、内部にはコ＇ム類と危険

物が多数存在していた。

⑧ 市内の大規模火災発生地には、大規模で古

い市場や廂店街が存在していた。

今匝lの設災による火災のなかで、最も焼失而梢

が大きかったのは水笠西公園周辺火災（須庖区 ・

長IJI区、12ブjl,783而焼失）であるが、その焼け止

まり近傍の建物構造の状況と延焼動態を表したの

がl:xll6である。建設省建築研究所はこの火災につ

いて次のように検証している。

図16 水笠西公圏周辺火災の焼け止まり近傍の建物構造の状況と延焼動態
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注） 図中の時刻はすぺて1995年 1月17日

出典： 「平成7年兵庫県南部地震被害調査中問報告害」建設省建築研究所
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第3編 阪神 ・淡路大設災の被専

水笠西公園周辺は長屋や、戦前からの住宅など、

裸木造が非常に多い範囲であり、火元は水笠直公

園北側の水笠通 5丁目の一画だった。 8時ごろに

火災が発生し、 5時間後の13時30分ごろに火は同

5丁目を焼き尽くし、束側は松野通 3丁目、南側

は水笠通 6丁目へと延焼拡大した。延焼速度は遅

く、最初の 5時間で約50m、その後の 5時間で約

100111延焼が拡大したという。

延焼辿度が遅かった原因として同研究所は、「最

初の 5時間に焼失した地区は防火木造が多くみら

れ、 しかもほとんどの家屋が地姦による倒壊を免

れている。防火木造の場合には、墜からの延焼で

はなく l4f.J口部からの延焼が主であると考えられる

ので延焼速度が遅いものと考えられるが、当日の

風が弱かったことと相まってII寺辿10m程度の延焼

辿度になった」と推察している。

(4) 焼け止まり要因

消防庁消防研究所が行った焼け止まりに関する

焼け止まりの状況

78 

現地調究結呆から、延焼焼け止まりの要肉として、

次のように考察している。

く建築物、都市計画的な面の考察〉

i 耐火造建物で隣接建物に而する外壁に11F1口部

がほとんどないもの、またl:Jf.llJ部があっても延

焼のおそれのある部分に設けていないものにつ

いては延焼を免れ、延焼阻．Itに役立っている。

なお、酎火造建物の Hf•1 日部が網入りガラスのも

のは延焼を免れている例が多い。

ii 耐火造建物でも隣接建物に而する外壁に大き

な開日部があるもの、また14廿日部が網入りガラ

スで防護されていないもの、さらに、建物変形

によって1m1J部や外壁が破損し穴が開いたもの

は、その耐火性能が機能せず延焼してしまって

いる。

iii 上記のような耐火辿建物や空地等が道路沿い

に辿続している部分は、延焼阻止線として機能

している。 一方、耐火造建物でも、木造建物地

域内に独立して建っているような場合、また耐



火造建物や空地等が道路沿いに辿綺しておらず

歯抜けのようになっている部分は、有効な延焼

阻」1．．滞として機能しない場合があり、建物単体

だけでなく集団として対策を考える必要がある。

iv 防火木造であっても、モルタル墜絆の外墜仕

上げ材が剥離していないもので、隣接建物に面

する外壁而に1-ltl口部がない、希しくは小規校で

網入りガラスによ って防護されているものは延

焼を免れていたり、延焼阻」1-．．に役立っているも

のがある。

v ガソリンスタンドの隣地燒界の防火壁など背

の高い不燃の塀や旅は、延焼阻止に役立ってい

る。

vi 幅員の広い道路、学校の校庭、公園、駐．1-1―i場、

敷地内空地等の空間は延焼阻l_1_．．に役立っている。

<ilり防活動など人為的な而の考察〉

i 木造密集街区内の狭い街路 (2~ 3m)や隣接

した木造家届の間でも、 ii'i防隊の放水により延

焼阻l_l：が行われた箇所がある。なお、海水の長

距離中継送水が14i-l始されるまでの1iりに利）ーIJされ

た水利の多くは公設梢火栓ではなく、防火水槽、

学校のプール、企業節の貯水槽、河川などである。

ii 道路や、道路沿いの辿続する耐火造建物を活

動拠点として利用し、消防隊の放水により延焼

阻止が行われている。

iii ガソリンスタンドや避難場所となっていた学

校等の重要消防対象物に対して、消防隊が集中

的にilり火活動を行い、延焼を阻j-t．した例がある。

ガソリンスタンドの場合は隣地税界の防火壁の

効果と相ま って延焼阻止がなされたと息われる。

iv バケッリレーや消火器による初期消火をはじ

めとして、道路上の廃材の撤去、家屋の破壊、

トタン板の延焼建物の対向壁面へのたてかけ等、

地域住民の活動によって、延焼阻」上がなされた

例が幾つもあった。

v 消防活動11双害には、消火栓が使用できなかっ

たことのほか、道路上への家届倒壊による通行

第1雌被，1::の概要

1旅害や交通渋滞による‘ii'j|i)j車の走行即‘・出が多く

あった。

く焼けJ|：まり線における焼け止まり要因別比率〉

表28は、調杏した21カ）祈の延焼地区について、

現時点で推定される範圃において、焼け．l|：まり線

における焼け」1• まり災淋l別の延長距離とその内訳

比率を示 したものである。

なお、延焼焼け」I・.まりの最終段階においては、

どの地似でもiiり防隊が火災鎖）下あるいは鎖火のた

めの梢防活動を行っていることは1iil辿いないが、

ここで述べる焼け．l上まり災Iさlとは、延焼焼け止ま

りにキ．として寄与した要 I•tiのことを指している 。

例えば、道路、空地、 li寸火辿建物節がなければ料i

防活動単独では延焼阻．I|．．がl&l難とす(f；定される場合

には、こうした物理的要因をキ要因 と考えた。ま

た、現地での視察結呆や住民の証言等か ら、明 ら

かに消防活動が行われ延焼Ill」|．．に寄与しているケ

ース、あるいは梢極的なii1|i)j活動がなければ延焼

阻I.l：できなかったと息われるケースは、たとえ迅

路など他の要因が韮なっていても消防活動Jii．独を

主要因としている。

したがって、ここでの災1さI}Jlj比率は必ずどれか

の要肉の 1つを主要因として選んだうえでカウン

トしたものであることを断っておきたい。実際に

は、幾つかの要因が複合して総合(Iりに効呆をもた

らしたものや、今回の報布までには分析整理する

までには至 らなかったが、風辿、とりわけ風l{，lの

変化が彩聘したものと考えられ、これらについて

も今後更に詳細に検討したうえで、 1位終的な結呆

を求める必要がある。

表28から、まず21地区の総計か らみた全体的な

傾向を述べると、延焼焼け．ii・.まり要因として、総

じて大きなウェイトを占めている「逍路、鉄道」

（これらは主に道路）は全体平均で40％である。

次いで「空地」、「耐火造、防火壁的」（面i寸火造が主）

がほぼ共に23％前後と なっている。これらの物理

的な要因、あるいは 自然焼け止まり要固を合わせ
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表28 焼け止まり線における焼け止まり要因別にみた延長距離とその内訳比率

地三区名（区名） 灯

道路、鉄迅 空地 耐火造、防火摂節 放水等iti|lJi活動 合計

延長(m) 比率（％） 延長(m)l'岬（％） 延長(m)比率(%)延長（m)比半(%) 延長（m) 比半（％）

l)太田中学校北（須脱） llO 31. 4 145 41. 4 30 8.6 65 18.6 350 100.0 

2)太田中学校南（須府） 165 38.8 75 17.6 55 12.9 130 30.6 425 100.0 

3)大田 4丁目（須磨） 55 48.9 25 22.2 33 28.9 

゜
0.0 113 100.0 

4)横綱ピル（須1料） 25 12.3 25 12.3 87 43.2 65 32.1 203 100.0 

5)千歳小公園周辺（須庖） 298 46.9 58 9.1 142 22.4 138 21. 7 635 100.0 

6)邸橋病院周辺（長131) 812 64.6 298 23.7 124 9.9 23 1.8 1,258 100.0 

7)西代市場周辺（須磨 ・長田） 280 23.4 295 24.7 337 28.2 282 23.6 1,195 100.0 

8) 水笠西公1軋周辺（須府・及III) 985 42.0 539 23.0 626 26.7 195 8.3 2,345 100.0 

9) I'!吉町 2丁目（長田） 143 58.8 82 34.0 17 7.2 

゜
0.0 243 100.0 

10)新長田駅南（長田） 625 59.1 119 11.3 262 24.8 50 4.7 1,058 100.0 

11)神戸デパート怜i（長出） 262 24.3 170 15.7 365 33.8 283 26.2 1,080 100.0 

12)糸Ill肝1町 4T目（長If!) 117 39.8 97 33.0 50 16.9 30 10.1 295 100.0 

13)御船通2・3・4T目（長1II) 480 71.1 

゜
0.0 90 13.3 105 15.5 675 100.0 

14)川西地 1丁目（長田｝ 135 49.0 43 15.5 48 17.3 50 18.2 275 100.0 

15)御蔵辿5・6丁目（長田） 234 24.l 242 24.9 370 38.0 124 12.8 973 100.0 

16)菅原市場周辺（長田） 528 40.0 442 33.5 350 26.5 

゜
0.0 1,320 100.0 

17)東尻池7丁目 (:l.i田） 197 61. 7 37 11. 7 

゜
0.0 85 26.6 320 100.0 

18)会下山南（兵｝irt) 642 23.4 942 34.3 686 25.0 472 17.2 2,745 100.0 

19)中道通 6丁目（兵廊） 178 58.7 40 13.2 53 17.4 32 10.7 303 100.0 

20)魚崎北町5・6T目（東灘） 170 35.8 93 19.5 123 25.8 90 18.9 475 100.0 

21)胄木駅南（東灘） 235 49.2 38 7.9 107 22.5 97 20.4 478 100.0 

以上の地区の総計 6,676 39.9 3,805 22.7 3,955 23.6 2.316 13.8 16,752 100.0 

注） この欄の延長合計は、各要因別の延長総計欄の合計である。

出典： 「消防科学と情報」1995年 40号 助消防科学総合センター

ると全体の86％である。

今回の調査対象地区は、いずれも大規模な延焼

地区であり 、その意味ではこれらの多 くは消防活

動が劣勢となった条件下で延焼拡大したものであ

り、延焼は何らかの自然焼け止まり線のところま

で拡大し、やがてその勢いを弱めたという経過を

たどっていると考えられることから、この結果は

当然ともいえる。

一方、「放水等消防活動」（これらは主に公設消

防による放水で一部住民によるバケッリレー等の

消火活動がある）は、14％程度であるが、先に述

ぺたここでの主要因の定義や、 21地区全体での消

防活動阻止線の総延長距離2,316mということを

考えると、決して小さい数値ではないともいえる。

次に、特徴のある地区をみると、まず比較的規

模の大きい地区で、かつ 「耐火造、防火壁等」の
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比率が高い神戸デパート南地区は、大きな耐火造

建物が多い地区であり、 しかもこれらの耐火造建

物がうまく辿続していたことが功を奏している。

また、「空地」の比率が高い地区の例として、菅原

遥り公園、御蔵通り公園という 2つの公園のほか、

駐車場の存在が大きな役割を果たしている。

種々の要因で耐火性能が機能せず、延焼した例がみられた



束点大学荘原研究奎では、火災域で燃え残った

住宅の火災域に而した部分に残っていた窓ガラス

の種類と枚数について調杏したが、その結果は図

17のとおりである。外朕材の捐1蒻がひどい状況の

場合でも、網入ガラスの残存忠ll合が高いことがわ

かり、 1作l日部に防火性能を持たせることが延焼防

」上に有効であることがわかる。

図17 外壁に損傷がある場合の開口部の損傷状況

300 

250 

200 

llf.l 
I7 150 74% 
部十122

数100

50 

゜A B C D 
lii-ln部の構成

N=l65 
燃え抜け

［ぶえ焦げあり

iぽ損協なし

A:網入りガラス B ：線入りガラス（雨戸）

c:線入りガラス o:普通ガラス

出典： 「概要 ・建材 ・火害」菅原進一稿 「安全工学」189号

安全工学協会

(5) 出火原因の分類

地滋発生による火災の出火原因については、 『火

災J216号の「兵祁県南部地誕ー同時多発火災、そ

の原因は一」のなかで、 i逍気に起因するもの、

iiガスに起l天lするもの、 iii燃焼器具に起因するも

の、 iv薬品類に起因するもの、 V その他の 5つに

分類して分析し、また、事故事例とその対策につ

いても次のように言及している。（表29参照）

〈出火原因別事故事例〉

i 屯気に起因するもの

．屯気ストープ、熱帯魚用ヒーター等を使用中、

地姦によって室内の物品とともに転倒したのち、

屯気の回復により周囲の可燃物に約火し、出火。

．t詔気僻具等を使用中、地震により蕗下した物閑

筈によって遁源コードが損傷。這気の回復によ

第 1r;,: 被祁の概要

り発熱、短絡し、出火。

ii ガスに起囚するもの

・地震によって建物壁体及びガス配管が破祖した

ため、漏洩したガスが室内に入 り、何らかの火

源が引火して出火。

・地震で都市ガスが漏洩し、室内に滞留している

のに気づかず蛍光灯を消そうとスイッチを切っ

たため、漏れていたガスにスイッチの火花が引

火して爆発、出火。

・地震によって建物が倒壊したためにガス配管が

破損し、ガスが漏洩しているところへ危気が回

復したため、倒壊した家屋内の屯気配線が損1蒻

し、短絡状態となって生 じた火花が引火して出

火。

iii 燃焼賂具に起因するもの

・ガスストープを使用中、地設によって落下した

可燃物がガスストープに接触し、出火。

・使用中のガスストープの上に、 地震によって密

棚が落下し、ガスス トープの火が柑節に済火し、

出火。

• 石油ストープを使用中、 地誕によって室内の物

品類とともに転倒したため、周囲の可燃物に着

火し、出火。

•朝食準備のため使用中のガスコンロの上に、地

裟によって物品類が落下したため、コンロの火

が可燃物に者火し、出火。

•朝食の準備中、地震によって建物が倒壊し、 落

下した可燃物にガスコンロの火が沿火し、出火。

・地誕によって建物の碁礎部分が枡壊した際にガ

ス配管が破損し、漏洩したガスに風呂釜の種火

が引火して出火。

iv 薬品類に起因するもの

・大学等の理化学実験室の薬品棚に保管されてい

た化学薬品類が落下し、破損したため、それら

薬品類の間で化学反応が起こり出火。

v その他

• その他の火源としては、神棚のローソク、倒壊
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表29 火災の発生日別 • 原因別状況

区 分 合計

合 , i•I • 175 

沿： Iヌ、し ス 卜 プ ， 
，，,メじ, し

熱幣魚川ヒ ー タ ー 5 

オープントースタ ー 2 
設 ,,じ ＜メヽ＼． コ ン ロ 2 
備

屯 f レ ン ジ 1 
悩 f l 執,... スタンド 3 
ンI、I 

批光灯のスイ ッ チ 1 

テ レ ピ l 

ピ デ オ デ ツ キ l 

9 ．^ l l 蔵 l1i 1 

儡発A.1『·、(•(t lI l }怜↓↓舟fi 3 

コ l: | l 刷 機 1 
I 

コ ピ 機 1 
ド

歯科技 L lll機悩 l 

その他の屯氣コード 2 
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息配 屯 舟'"父'・ 9• fJゞ' 4 
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誓
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の
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他
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6 

3 

2 
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1 

1 
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3 
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出典： 「火災」1995年 216号卸日本火災学会
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建物解体中の浴断火、暖房用の練炭火鉢、たば 火災が多発し、その出火原因を見ると 、

こ火等による出火のほか、放火や放火の疑いの ●危気製品の転倒 ．i客下に起肉する出火。

ある火災が発生 している。 ●屯気製品の遣源コードが物品の蕗下により損1紡

<i，1i火原肉別事故防止対策〉

, '1じ気に起肉するもの

近年、家庭心化製品をはじめ、多種多様の電気

機器が茅知らしにとけこみ、筍日の生活のなかで使

用されているが、披近の多くの屯気機器にはマイ

クロコンピュータが組み込まれており、メモリー

回路やタイマー機能を持っため、電源プラグを常

ll寺コンセントに差 し込んだままにされている。

今l!!Iの地姦においては、これ ら迫気に関係する
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し、出火。

●建物倒壊によって配線損偽したところへ池気が

回復し、出火。

などがある。

地気に関係した事故防止対策は、次のとおりで

ある。

●電気製品の転倒 ・落下に起因した出火に対する

防止対策として、電気製品（携帯用の製品を除

く）には 「地震感知式手動復帰型スイッチ」を



設散する。

●送電復旧に伴う出火に対しては、 事業所を除く

一般需用家における安全対策として、電柱から

の引き込み線取付点（買任分界点）直近の二次

側に「地裳感知式手動復1）盈型プレーカー」を設

骰することによって、送電回復に伴う 火災事故

を防止できるとともに、早期の送電復旧が可能

となる。

ii ガスに起因するもの

ガス事故の防止については、従来からガス1具l係

事業者において、「ガスを涌らさない対策」 「万一

ガスが漏れた場合の対策」として、各種の安全対

策が施されてきたが、今回の阪神 ・淡路大猿災で

は、これらの安全対策では対処しきれない大被害

を受けたことによりガス淵洩事故となり、火災等

に与えた彩開は大きかったと推測できる。

ガスに1堤係した事故防止対策は、次のとおりで

ある。

●ガス機器の奥常使用状態等を検知してガスを遮

断する 「マイコンメーター」の設囲促進が図ら

れているが、このメーターが地上式（地上邸

0.5~1.5m)であったため、今回の地誕による建

物倒壊に伴ってメーター配管等が折損し、ガス

淵れが多発したものと推定される。

この種の事故を防止するためには、マイコン

メーターの構造変更(|坊水性能及び地震感知性

能の改普等）を行うとともに、設罰方法を地上

式から地下式に変更することが必要である。

●ガス供給配管に一定の需用家数（できるだけ小

プロックがよく、おおむねメーター取付け戸数

2,000戸）を単位とした緊急遮断弁（地裟感虹l型

自動閉鎖パルプ）を設置するとともに、中圧配

管、甜圧配管等にも一定の規模ごとに同様の緊

急遮断弁を設甜することによって漏洩ガス批を

抑制することができ、一方、災害復旧を早期に

行うことにも役立つと考える。

第1i笠 被｛加の概要

3 土地の被害状況

(1) 土砂崩れ（地滑り）

消防庁災害対策本部の調べによると、今回の地

裳により地滑りが発生 した箇所は神戸市、芦屋市、

北淡町など367カ所に及んだという (5月21LI現

在）。特に武廊川の支流である仁川上流では、地裟

発生直後、大規模な地滑りが発生した。このため

西宮市仁川百合野町の住宅12戸が土砂にのまれ、

34人が犠牲になった。

この地柑i・りは、阪神水道企業団甲山事業所の直

下にある仁川右岸側の平均20度の斜面で発生した。

幅は約100m、高さは約30m。流出した土砂は約10

万m刈このぽるとみられている。

滑り落ちた土砂は斜而下の住宅 9戸をのみ込み、

さらに川111盈20mもある仁川を埋め、対岸の住宅 3

戸をも巻き込んだ。被害にあった住宅では37人が

土砂崩れの被害も大きかった
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生活しており、このうち救出されたのはわずか 3

人。残り34人は迫体で発見されたが、最後の迫体

が発兄されたのは地姦発生から13日目の 1月29日

であった。救出に手lfflll又った原因は火災が発生 し

たためと、流出した土砂が大抗であり 25mもの深

さまで掘り辿まなければならなかったためであっ

tヽ
~ ゜

その他の主な地滑り発生箇所は、次のとおりで

ある。

●神戸市束灘区西岡本 6丁目の一部

取付け道路の崩壊と斜而のコンクリート 1次付

け而が削壊した。

●神戸市束灘区西岡本 7丁目の一部

急斜面に作られた道路が幅10m、長さ約100m

にわたって崩壊した。

●芦屋市岩園町阪急神戸線付近

住宅地の緩傾斜地で切土方向への滑•動が生じ、

その上に立つ住宅、マンションが傾斜した。

地姦発生から 5日目の21日から被災地の天気が

悪化し、雨による土砂崩れなど二次災害が懸念さ

れた。特に危険と思われた地域には市や町が住民

に避難勧告を出し、 二次災害の防止に努めた。

牡•I:)土木学会は山腹斜而 ． 宅地造成急斜而の災害

を調査し、r土木学会阪神大裳災裳災調査第二次報

告会査料Jのなかで図18のように今回の地姦で発

生した六甲山系の「崩壊分布図」を示している。

367カ所すぺての崖崩れがこの図に落とし込まれ

てはいないが、図の左下から諏訪山断附、五助橋

断附、芦屋断附に沿って崩壊が発生したことが分

かる。この崩壊分布に、次の 3点の可能性が示唆

されている。

●断形の動きに起因するものか。

●全体として同じエネルギーを受けたが、 I祈屈地

形として出現する急斜而のみが崩壊したのか。

●あるいはその両方が1剥係しているのか。
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(2) 液状化

瀬戸内海沿岸地域を中心に大規模な液状化現象

が発生し、港約施設やライフライン施設の埋設物、

橋脚絆が損傷した。特に神戸ポートアイランドや

六甲アイランドなどの埋立地では、 平均20~50cm

ほどの地盤沈下が生 じた。ボートアイランドの埋

立ては1967年（昭和42年）から1981年（昭和56年）

にかけ、 六甲アイランドは1973年（昭和48年）か

ら1992年（平成 4年）にかけて、それぞれ行われ

た。このとき液状化対策として、建物の土台の下

に約30mの杭を打つなどの軟弱地盤対策をと って

いた。このため建物自体の沈下はないが、地盤が

沈下したことで建物と地而の培に「抜け上がり」

といわれる現象が多数発生し、地盤が下がったた

めに基礎部分が媒出している建物が秘内のあちこ

ちで認められた。また、品内の道路は液状化対策

が取られていなかったため、いたるところで泥が

lll't出したり段差が生じて通行の妨げとなった。

■ ■ 

団，`．．

ー、

,. 

液状化の被害の大きかったポートアイランド
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第3紺 阪神 ・淡路大混災の膨 lf

(3) 断層危裂

以前からその存在が確認され、今回の地震の直

接原因となった野秘断／杓は、その断爵租裂が淡路

紛北端の江崎灯台下の海岸から北淡町窪励地区ま

で約 9kmにわたって森頭した。断附は，島の西岸を

北束から南西方向に走行しており、 一部西上がり

のところもあるが、おおむね束上がりである。敵

大変位iitは野島平林付近に兄られ、水平変位1itは

右ずれ1.9m、亜直変位砧は東上がり 1.2mである。

このため断｝杓上にあった住宅や道路、 J；と地、水

路、護岸などが被布を受けた。北淡町小倉地区の

断妍」：．にあった住家は基礎が破壊され、家屋全体

が杵しく変形した。また、野ib地区の桃林寺付近

では断J竹上にあった送屯線鉄培が地盤の変形のた

め脚がlIIIがる被害が出た。こうした被省は断J怜上

断庖亀裂は 9kmにわたって採頭した
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にある場合に限られ、 1析／t{から数m離れている建

造物などに被害はなかった。しかし、横ずれした

土地では燒界のillIliii：基準点が動いてしまったため、

今後のillll拙に大きな影脚を及ぽしている。

4 危険物関係施設等の被害状況

(1) 被害状況

消防庁危険物規制課の調ぺによると、今回の姦

災における危険物施設の被古は京都府、大阪府、

兵J車県、香川県の 2府 2県にわたった。 4府県の

危険物施設の総数は 5万2,406施設だが、そのうち

1,258施設が被害を受けた。（その他、神戸港で無

許可貯蔵のドラム缶が地震によって海上に流出す

る事故が 1件発生した。）

府県別の被害状況は、表30のとおりで、兵J車県

では、 1,1721牛（全（本の93.2%）と被害が集中して

いる。なかでも神戸市は658施設（全体の52.3%)

に被害があった。

施設別にみると、数の上では給油取扱所が347施

設、屋外タンク貯蔵所の343施設と多く 、次いで一

般取扱所の207施設、昼内貯蔵所の162施設となっ

ている。絵油l［又扱所の主な被害は建物やキャノピ

ーの倒壊も若干みられたが、大半は計批機や防火

壁の倒壊 ・傾斜、地盤の亀裂 ・沈下、地下タンク

の隆起、配管の損壊などである。一般1［又扱所では

建物やプラント全体が地盤沈下のため傾斜 ・変形

したり、地盤に亀裂 ・陥没などが発生する被害が

出た。

被害総数に対する各施設の被害唐ll合は図19で示

すとおりであり 、また、 各施設数に対する被害唐ll

合を示したのが図20である。どちらの図からも、

給油取扱所と届外タンクll乎蔵所の府ll合が高いこ と

が読みとれる。各施設数に対する被害割合のなか

で、船舶から危険物を受け入れる移送取扱所が圧

倒的に邸い数値を示している (11.5%）。この原因

は、港湾地域で発生した液状化現象に伴う岸壁の



第 l・?;i: 被北の1既淡

表30 阪神 ・淡路大震災による危険物施設の被害状況調査結果

（被害が発生した府県 ：京都府、大阪府、兵庫県、香川県）

製 届ll'i'
厨外f 

届ll’j:地lti: 簡ilti: 移lli:lil！「i: 給ll又 第J収 第JI又 移JIii. —•JI又 ／I入Î  角1,’r,̀ 吊と公Cヽ

内 1く 易 動 施 許
造 蔵 夕蔵 夕ij:11 夕ii:& 夕ii:li 夕ii戌 蔵 扱 種扱 種扱 扱 扱 11f 

ン ン ン ン ン 販 販 設 貯
所 附所 ク所 ク所 ク所 ク所 ク所 外所 油所 ;JICiりi・光所 送rli・ 般所 ,1 , I•シ 蔵 ;1 | ・ 

施設数 61 1,272 471 181 2,172 4 589 123 1,315 55 5 

゜
939 7.187 

-}J’r ヽ 火

都 ihi 1 1 

府 池 1 1 2 

JI・ 1 1 1 3 

施設数 550 4.579 3,255 1,437 4.860 28 3,319 944 3,470 234 93 42 3,322 26.133 

大 火

阪 ilii l 24 1 1 4 ］ 4 36 

}（J: （也 11 11 20 4 46 

11 1 ・ l 211 12 1 15 20 1 8 82 

施設数
212 2.0116 2,525 524 2,571 13 l, 404 765 1.776 81 35 25 2,123 l,i,100 

(39) (631) (687) (285) (848) (3) (646) (219) (586) (,17) (26) (12) (585) ('1.614) 

火
I l l 2 5 5 

(1) (1) (l) (2) (5) (5) 

兵 65 15 l 10 5 1 I 2 10 112 1 113 
il,l 2 

(30) (12) (1) (6) (3) (l) (1) (2) (8) (64) (1) (65) J,I t 

JU 他
17 72 316 11 73 3 40 321 8 1 7 186 l.055 1.055 

(10) (29) (249) (7) (29) (3) (31) (136) (6) (l) (7) (81) (589) (589) 

;11・ 
] 9 137 331 13 83 3 40 326 10 3 ， 198 1,172 1 1. 173 

(10) (59) (261) (9) (35) (3) (31) (139) (8) (3) (9) (91) (658) (1) (659) 

施設数 41 592 71l6 106 1.027 58 560 143 1. 074 19 2 20 598 4,986 

香 火

JII ihi 1 l 

！＼し 他

,t | ・ l l 

施設数 864 8,489 6.997 2,248 10.630 103 5,872 1,975 7,635 389 135 87 6,982 52.406 

介 火 1 I 1 2 5 5 

ihi 3 90 16 2 14 5 l l 3 15 150 1 151 

,1 1 • 他、 18 72 327 11 84 3 40 342 8 l 7 190 1.103 l. 103 

,1 | ・ 21 162 343 1 4 98 3 40 347 10 3 10 207 1,258 l 1. 259 

注） 1 火 ：火災、漏：漏えい、他：破捐等である。

2 施設数とは、平成 7年 1月17日現在において完成検査済証を交付している危険物施設（廃止屈を受理したものを除

〈。）の数である。

3 ( )は、神戸市の施設数で内数である。

4 無許可貯蔵の事故は、危険物を収納したドラム缶の神戸港から海上への流出事故である。

消防庁鯛ペ
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第3紺 阪神 ・淡路人設災の被も{

図19 被害総数に対する各施設の被害割合
(111.f;r.: %) 

27.6 

—ー一品圃。旦員冒品旦醤
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図20 各施設薮に対する被害割合

2.0 

(111.位 ：％）

11.5 

0.6°.9 
ー一＿—-一圃 0.0 虹
製屋屋屋地簡移屋給第第移一
世内外内下易動外柑I-
所貯タタタ タ

ニ・ 送 般

蔵ン
夕貯取種種取取

ンン ンン蔵扱販販扱扱
所ク クククク所所売売所所

貯貯貯貯貯
蔵蔵蔵蔵蔵

取取
扱扱

所所所所所 所所

消防庁靭ペ

海側へのふくらみにより、移送取扱所の配管に破

捐 ・変形、配管接続部からの漏洩が生じたもので

ある。神戸市では受入れ注入口が海中に埋没して

いる事例も認められた。

危険物施設で抽も砥胞しなければならない点は、

危険物施設による二次災宮の発生である。今匝lの

地設は非祁；に大きな被店をもたらしたが、結呆と

して危険物施設による二次災害は発生していない。

誠も被害の多かった給illll収扱所でも火災は発生せ

88 

大災害の中で危険物施設からの出火はゼロ

ず、 i届洩が5施設、 その他 (-tJ1壊）による被害は

342施設である。市街地大規捩火災が発生した神戸

Tli •長田区や須磨区の給油l［又扱所は、火災発生区域

内に位附しながらも防火塀などによ って延焼を免

れた。 1我外タンクII庁蔵所でも同様に、漏洩16施設、

その他 (-tJl壊）の被布327施設にとどまった。

火災による被古はすべて神戸Tiiで発生したもの

で、内訳は届1J、Jタンク貯蔵所で 1施設、販光l［又扱

所 2施設、一般取扱所2施設の計 5施設である。

しかし、 5施設とも自らが出火元になったのでは

なく、｝寺］辺で起きた火災の延焼によるものであっ

tヽヽ
0 ちなみに 5施設は神戸市兵Iili区、須1森区に位

附し、すぺて全焼した。

危険物等の漏洩は150施設で発生した。いずれも

大規模なi届洩ではなかったものの、ひとつllil述え

れば二次災宮につながった。その点では不幸中の

幸いであった。発生施設は屋内貯蔵所が最も多く、

90施設で発生した(i届洩の60％を占める）。原因は

施設内に梢まれた一斗化やペール缶などの十分な

耐力を持たない容喘が落下破韻し、漏洩したケー

スが多く認められた。

次いで屋外タンク貯蔵所の16施設、 一般取扱所

15施設、地下タンク貯蔵所14施設となっている。

届外タンク！！輝浚所16施設のうち12施設は神戸市で

ある。神戸Tli消防局厄険物保安課の調究によると、

その内訳はタンク本体からの漏洩 l施設、付）r紅配

管からの漏洩 5施設、スロッシング（液而揺動）



による漏洩が6施設であった。

タンク本体からillii曳した 1施設は1973年（昭和

48年）設附のもので、タンク容凩990kQ（内径9.67

m、邸さ15.225m)の非特定朕外タンクである。被

害状況は不等沈下枇1，と大329mmで、側板の 2段目か

ら l~l涌：屈 。 微細な1'［通孔が 2 カ所発生し、エチルア

ルコールが尿分状に漏洩した。スロッシングによる

漏濃は、天板の計J,l:I」などからのihii曳であり 、

1,000k Q未油りのタンクが2施設、 1,000k Q以上 l

万ld 未祉1りのタンクが3施設、 1)jkR,以上のタン

クが 1施設であった。

一般取扱所の漏洩は、容悩の落下及ぴ配管の破

損によるものである。地下タンクII庁蔵所の漏洩）東

IKlは、神戸市で発生した 6施設についてはタンク

木体からの漏洩は認められず、付｝屈配符からによ

るものであ った。

(2) コンピナー ト等特別防災区域内の状況

石油コンピナート 1・『特別防災区域の被杏状況に

ついては、自治省消防庁特殊災害至が特別防災区

域に指定されているなかから、大阪北港地区、堺

泉北地区、尼III奇地区、神戸地区、束播磨地区、姫

路1iii,i1fj:地区、赤穂地区の 7地区の調杏を尖施して

いる。

表31 危険物施設の被害状況

二 柑 外 タ ン ク
届 I)ヽj 届外

Iti: I祓所
貯蔵／ifr ll’j：蔵／ifj・

大阪北沿地区 (440) 1 
堺泉北 地 区 5 (1. 058) 2 

尼 崎 地 区 18 (249) 21 5 
神 I i 地 lメ： 191 (392) 12 23 
束播 li1地 lX.. l (347) 

姫路 1m,海地区 (442) 

赤 穂 地 区 (6) 

合 JI・ 215(2.934) 36 28 

第 l咲被，1fの概災

各地l区の危険物施設の被古状況は表31のとおり

である。ただし、大阪府下の関西空池地区及ぴthlll

地区は被布がなかったため集計からは除外されて

しヽる。

防災区域内の被雹状況は、前述した被宵状況と

爪複する部分が多いため、ここでは表32の「非常

通報設備」と表33の「構内道路」の被害状況を記

すことにする。非常通報設備については大多数の

事業所がNTTの屯話回線を使用しており、地姦

発生直後は通信が輻軟したため、使川可能であっ

てもなかなか接続されず、通報が遅れた事業所が

多かった。

構内道路についてはほとんどが液状化による哨

砂、亀裂、段差などの被出が生じた。このため消

防車両はおろか、人の通行すらままならない状況

であった。

また、地災発生II寺の稼動状況と対応状況につい

ては表34にぷすように、平：!Jjにもかかわらず稼動

している事業所の数が相当数にのぽっており、地

哀発生直後、イ•か止碁準を厳守して緊急、イ序·」|：しかli

業所もあれば、稼動を継綺した事業所もある。さ

すがに激しい揺れのあった大阪北港地区、尼崎地

区、神戸地区の事業所は、すべて運転をイダ・」|：した。

ブjが一、配符などにij11紡があった楊合、プラン ト

一 般 移送

製辿所 そ の 他 ＾ II 

,1 | ・ 

JI又扱 JiJi゚ 取扱所

1 

1 l ， 
L 7 52 

2 26 6 3 263 

l 

3 34 7 3 326 

注） 屋外タンク貯蔵所の（ ）内は、各特別防災区域内に設招されている屋外タンクの平成 6年 4月 1日現在の総数である。

「その他」の内訳は屋内タンク貯蔵所 l施設、地下タンク貯蔵所 2施設で、 いずれも漏洩耳故にはつながっていない。

消防庁鯛ペ
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表32 非常通報設備の設四状況と使用可否状況

二
設 irt ＇）し 業 所 被 災 il i 業 所• 使 Il l の "f 

ホット
無線 NTT 

ホット
無線 NTT IIr iiヒ 一部不

ライン ライン

大阪北迷地 1~: 23 20 3 

堺泉北地 1)(: 38 45 44 1 

尼崎地 lメ 17 1 14 2 

神） i 地区 14 8 6 2 

束 {Ifil杓地区 12 l6 15 1 

姫路 l臨海地区 8 3 22 22 

1）i: 月は 地 区 1 1 l 1 

介 i 1’ 21 42 138 ， 122 ， 
注） 使用の可否はNTTについての集計であるが、一部不能とは優先回線以外がかかりにくかった場合などである。

消防庁調ペ

表33 構内迫路の被害状況

不,., 

不能

1 

6 

7 

二
構l)、J辺路の状況 敗，1：状況（筒JiJi・) 蔽人・ 被 ',1;:

被 災

舗装 一部舗装 舗装なし ,1,菜Jりt 段必・； 亀 裂 液状化
段淡 (ll. 裂 液状化

(cm) (cm) (m) 

大阪北港地区 14 ， 5 7 14 3 50 3 55 

堺泉 北 地 区 34 l l 8 17 3 6 15 5 2 

1ビ崎地 区 15 2 11 38• 129• 3 60 40 

神） ；地区 8 5 l 13 114 • 287・ ， 130 80 150拿

束 播 l衿 地 1区 13 3 5 1 38 20 15 

姫路臨海地 IX: 16 6 

1）i； 穂 J也 ll l 

合 ,t i • 101 36 l 42 l 77 • 1171・ 21 

注） 1 最大被害は、段差等の被害箇所のうち最大規模のものを示す。 また、同桐の「液状化」は、液状化により車両が走行

不能になった部分の距離を示す。

2 被害状況勒の＊印は、段差等の被害が多数であり、計上不能な事業所を含んでいる。 したがって、同憫については実

際はもっと多くの箇所で被宙が発生していることになる。

消防庁駒ペ

表34 地震発生時の設備の稼動状況及び対応状況

こ 稼 動 状 況 設 iiii iダ・ 11・. 
’li業所 稼射J邪紺続

稼仙l|l 起似J1|I 倅JK I I I 自 !f;JJ 手 肘J その他

大阪北迷地区 23 7 2 14 3 8 

゜堺泉北地 Ix~ 45 23 1 23 l l 16 4 

Iビ崎地区 17 10 2 6 6 10 

゜神）; J也 lX: l 4 6 8 4 4 

゜束播 l料地 IK 16 11 2 3 4 7 4 

姫路臨海地区 22 16 1 5 6 8 l 6 

赤枇地 l.)(: I 1 1 1 

介 JI・ 138 711 ， 59 34 53 l 15 

注） 一のiJi業所内に複数の設備があって、稼動状況及び停止方法が異なった場合には、別々に計上しているので、合計すると

事菜所数よ りも多くなっている場合がある。

消防庁馴ペ
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の運転を継続すれば危険物、高）王ガスが1り'tI，Ji．漏

洩して大変な災害を引き起こす可能性がある。し

かし、 イ序止する楊合には反応が一時的に不安定に

なるため、細心の注訟を払って倅止操作を行う必

要がある。今回の地誕でも、緊急停止したことに

よってフレアスタックからかなりの炎と燿が出た

ため、近所の住民が消防署へ通報したケースがあ

った。このように、緊急倅止にはリスクが伴うた

め所定の安全点検をし、被害のないことを確認し

た後、運転を継続した事業所も多い。

5 消防施設等の被害状況

(1) 消防庁舎

消防庁舎の被宜は、神戸市で大きく、中央区の

生田消防署、 1年合消防署、水上消防署は大きな打

第 J3,‘t 破どの概要

_ 止-----—

撃を受けた。生田消防署は共同住宅との複合用途 防災拠点の灘消防署の被害状況

建物であり 、 1 ~ 3階までが梢防署、 4 -12階ま

でが一般住居であり 、地設によ ってコンクリート

柱や耐力壁に亀裂が生じ、倒壊の危険があるため

使用不能となった。薯貝は栄梢防出張所へ緊急移

転し、業務に当たった。 1年合梢防署は望楼が崩壊

し、大きなコンクリートの塊となって落下した。

また、コンク リート柱や梁に亀裂があり、倒壊の

危険があったため使用不能となった。柑員は大阪

ガス兵J車供給部の施設を1背り 、業務に当たった。

液状化現象で甚大な被害を受けたポートアイラ

ンドにある水上消防料は、車hltと堺前地盤の境か

ら2mほどの沿jさで泥水がlり（・出し、庁舎は泥水に

埋まった。それに伴い庁舎が30cmほど地盤沈下し、

傾斜した。余裟に伴う到壊の危険性があるため、

パスを借り上げ、職具の待機楊所とした。

束灘消防瑞脊木消防出張所も大きな被害を受け

使tll不能となったため、束灘消防教に移転した。

その束灘消防楷も墜体の亀裂 ・離脱、地盤沈下の

被害があったが、業務を継線することは可能であ

った。 灘消防料・では望楼が倒壊寸iiりの危険な状況

であったが、庁舎自体は使用不能には至らず、緞

続して業務に当たることができた。

市役所庁舎に附かれている空名Iill室は、激しい揺

れのためOA機器が落下したり、ガス尖が源って

くるなど混乱をきたした。

設源地である淡路，％の淡路広域‘il!j防事務糾合il1i

防本部では幸い、本部、分戦、出張所の各庁舎に

被出はなかった。

激しい揺れを受けた各庁舎は、例外なくロッカ

ーや瞥架は倒れ、棚のものは落ち、ガラスのI~支片

がいたるところに散乱し、 室内は足の踏み場もな

いほどの状況であった。

(2) 消防車両等

今但lの地設は緊急移転を余儀なくされた柑i防庁

舎もあったほど大規板な被曹をもたらしたが、幸

ぃ汁ii坊車両の被杏は少なかった。しかし、 Ilt/求に

駐車してあったil]防車両が強い揺れによ って前後

左右に移動し、他の中両にぷつかったり、庁舎墜
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l(liに接触したリ、あるいは棚から機材やホース節

の落下により軽いながらもすji1紡が認．められた車両

も多い。

神戸市では約30台ほどの車両が、そうした原因

で被むを受けている。求灘梢防判・がまとめた戦l}、1

のil'i防車両等の被害状況によると、車両は 8台18

カ所の4li傷。沢機材は発屯機等 8品蔽損した。

ilり防活ill)]中に発生した車両トラプルについては、

瓦礫が散乱する現場での梢防活動が長時11¥Jに及ん

だため、クラッチ、プレーキ、タイヤ、パッテリ

ーなどを損傷した車両が多く 出た。特に臨湘部で

は液状化現象によ って1り（出した泥の影靱で、屯装

配線の絶緑不良が発生し、車両採作に1旅害が生じ

かヽ0

-1|-i．両整備するにしても被災地では交換する部品

が調逹できず、派逍都市からのIIli張修理に依存し

なければならない状況であった。なんとか近郊で

調逹しても被災地に入ると交辿事梢が悪く、 i't雨

なII、lj:1/¥jを浪骰しなければならないという悪循炭で

あった。 また、燃料切れのため灯油で代）ー11したケ

ースも多数ある。その調述のためにもii'i防職且及

びilり防付11.1がイ逗しなければならなかった。

(3) 消防水利

神戸市内のil'i防水利は、総数 2万8,299施設が設

祁，'.されている。そのうち、公設・iiり火栓が2万3,595

カ所、防火水槽が1,303基である。防火水槽のう

ち、公設は968基が設附されており 、また、設災対

策JTjとしてlOOtの耐姦性防火水梢と可搬式ポンプ

をセ ットで37碁を整価してある。このほか耐姦性

防火水槽が単独で629基設附されている。

しかし、今1.!.!.1の激しい揺れによ って、これらの

il'i防水利は大きなダメージを受けた。特に消火枠

はほとんど使）Il不能となった。激しい揺れによ っ

て水道f?：がill1紡したため、断水、滅1モが牛じてし

まったのである。防火水槽も、耐哀性以外は一部

躯体、あるいは採水管が4111坊し、滅水、 ll}如],不能
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に陥った。

神戸市は不足する水利をプール、河川、海水な

どでh|iった。区l(lifi'tの 3％を焼失した長田区では、

梢火が長時間に及んだため防火水槽を使い果たし、

人・容批のプールから水を取ったり、 こ上のうで堰止

めた河川からポンプ車で直接吸水したり、あるい

は小型動カポンプを川版に降ろして吸水した。

一方、海からは長III港に接岸した消防艇と海岸

に部柑した他・MIITITilり防隊で長距離中継し、火災現

場まで水を送った。

尼崎市の削防水利は、公設消火栓4,834カ所（上

水道4,792カ所、工業用水42カ所）、防火水梢は公

設185基（耐姦48基）、指定水利261基（耐姦180基）

の社446基を有している。I坊火水槽のなかには飲料

水兼用lOOti耐姦ll）j火水槽 2基をはじめ、 30基の100

tiii寸裟防火水梢が含まれている。同市でも消火栓は

断水のため使用不能であった。防火水槽は公設防

火水槽でilii水と思われる滅水が3基。盗及ぴ盗枠

のコンクリー トに若干の破損があったものが3基

認められ、指定水利の防火水柏は、漏水と息われ

る滅水が2基、指定水利のプールが 1カ所破損 し、

使川不能となった。このため、被轡のなかった1Uj

火水梢をはじめ火災現場から辿いプール、河川筈

使）TlIII能なあらゆる水利を活Jflした。

西炉；TI-iのil'i防水利は消火栓3,826カ所、防火水梢

927基(lOOt防火水梢13基、うち耐姦構造12基）、 JIS

戸51カ所、プール88カ所、受水柏36基、マンホー

ル 1カ所である。このうち消火栓は一部地域を除

き、地哀発生とlfi]II寺に断水のため使用不能になっ

た。防火水梢は27基が水槽躯体の漏水、地盤沈下

による盗l汗II月の破捐筈の被古を受けた。同市では

不足する水利を防火水槽、井戸、プール、受水梢、

配水池、河川、側溝など、ありとあらゆるところ

から取水している。また、水を堰止めるために土

のうだけでなく 、ピニールシートを使い、さ らに

倒壊家届の瓦礫すら使rnした。

芦届市では消火栓780カ所、 II庁水柏60基、プール



消防用設備等への打撃も大きかった

2カ所を有しているが、消火栓は全市域で使川不

能となった。 後刻調究で貯水柏 1基、井戸 2カ所

も使川不能だったことが判明 した。 したがって汁i

防水利として、採水日付受水槽、河川、井戸、プ

ールなどに頻った。芦柑Tl-iは、水鉗．は乏しいが河

)Il堰止水源が一番頻れた水利であったと報告して

いる。

11 ’11•市のilり防水利は公設消火栓3,010カ所、防火

水槽は公設120基（耐哀14基）、指定水利208基 (ifi寸

哀25基）の計328基である。地浜により防火水槽 l

基（指定水利、耐姦60t水槽）が破illした。 ilり火栓

第 1罪被‘占の概要

による火災は 2件発生しただけで、

うち 1件は事後III知火災（プロパ

ンガスの漏洩 ・爆発）であったこ

とが幸いした。唯一、 i`肖火活動を

行った火災（北淡町）では、現場

から約300m離れた 2基の防火水

槽と約450111閲Iiiれた河川から吸水

して消火に当たった。

このように、消防隊が極めて厳

しい条件下で水利を求めていくな

か、消防水利としてプールの水が、

消火活動に使川された例は多数み

うけられたが、アクアクリエイシ

ョン研究所では、今lilの大該災で被唐の大きかっ

た神戸 ・阪神地域にあるプールの被沓状況を調査

した。その結呆は、表35のとおりである。これに

よると澗究件数115件のうち補修を要するほどの

被宵を受けたプールは21件であり 、そのなかでプ

ールの材烈別にみると、コンクリー ト製プールの

被害が151牛と他の材例よりも多いことがわかる。

同研究所は、災杏時にtt重な水を大拙に確保でき

るプールの耐滋性も考）、他する必要があると報告し

ている。

は断水のため使用不能であり、 lfilTIi消防は防火水 表35 プール被害状況（材質別） (I | t位： 111―-）

槽とABC粉末il'i火器でil'！火活動を実施した。

宝塚市は公設梢火栓2,777カ所、防火水槽453基

（公設335基、私設118基）、その他の水利として私

設水槽9基、受水槽18基、プール 7カ所を有して

いる。地姦発生から当 1713時17分までに 4件の火

災が発生し、うち 2件が炎上火災だったが、地姦

による浙水で消火栓は使用不能であり、辿距離の

防火水槽及ぴため池を使川し、 中継送水して・ilり火

活動を実施した。

淡路地域の梢防水利は公設il'j火栓2,656カ所、公

設防火水梢162基である。被雹の大きかった北部地

域では消火栓は1史）『I不能になった。しかし、地謀

材 質 被祁なし
被祁小 被,1r-大

閥m1・-数
（捕移心痰） (Mtl必要）

ステンレス製フール
16 

゜゜
16 

(SUS) 

ステンレスタイルlltiプー
25 3 

゜
28 

ル(ST)

鉗板プール（鉗板） 11 2 2 15 

アルミ製プール(AL) 14 3 1 18 

コンクリート製フ＇ール
7 

(RC) 
2 15 24 

FRP製プール(FRP) ， 2 3 14 

＾ 11 

~I· 82 12 21 115 

出典 ：「阪神 ・淡路大震災によるプール被害状況鯛査報告
書」僻アクアクリエイション研究所
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(4) 消防通信施設

神戸rIiiiり防局管制室でも通信 ・事務機器が転

倒 ・落下した。地設発生直後から118回線ある119

番の約信表示板が一斉に点灯するほど多数の通報

があり、混乱をきたした。他の市町も同様の事態

が生じた。

受信した119番通報の半数近くが無音という視

象も起こった。これは後にNTTの調ぺで119番通

報の伝送装附のI協古であることが判明した。

今l!!l、消防無線の輻眩も •IW報交換に混乱をきた

す一因となった。iiり防無線の周波数は、近隣都市

とのIBJで混信がないよう',IiIlり当てられているが、

被災地では全国からの応援を得たため、全国波、

県内波、 il'i防波、救急波の各波ともilも信してしま

う結呆となった。

兵l庫県庁では、 地姦発牛直後から兵IIlt衛址辿信

ネットワークが一時不通になったが、 17日12時 5

分に釦Hした。 また、兵J卓県と梢防庁を結ぶ防災

行政無線も通信不能に陥ったが、こ ちらは171」19

時に1以1Hした。その他、 NTT網が混乱 し一般加人

氾話は匝l線輻勝のため発信がほとんどできず、県

庁の大代表番号も杓信は極めて困難な状況だった。

また、神戸市内の火災発生を2411;’f|iil監視するた

め、 5カ所に設附した火災監祝カメラが、地炭発

生と同Il寺に機能しなくなった。原因は設栢：してい

るピルが倅屯し、非常JTJ',l源が供給されたにもか

かわらず、カメラ制御が管ilill至からの述隔採作で

あるため、自動立」ー●がり装i社が作動しなかったた

めである。 7時27分に似旧したときには市街地で

このシステムは耐媒設計（設炭 6に設定）で整備

された管制室（神戸市役所3号館 2階）に設附さ

れ、指令系機能 ・ •Ifi報管理系機能 ・地1送l系機能を

備えたものである。倅屯ll寺にはパックアップ屯源

として、庁舎 2号館のエネルギーセンターの発屯

装附及ぴシステムの非常用発屯装附、苦屯池の 3

重のフェイルセーフ ・システムがとられている。

今回は、地姦発生とともに商用屯源が1序・止 した

ため、防災情報システムの非常J1」発屯装附が起動

した。 しかし、断水により冷却水が供給されなか

ったため、発屯装骰は 6II寺過ぎに1卒・」|：してしま っ

た。それに代わって苦屯池からの給屯が始ま った

が、 2時間後にエネルギーセンターの発屯装附か

ら給屯が開始されたため、防災梢報システムに彩

牌はなかった。

6 供給・処理ライフライ ン施設の被害

状況

1|iLと生活や肱業活動等を支える水追、池気、ガ

スのライフライン施設やIW報 ・交通などにも甚大

な被沓が及んだ。被災地は地姦発生直後から断水

約129万IIJ:・悶、 1沖砥約260万戸、都市ガス供給停止

が約86万戸、池話は約29)j|且l線が不通という非常

に切迫した状況に陥リ、 完全に•MII市機能は麻加し

た。こうしたライフライン施設の被密は市民1-|：活

はもとよリ、産業活動においても長期にわたリ深

刻な彩牌をもたらした。

25カ所の火災が進行していた。 (1) 上水道施設・下水道施設

被災地の各消防辿信施設は、各所とも激しい揺 水逍については地姦直後、兵庫県、大阪／i：f節の

れで、施設の不作値）や至l)..]の辿信 ・事務機器が転 9)府県68市町村の水道事業及ぴ3水道供給事業の

倒 ・転落して使用不能となった。 水道施設が被省を受けた。

このうち兵）ili県内では127ブj世僻でl廊l（し、翌[I

(5) 非常電源設備 に復Inした地域を除くと、被詢は 9市511|［に及ん

神戸市消防局は、1994年（平成 6年） 12月51」 だ。9日たった 1月26日でも61ブj8,000戸、 201」後

から防災liり報システムで部隊述）llを行っていた。 の 2月6|］ でなお31万3,000戸で断水が続いた。
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にわたった。JI:「水施設では西宮市のニテコJl'i'水池

の堰堤が破損し｝J阻炭寸iiりになるなど、 4 Tl'i 1町の

9施設で被古があった。LL又水施設では］u.1．1巷市の収

水日が士砂jl)iれで1I又水不能になったほか、 5カ所

で被科が生じた。浄水場については大きな机壊こ

そなかったものの、 9事業10カ所で構造物、設侃i

等の損壊があ リ、 一ll!f的に機能f-¥"•」|：とな った。 ま

た、 6市11カ所の配水池も被‘古を受けた。その他

にボンプ、＇心 気、計装などの設備も11l傷 した。

特に被街が甚大であったのは、配水符や禅水管

などの管．：路であった。

被災地域の配水管は、神戸市で90%、西',,c2;,1jで

64％がダクタイル鋳鉄管となっており、耐姦化は

辿められていた。 しかし、継手の大部分は抜け1,1i

し1{｝i」1-．のス トッパーを持たないタイプ (A型、K

型）であり、ストッパー付の耐設継手 (S型、 S

II型）は、埋立地を中心に神戸市で5%、西'g,•TII

で3％の秤及にとどま っていた。ダクタイル鋳鉄

符のA型、 K型継手の翡Itllliによるihi水が多数発生

した。これらは1ll市街地で多数発生しているが、

地炭伯）の激しさとそれに伴う地盤変状が1具l与して

いると考えられている。

また、 神戸市水道の緊急遮断システムについて

は、今回の姦災で完全ではなかったが、碁本的に

は緊急遮断弁の布効性が確認できたとしている。

神）―iT|iの111市街地、埋立地は六II'I I」系の斜而」こに

束西に配列された配水池から水が引かれている。

この配水池は 2つの配水柏を持つ 二池式であり 、

そのうち21カ所では配水槽の 1つに、感知 した地

姦動と水の流出の状況から自動的に作動する緊急

遮断弁が1ii/iえられている。今回の地姦では18カ所

の緊急遮l祈弁が作動し、約 3万 tの水が確保でき、

応急給水の水源として役立った。 もう 一方の緊急

遮断弁を持たない配水槽からは水が流れ続け、 漏

水が漱しかったことと、水源からの送水が一II寺(I/;-J

にストップしたことで、辿いものでは 1時澗、遅

第］ 1笠 賊，1位の概要

いものでも 8111fI!ilですべての水が配水槽から失わ

れた。地姦直後から発生した火災にilり火栓では対

応できないという事態が生じてしま ったのは、こ

のことが大きなl原因であった。

また、工業川水道については神戸市、西宮市等

を中心にして 3府県 8事業において被害が発生し、

誠•大ll寺で251社の受水企業が1祈水とな っ た。

下水道については、 下水処理場はその性格」こ、

下流域に附かれることが多く、神戸市では埋立地

に多くの施設が位附している。地姦直後、西部処

理場は長田区Iti駒栄町のi1訊岸際に位附しているた

め、 施設内の配笠に亀裂 ・破断が生じ 2系統のう

ち 1 系統が機能1•序止した。 また、市最大の処理能

力を持つ(22万5,000m'/I—l ) 束灘処理場は、東灘区

魚崎浜町の人工島に位附し、 2系統とも機能伶」1：：

した。どちらも液状化視象によ る大批のIIl't砂が認

められた場所であリ、陥没 ・沈下等の彩牌で配笠

に被宜が生じた。神戸市では 6カ所の処理楊が被

密を受け、汚水処理能力の 4割が1llなわれた。

施設の被密は汚水管、雨水幹線でマンホールの

卦i常810カ所、路而の執！常327カ所、符梨の破捐133

カ所、土砂の流人45カ所、その他の原因で54カ所

の択常が認められた。また、 魚111奇ポンプ場をはじ

め 6ポンプ場が破損した。

(2) 電力供給施設

地媒発生直後、兵即県及ぴ大阪府の一部で約283

万kwの屯力が送屯ィ＜能に陥った。これは約260万粁

分に相当する追力であ った (I具li桐心力発表）。

この付龍の原因については関西屯力管内全体で

約1,200万kwの負荷推移していたところに、 511寺46

分の地震発生により 一学に約300万kwの曲要滅少

となった。この急激な変化により、約10機の火力

発磁機がトリ ップして機能4序止したため瞬1ill(lく）に

は260万軒が件辿したが、系統切替えによリ、 7時

30分までに件＇．’,じ 中の研j.JT]家数は被災地を中心とす

る100万軒に限定された。
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なお、伶虚エリアの変化は12<1 図21 供給支陪エリアの時間推移（一部倅砲エリアを含む）

21のとおりである。

火力発•1尉所の主要屯気T．作物

や変屯所及ぴ送危 ・配・1一訊設(li1iに

甚大な被杏が出た。1対西屯力の

発表によれは発地所は尼崎、大

阪を中心に10カ所20台に及んだ

という 。

主要設備に致命的な被害はな

かったものの、被沓を受けた発

屯所の 1つ、束灘ガスターピン

発池所は構内全般に地盤沈下が

生じ、また、機器の基礎が不等

沈下するなどの被害が出た。こ

のため同発屯所は復lnするのに

平成 8年6月ごろまでかかる予

定である。送変屯設備は新神戸

変心所の屯カコンデンサーの倒

壊をはじめ、東灘線専l廿橋の倒

壊、北神線73鉄路の傾斜など甚

大な被害を受けた。 さらに配屯

設fiiiにも多くの被布が生じ、屯

柱の折柏 (1万1,289カ所）と、

それに伴う屯線の1折線、あるい

は火災による焼損 (7,760カ）祈）

もあった。また、光ケープル、

メタルケープルの断線 ・焼損の

被害もあった。1如西屯力のすぺ

ての設備被害状況は、表36のと

おりである。
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1月18日

8時

現在

1月21日

9時

現在

1月23日

9時

現在

出典： 「阪神 ・淡路大震災復旧記録」 関西電力聡

1万本以上の砲柱が損偽した

停電軒数約40万軒

停電軒数約5万軒

停電軒数約2千軒
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表36 設備被害状況総括表

被 古： 数

設 備 1li. 1 1・f. キ．災泣気

［作物のijl1~j
注） 1その他彼，If ＾ II 

, i | ・ 

りt 屯 IiJt 箇 所 5 5 10 
発・1じ設fJi1，i

l)..)訳ポイラー（ガスターピン） ユニッ ト 8 l2 20 

変 屯 所 箇 所 17 33 50 

変 圧 悩
4 23 29 52 11 

し ゃ 断 器 台 ， 1 10 

,,t)JIllコンデンサ 台（群） 4 4 

変心設備
内 分路リアク ト ル 台 5 5 

断 路 器 台 41 41 

訳 避 il_`i 器 台 15 15 

母 線 箇 所 7 7 

建 物 箇 所 15 15 

中性点接地装iiiはか 台 32 32 

線 路 線 路 11 12 ti:-） 2 23 

架
屯 線 径 I li l 3 3 

内 • x 1・ 持 物 基 11 ， 20 

空 訳 が し、 し 碁 3 36 39 

敷 地 ほ か 式 I 1 

1H泳.1 路 線 路 3 99 注） 2 102 
送・;じ設iliii

ケ プ Iレ 条 20 385 405 

タI‘I: 路 径 I : : l 212 212 
地

内 人 4• L 箇 1 i}i・ 268 268 

1 | I ',’i-)1!橋 ・橋梁添架 箇 /iJt 14 111 

，沢 終 端 >}J9 < 9 台 箇 l iJi・ 4 4 

給 iI I I 装 j;'( 筒 所 2 2 

そ の 他 式 l 1 

線 路 1111 線 (11) 649 (11) 64 9 

・,じ 線 径 I i i l (1) 7.760 (1) 7. 760 

架 -x 1-• 持 物 基 11.289 11. 289 

注） 3
内

空 が し、 し J、し (1) (1) 

配・1じ設備 変 l 1 • .. 器 台 5.346 5,346 

訳
地 ケ プ Jレ 条 (11) 185 l. 9l3 01) 2.098 

がLIへ： 路 径 11¥l (9) 437 (9) 437 

中 人 i'L 箇 所 2911 294 

通 信線 l可 線 l!!l わし(k I 76 76 
辿{,i・設備

内訳 iiii伯 ケー プル 径 I i i l 171 171 

注） 1 主要砲気工作物の軽微な被害及び主要砲気工作物以外の被雹。

2 架空送篭線路23線路、地中送笥線路102線路の内架空・地中併用線路が6線路あるため被宙のあった送霞線路は、 119
線路である。

3 配霞設備の（ ）は、特別高圧配砲線路分別掲。

出典 ：「消防研條」1995年第58号消防大学校
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(3) ガス供給施設

都市ガスについては、被災地にガスを供給して

いる大阪ガスは、通常のガス供給エリアを 8つの

スーパープロックに分け、さらにそれを55のミド

ルプロックに分割している。地災発生約 611!f|lil後

の 1月171::111時50分ごろに 5つのミドルプロック

の約85万戸でガス供給を付」I：する謡思決定が行わ

れたことにより、 12時から図22のように神戸市の

束i難区、 i難区、 中央区、兵）車区、長111区全域と須

脱区の一部、芦／差市の一部地域で供給を付・止し、

さらに当 IJ2111寺には神戸市の他の地域や阪神地域

で、合計84Jj5,000戸の供給を4?」|→．した。

ガス供給設(/iiiは、製辿工場、供給川ガス袢茫'，¥

蒋利tI11ガスホルダーなどからなり、大阪ガスは大

阪・泉北製造所と姫路製造所の 2カ所でLNG（液

化天然ガス）を原料として・M!lrliガスを製造してい

るが、両施設とも被料はなかった。また、 神戸市

にある存濯t}11ガスホルダーも無被専であった。 も

っばら被杏は供給）flガス禅笠に集中した。

なお、ガス禅管は次の 4種からなっている。

●泣jJモ禅符（圧力lOkg/cm'以」て）

●1|I)｛禅管A (I匂） 3kg/cm'以」→．）

● I-|Il王im岱B (I王力 1kg/cm'以上）

●低圧i牛花 （圧力0.2-0.3kg/cm')

このうち溶接鋼竹からなる硲｝白炉府は無被省。

中）王砕管は軽徴な被唐にとどま った。被雹の大半

は家涎に供給する低圧袢管で生じたもので、主に

ネジ鋼管 (30%）が破壊した。

LPガスについては、兵）車県内で使用している家

涯は約68万戸あり、表37のように被災地では23万

5,800戸が使用していた。地震による家屋の全半壊

及ぴ傾斜節で安全点検が必要となった家庭は16万

2,700戸に及んだ。
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図22 ガス供給停止地区（行政区別）

;.、 ‘’ヽ． ，．ー.-'ヽ
＼ ＼猪名川町・・̀•一・ー・一，

9, 9,．"． ，‘・ .-•—· i'豊能町｝
.-•鼻••

•一・＼．．、ー・ー・-,.9 .、 •`‘ -• l I匝市 i iヽ •I•I
- ·-•一・い鑓•`-． 'ヽi-.‘・

ヽ•-·
、 i -•I. ，:'癖
・ー・ー．' 、、:-•ー・ヽ．ー・ー・門撃‘→•-•-•一―

！市 •, •一・一・
．i:、盤中市

．、酷諏尼崎市f.-・-
．．：竺←—•バ叩巴．． ~ I ・ヽ～・＿．

西区 ...!••• ...... •: 

,•····．瀕臨五Iv r I~ 

-•一・ー・＿． 市境
．．．．．．．．．．．．区境

出典： 「がす燈」1995年 震災特別号 大阪ガス社内報

表37 LPガス消既者安全点検進捗状況

（平成 7年 lJ-12811.l'JMI:．） 

支部 rli li | I 名
全il'itt 要．点検 .'.'f,検済％
者1；数 戸 数 見込み

fJfJ'J-Tli、)l l 1"i f l i 

北摂支部 ＇ニji.ナ緑 I『、 i)り •:i-;Tli-•音l! 31,000 31,000 100% 
尼崎1|i、川辺Illi

尼崎Ili

阪神支部 ilり宮市 7,900 7.600 99% 

J!サ./j打l.j

神I；支部 神） ;iii（北区、亜Ik 12,400 lJ. 400 97% 

区、西区除く）

神戸市北Ii、三111"1

摂）＇t支部 西1;_,;l| i -it1 i 60,700 25.600 100% 

多紀1!lkikl消II

神戸市垂水区、西！メ

11/I -ii支部 IIJjイi市 65,100 38.100 97% 

洲本市

淡路支部 i|t名l!1i 58.700 、19.000 98% 

三9l訊II

If I• 235.800 162.700 98% 

出典 ：「兵廂県南部地震状況報告」兵廊県プロバンガス協会



7 情報関連施設の被害状況

(1) 通信施設

氾話回線については神戸、大阪を中心に大混乱

に陥った。交換設備の被害は、神戸地域における

NTTの 7台の交換機が稼動不能に陥ったため、

144））回線のうち20％に当たる28万5,000回線が不

通になった。これは地姦によって伴屯が長時間に

わたったため、パックアップパッテリーの屯源切

れが生じたものである。

加入者設備については、通信ケープルが家屋の

倒壊・焼失、屯柱の倒壊・傾斜によ って約19万3,000

本の1)11入者屯話に1卯害が発生した。役旧は家屋倒

壊を除けば 1月末までに完了した。一方、中継伝

送路のI!i'訂害については、主な所ではNTTの大阪

～神戸大14卜111}l、大阪淡路～広，島仁保lifl、神戸大11f-l

～姫路IMI、大阪淡路～神戸大14f•I I 彫i]の長距離伝送 4

区間でlり？害が発生したほか、日本テレコムの大阪

～西点1i・il、日本硲辿通信の大阪～岡ILI|lilに1｛収杏が

発生した。

こうした非常事態に拍車をかけたのが地姦発生

泊後から被災地に池話が殺到したことである。そ

れは通常ピーク時の50倍という哨副湊ぶりであった。

翌18日には滅少したが、それでも通常の20倍とい

う輻勝を記録したため、 NTTでは通話件数を95

各地で仮設霞話が設四された

第 1衆被・J：の概要

％カットする規制を実施した。通話のかかりにく

い状態が哀災後3日1ii]ほど続き、消防、皆察、行

政節の災苫対策関係機関においても災害I消報の収

集や辿絡等、多大な支隙をきたした。

また、被災者のために車載式の衛星通信設備を

用いて無料泣話カウンターを開設した。

パソコン通信のニフティ社では、姦災当 El13時

にl~H,11寺メニューで地姦に関する梢報を開設し、同

l=l地姦1胄報拍示板を「教えてください」「被害・交

通i•Ifi荊仕」に分割した。 また、 1月19日12時から地

裟梢報コーナーをトップメニューに移動し、掲示

板は合計16個にのぽった。さらに義援金の受付や

ポランティアフォーラム、公的機1刻等のお知らせ

を掲示した。アクセス数は、 ピークII寺で15万回に

逹した。

(2) 放送施設

阪神地区の放送庁舎のなかには虹の崩落、倅屯

等、甚大な被害を受けた局もあったが、いずれも

放送機材に被害は少なく、地姦発生直後から地姦

梢報を放送した。神戸市にあるラジオ局「A M神

戸」「KissFM」の 2局は地姦発生とともに停心

し、自家発心に切り替わるまでの20~30秒1iil、放

送が中断した。特にAM神戸は壁の崩落、亀裂が漱

しいため、 l~l辿ピJレに緊急避難して放送を継続し

た。また、 CATV局では伝送路の切断、あるいは

焼失により阪神地区の約2,600施設中、約1,700施

設に被雹があった。

各局の放送内容は、いずれも災苫報追として被

害情報、安否情報、 生活梢報など被災者が必要と

する梢報を提供しつづけた。

(3) 報道関係施設

神戸市三 1,幻こある神戸新聞社ビルは、倒壊は免

れたものの壁の崩落、亀裂が激しく、またコンピ

ュータ編集システムが机壊したため新Iltl発行が不

可能になった。このため同社は災害時に相互援JJJJ
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協定を結んでいる京都新聞社の協力を得るととも

に、ハーパーランドに建設中の新社屋に拠点を移

し、地誕当日の夕刊も休むことなく発行した。

新聞各紙は、被害や安否梢報をはじめ被災者の

ための生活梢報を特集して辿載しつづけ、被災者

のi'i:誼な梢報源となった。

8 交通関係施設等の被害状況

(1) 道路

道路の被害は姦度 7の激哀を受けた神戸市、西

宮市に集中し、高辿道路等の高架梱造物の浴下と

いう高規格道路の被雹が目立った。被雹状況は、

区123のとおりである。

阪神高辿道路神戸線では、 神戸市束灘区深江地

区においてピルツ工法により設計された区間約

500mにわたリ 高架橋が北側に転倒 ・倒壊した。i',：:j

辿道路は絶対に壊れないという 「安全神話」が無

残に崩れ去る象徴的な被宮であった。神戸線では

この事例を含め、西常甲子園地区から束灘区にか

けて 6カ所で落栢、倒壊があった。また、落橋、

倒壊には至らないが橋脚が大きく 4111蒻したり 、桁

が支承から外れている箇所があるため、全1（Ii通行

不能となった。また、濡岸線ではi虹白浜で橋桁が

落下し、こ ちらも全線通行不能となった。

中国縦1’I自動車道では宝塚市で橋脚が座屈し、

西幽市では lmほどの路f(1i段差が生じた。このた

め吹田と吉川間が通行不能となったが、 1月27EI

に10日ぷりに全線1}f-l通した。名神盆辿逍路では西

向スタジアム付近で橋脚の座／団が5カ所、橋脚の

尖断破壊が 1カ所認められた。

一般道路については、阪神高辿神戸線の高架下

を走る国道43号線が神戸線の落橋、 ffIl壊した場所

で直接彩靱を受けた。そのため大規模な被杏箇所

では上下線ともj凪行止めになった。また、国道 2

号線をまたぐ岩I至高架橋（神戸市中央区）がffll壊

した。そのほか、クラ ックや段差、路Viiの陥没な

ど局地(lりに大きな被‘古があった。国追 2」サ線もク

図23 兵庫県南部地震における高速道路の構造物の主な損傷箇所

国道

ー 店述辺路

鉄辺

出典 ：「阪神大震災震害調査緊急報告会貸料」(t.t)土木学会
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「安全神話」は無残にも崩れ去った

ラッ クや段差、路I面の陥没が生じたが、被＇善は比

校(I勺軽微であった。しかし、神戸線の橋脚損傷に

より波止場地区（神戸市中央区）、浜手パイ パス（ITII

区）で通行止めになったはか、ポートライナーの

橋桁が落下したため新聞会飴前（同区）が通行」t

めになった。

なお、主要道路の不通区間は、 1月19n現在、

朝LI新側社調ぺでは次のとおりである。

阪神詞辿11路線、第 2神明全線、名神高速（西

宮～1次lfl)、中国自動車道（吉川～吹田）。 また、

緊急輸送路のため次の区間は通行止めであった。

名神 (I次田～京都南）、近畿 (I次1」]～東大阪）、 111

勘（上リ ・備前～姫路束）及ぴ国道 2号線の一部。

現地調究をした（柑土木学会道路グループは、今

回の姦災で鉄筋コンクリート (RC)造橋脚に被害

がH立った理ll」として「被古があ ったそれらのRC

第 13花被iBの概要

橋脚はいずれもじん性に対する照杏を行わない平

成 2年以前の設計基準で設計されたものであった

こと。 じん性を配廊した新しい基準で設計された

RC橋脚（阪神高速砲岸線）では被害がほとんど出

ておらず、今回のような強姦動にも耐えうること

を示している」ことを挙げている。

(2)橋梁

ボートアイランドや六甲アイランドの人工島を

はじめ神戸市のI臨海部には埋立地が多く、本土と

恥を結ぶ橋梁に被‘告が多く 出た。（ネ_1)土木学会の調

杏によると 、被害のあった橋梁は表38のとおりで

ある。

同会は被雹の共通点として護岸の移動に引きず

られる形で橋梁基礎が移動したことを挙げ、次の

ように報告している。

梢造物（橋梁）基礎の位骰する埋立地では、

ほとんどの護岸が海側に移動するとともに沈下

している。

U 護岸の崩壊のため、護岸背面の地槃に蒋しい

変状が生じ、 ll{,'：には陥没が生じている。

111 地盤変状は、 一般に、護岸から30~40m程度の

範l)Hで、 IIかには70~80m程度の陸域にまで及ん

でおり、ほとんどの場合、護岸に平行に仲ぴる

ひぴ内llれの存在が確認された。

一方、 I司会は橋脚が護岸から20~30m程度しか

腐itれていない場合、橋脚付近の護岸はほかの護岸

に比べて水路側への移動拡が小さくなっていたと

指摘する。

こうした現象について、（ネI•)土木学会は「構造物

基礎によって地盤が水路側へ移動することが妨げ

られたためであると考えられる。このことは、基

礎構澁物から兄れば、構造物基礎は地盤から側方

流動圧を受けたことになり 、地誕時の梢造物基礎

の変形にとってより厳しい条件下に置かれたこと

を応；味している。」 と説明している。

同様に新夙川橋、第二／依耶大橋、神戸大橋など
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表38 調査対象橋梁及び被害状況の一覧

調 杏． 地 );-;1’・、 被 、TI9 ,• 状 況
周辺地盤の 護岸から椅l闘l 周辺跛岸の
液状化 までの距離 崩 壊

西宮港大橋（甲子園浜） 端部に辿結する桁の落下 △ △ △ 

西宮港大柏（西面浜） 支］f'(の破損

゜
△ △ 

新夙）11柏（西宴浜） 支承の破損、橋脚の傾斜 △ 

゜
△ 

新夙）1|橋（芦尻浜） 支承の破損 △ 

゜
△ 

新芦ltUII橋（芦／丑浜） 支承の破損、橋脚の傾斜

゜
X △ 

新戸届｝l|橋（深江浜） △ 海中 。
東神戸大橋＇（深汀．浜） △ 

゜ ゜束神戸大橋（魚崎浜） 支J}くの破損

゜
海中 。

六l―Pアイランド大橋背後の甜架橋
支承の破ill △ 

゜
△ 

（魚崎浜）

六甲アイラン ド大橋背後の硲架橋
支）Kの破損 △ 

゜ ゜
（六RPアイランド）

六II.1人橋秤後のブ、叩ライナー硲架
桁の落下、橋脚の傾斜

゜ ゜ ゜
橋（六甲アイランド）

神戸大橋（神戸迷） 支承の移動、破損 X 

゜ ゜神戸大橋背後の高架橋（神戸沿） 支承の破破損
橋脚の損、沈下、(tIi斜

゜
X 

神戸大橋（ポートアイランド）

゜ ゜ ゜l拌耶大橋（小野浜） 支承の破損、桁の傾斜 ・移動 △ 

゜ ゜第二）約II}大柏（小野浜） 橋脚の破損 △ 

゜ ゜席l[|i-J.:.栢 (I朕l[|；埠頭） 支承の破損、桁の傾斜 ・移動

゜ ゜ ゜第二）株l/ll大橋（）絞llllt~，暉） 橋脚の破損及ぴ移動

゜ ゜ ゜卯第二頭｝）約耶大橋背後の窃架橋 (ift.J[li 橋脚の橋庫I罪i:fり方l句への移動

゜ ゜ ゜灘浜大橋（床l/1>埠頭）
端部における桁の移動、
辿結の破損

゜
ii/j. I I―, 

゜灘浜大橋（灘浜側） 端部における桁の移動

゜
海 I―|―I

゜注） 1 周辺地盤の液状化 ：O→地盤の沈下、 ひび割れ、唄砂の痕跡が顕著、△→噴砂の痕跡がある、X→認められない
2 渡岸から橋脚までの距離 ：O→護岸近傍、△→護岸から30~40mの範囲、 X→護岸から40m以上、海中→海中に位閻して
いる

3 周辺護岸の崩壌 ：O→護岸の移動及び背面の陥没が顕著、△→護岸の移動のみ
出典： 「土木学会阪神大震災震災割査第二次報告会費科」細土木学会

も、この側方流動視象と液状化現象の相乗作用に

よって大きな力が橋脚に働き、そのため被害が生

じたものと考えられる。

(3) 鉄 道

被害を受けた鉄道＇，営業路線は JR東海、JR西日

本、JR貨物、阪急亀鉄、阪神屯気鉄道、神戸危

鉄、神戸高辿鉄迫、神戸新交通、1L消易屯気鉄道等
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の13社に及ぷ。鉄道施設の被害状況は表39、図24

のとおりである。

主な鉄道構造物の被害は、次のとおりである。

コンク リー・ト高架橋の破壊、落橋

n 跨線橋及ぴ跨道橋の破壊、落橋

m 車両碁地（高架橋上）・車両修繕工場の損壊

IV ill岳 トンネルの一部祖傷

v 路盤而の沈下 ・不整



vi 盛土の損1蒻、よう壁の傾斜

VI) 切取り法而の崩壊

viii 俎化柱の倒壊、傾斜

ix ホームの変状

x 駅上屋変状 ・破壊

このなかで特に被害が大きかったのは、

●コンクリート高架橋の破壊、落橋

表39 兵庫県南部地震による鉄道施設の主な被害状況

(JR〕

事業者名 構造物等の主な被寄状況

J R 束 海 • 高架栢柱部損傷

東悔道新幹線 ．椅りょう桁ずれ（山賜新幹線）

J R西日本 ．甜架橋等落橋 8カ所

山楊新幹線 ・高架橋等柱部損傷

・柄りょう桁ずれ

• 六甲トンネルl村墜一部祖傷
．．．．．．囀...............-.・・・-...雫争．．．．．．．幽●幽ー・●卓鴫●●傘．．．．ヽ • .......................

在 米 線 （東海道本線）

• 高架橋破壊、損傷

・駅含破壊、 illi蒻 ・ホームill1g
（山肋本線）

・橋りょう桁ずれ

•よう壁破壊、損傷

・駅舎損傷 ・ホーム損傷

（福知山線）

・ホーム損慟

（車両）

・損壊・損侶 134両

J R 貨物 ．梢桁損傷 ・橋台、橋脚損傷

東海道本線 • よう壁損慟

（車両）

・損壊 ・損傷 24両

〔民鉄）

事業者名 構造物等の主な被害状況

阪怠屯鉄I（神戸線）

・高架橋破壊、 il11蒻
• よう壁破壊、損傷 ・駅含捐傷

（伊丹線）

．窃架橋破壊 ・伊丹駅舎破壊

・ホーム破壊

（宝塚線）

• 高架橋損傷

（今津線）

•こ線橋落下（新幹線、国道）

（甲［品線）

・ホーム損傷 ・駅舎損傷

（車両）

・損壊、損傷 92両

第1蹂被宵の概要

阪神電気鉄道 （阪神本線）

• 高架橋破壊、損傷
．桁裕下8カ所

• 石屋川Ill廊破壊

• よう墜破壊、損壊 ・盛土崩壊

・駅含破壊、損傷

・ホーム破壊、損傷

（車両）

．捐壊、 til1蒻 126両

神 戸 屯鉄 （有馬線）

・切取法面崩壊 ・トンネル損慟

・ホーム損慟

神戸市交通局 （山手線）

・トンネル、駅部中間柱損傷

神戸邸速鉄道 （東西線）

．桁落下 • 高架橋tJ11紡

・大開駅破壊

・トンネル中間柱、側壁損1紡

神 戸 新交通 （ボートアイランド線）

．桁落下、柄脚狽慟 ・駅舎損1蒻
（六甲アイランド線）

．桁落下、栢脚損低 ・駅舎損慟

（車両）

・損壊、すlli蒻 6両

山V訪並気鉄逍 （本線）

・よう墜破壊、il11紡
・橋りょうtj1傷
・トンネル1:|1|iil柱損傷

・駅含illig ・ホームill傷
・トンネル中1iil柱損傷

（車両）

• ifl壊、損慟 18両

大阪市交通局 (1号線）

・高架橋1111幼、桁ずれ

（南浩ポートタウン線）

・橋脚tll1訪
（車両）

．捐壊、損慟 5両

北大阪急行逍 ．窃架橋損1紗 ・トンネルtl11幼
鉄 （車両）

• m壊、損1~j 6両

北神急行地鉄 ・トンネル損慟

出典： 「防災白書J平成7年版 国土庁

●跨線橋及ぴ跨道橋の破壊、落橋

●車両碁地・車両修繕工場の損壊

であった。

新幹線の運休は京都一新大阪間 1日120往復、新

大阪一新神戸間 1日90往復。東海道 ・山賜本線は
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第3編 阪神 ・淡路大裟災の被宮

1日360往復。さらに私鉄各線が運休を余骰なくさ 現在の朝日新聞社調べでは、次のとおりである。

れた。神戸ー大阪間は 1日約43万人、ピーク時は i JR 

1時間当たり 12万人が利用するというこれらの鉄 束海道・山陪新幹線＝京都～姫路

道路線が瞬時に失われてしまった。同時に被災者 束海道 ・山陪本線＝甲子園口～西明石、兵庫～和

は避難する、あるいは買い出しに行く「足」を瑯 田岬

われ、被災生活がさらに困窮したものになった。 福知山線＝塚口～宝塚

運行不能に陥った各路線の不通区間は 1月19日 ii 私鉄

破壊された新幹線高架橋

図24 鉄道施設被害図

Iホーム破損（斬神戸駅）1 

Iトンネル破損 （三宮～斬檜'j!l)1神

Iトンネル破損（三宮駅〉 1 

1高架橋旺（三宮～花隈）

|トンネル破壊（大闘駅）

Iトンネル破損 (.l:沢駅）

とレ破損（斬長1B～上沢）

五（斬神戸～

…竺竺
五斜（兵庫～鷹取）

1高知青磯蠣 （三宮～兵庫）

1橋 稟 甲 （三宮～中

1車両紐（高知貧上）破壌（石●JII)|

出典： 「阪神大震災震害調査緊急報告会資料」 （中止土木学会
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阪神＝甲子園～元町、武庫川線全線

阪急＝神戸線の西宮北口から三宮 ・今津・ 宝塚の

各区間と夙川～甲陪園、塚口～伊丹

神戸新交通＝ポートアイランド線、六甲アイラン

ド線全線

神戸高速鉄道＝三宮～甜速長田

山賜屯気鉄道＝板宿～大蔵谷

甚大な被害をもたらした今回の誕災だが、唯一、

幸いしたのは発生時刻が朝の 5時46分と、早朝で

あったことである。活動している人が少なく 、そ

の点では不幸中の幸いであった。もし、地裳発生

が 1時間でも遅れていたら通勤ラッシュ時と煎な

j架橋破壇（斬大阪～11i檜戸）

j架橋破壊（斬大阪～祈神戸）

i幹線跨線橋落下
,,戸厄檜～甲東Ill)

1駅 部 暉 岬川（叫駅）1

1高知貴酎羹（住官～●）|

1駅部高知輝壌（六甲道） 1

1擁量磁損（冑木～彙●） 1

1橋簗配貴（住官駅．北口駅） 1

1橋稟釈（冑木～御影）1

1高蝉破壌 （冑木～鶴影）



り、さらにひどい事態に陥ったこと は想1象に難く

ない。今回の裳災における鉄道関係の人的被害は、

旅客の死者〇、重傷 5人、軽傷36人。高架下勤務

者及ぴ居住者においては死者3人、重1蒻〇、軽偽

鉄道施設の被害は大きかった

t品

地震発生が早朝であったことで旅客の死者はゼロだった

神戸高速鉄道大開駅付近の真上が陥没した

第1r;c 被害の概要

1人であった。

駅部では特に神戸高速鉄道大開駅の被害が大き

く、開削工法によるトンネル部分が120mにわたり

崩壊した。原因は鉄筋コンクリート造の中柱が圧

壊したため上）竹部も破壊したものだが、このため

真上の一般道路の路面沈下を伴った。このほか神

戸市営地下鉄三宮駅、上沢駅でも補修が必要な中

柱の破損が認められた。

9 港湾・空港施設の被害状況

港湾の被害については兵廊県、大阪府、徳島県

の24港が被災し、神戸港、尼崎 ・西宮 ・芦屋港、

淡路島北淡町の富島港等の24港に埠頭の沈下など

の被害があった。なかでも我が国のコンテナ貨物

の30％を扱う世界第 6位の神戸港は壊滅的な被害

を受けた。先進的な都市空問を誇っていたポート

アイランド、六甲アイランドの人工島は液状化現

象により泥沼と化した。

六甲アイランド、ポートアイランドの埋立てに

使われた砂礫は、海砂や六甲山系の風化花岡岩で

ある。震度 7を記録した今回のような強い揺れに

伴い、アスファルト下のこうした地屈が液状化し、

その圧力によって地表に吹き出す現象は、埋立地

のほとんどで認められた。砂礫はアスフ ァルトの

継ぎ目や建物と地而の境から哄出し、強大な力で

固いアスファルトを押し上げ、 一瞬にして巨大な

瓦礫の山を築いた。砂線の111'［出によ って地盤は沈

下 し、そのために破壊された倉庫も多い。

また、「抜け上がり 」といわれる現象が起こ って

いる。これは建物の周辺の地盤が沈下したため、

それまで地中にあった建物の基礎部分が認見する

現象である。地盤が沈下するとき、ライフライン

の配管に断裂が生 じることが多い。

神戸港には239カ所の岸壁があり、うち応急処骰

をすれば使用可能なのはわずか42カ所であった。

現地調査を行った京都大学防災研究所都市施設耐
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大型コンテナクレーンが脱線するなど被害は大きかった

震システム研究センターによれば、今回の裟災で

甚大な被害があった岸壁は次のとおりである。

i ボートアイランド中埠頭南岸壁

「陥没が起こり、最大沈下祉が470cmを示した。こ

ういった岸壁の破壊で、大型コンテナクレーンの

レールのほとんどが、変形 ・不等沈下し、脱線し

た。中埠頭では、岸壁内側の陥没で、そこにドラ

ム缶やコンテナが落ち込み、コンテナでドラム缶

がつぷされ、多くの化学物例が漉出し、一部は水

域にまで流出した。」とある。

ii ポートアイランド ・神戸シティエアターミナ

Jレ

「第 2期埋立地のなかで唯一の施設、神戸シティ

エアターミナル（高速船乗り場）では抜け上がり

現象が見られた。また、岸壁が2m近く沈下したた

め、高速船への辿絡橋が使用不可能となった。岸

壁の内側では、岸壁よりもさらに lm沈下してい

た。また、病速船の修理工場が大きく海側に傾い

た。岸壁に沿って水中カメラを投入したところ、

岸壁の巨大コンクリートプロック（ケーソン）の

継ぎ目に生じた亀裂から、砂礫が海側に流出して

いることが確認された。このことから、多批の液

状化した埋立砂礫が、亀裂を通じて海に流れ出し

たことが内側の陥没の原因になったと考えられ

る。」

iii 六甲アイランド南西岸壁
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ミナト神戸の岸壁は壊減的な被害を受けた

「陥没・沈下のため高さ80mの大型コンテナ用ク

レーンが倒壊した。」

iv 外浜・駒ケ林南町タンク群

「タンク群を支持する地層は、ほとんど液状化一

流動化し、哨砂及びタンクの傾斜 ・陥没が認めら

れた。傾斜 ・沈下したタンクからの地上配管が地

面に接し、事故寸前の箇所が幾つかあった。」

地盤か沈下し、 岸壁は崩れた。なかには海中に

没した岸壁もある。そして、倒壊した倉庫群。神

戸の港湾は壊滅的な打繋を被った。

被害が少なかったのは摩耶埠頭の通称「耐裳バ

ース」と呼ばれる第 1突堤西側の 3岸壁である。

このうち 2岸壁は海底に鋼管杭を打ち込んで築く

「桟橋式」耐震工法が取られている。もう 1つの

岸壁は「重力式」で、これは一辺が約20mのケーソ

ンを海底に囲き、地展でも動きにくいようにした

工法である。

耐裳設計ではないが基礎杭を有した構造のため

軽微な被害ですんだ岸壁がいくつか認められ、う

ち中央区小野浜町の第 8東突堤東側岸壁は碁礎杭

を有する構造であり被害は軽微であった。この岸

壁を使用し海上渡衛艦による飲料水の給水が行わ

れた。同じ第 8束突堤の西側岸壁では基礎杭のな

い構造と考えられ、他の港湾施設と同様に海側へ

のはらみ出し、岸壁の沈下が認められた。また、

第8西突堤は、西側奥の付け根部分に被害が認め



られたものの基礎杭を有する構辿の岸壁であった

ため、岸壁の被害は皆無であった。

空港施設では、開港したばかりの関西国際空港

は、誘埒路や整備工プロンにわずかにクラックが

入った程度であり、海上アクセス船の岸壁もわず

かにズレが生じただけの被害にとどまった。地震

発生直後は安全確認のため、一時、航空機の離発

許を停止したが、 当Hのうちに安全確認ができ、

以降通常どおりの運航になった。

10 河川関係の被害状況

液状化現象により河川堤防が大きな被害を受け

た。被害は淀川をはじめ武廊川、住吉川など 4河

川32カ所に及ぴ、特に大阪湾に而した淀川河口付

近の被害が甚大であった。

また、河川堤防に被害が生じたのは大阪糊から

10km以内にある兵庫県と大阪府の沖梢地内を流れ

る河川に集中した。 i巾禾iIt)爵は 2万年ほど前から現

在までにHii梢した新しい地陪であり、そうした軟

弱な地盤の上に作られた河川堤防が大きな被害を

受けたと（をl)土木学会は報告している。

主な河川堤防の被害箇所は図25のとおりで、そ

れぞれの被害状況は以下のとおりである。

⑧淀川本川酉島地区 左岸河口0.2~2.0kmの区

間（大阪市此花区）

液状化と堤体内土砂の側方流動によって大規

模な堤体の崩壊、沈下、破損、護岸のはらみ出

しがあった。パラペット部の最大沈下祉は 3m

に達した。

R淀川本川西励地区 右岸河口1.1~ 1. 9kmの区

間（大阪市西淀川区）

この地区は西的水門の沈下対策として軟弱地

盤の地盤改良が行われていた。そのため対岸の

酉島地区と比較すると被害規模は小さい。図26

のように堤防の天端に大きな亀裂が入り、堤防

は川裂側へのはらみ出しが起こった。

第13位被宵の概要

◎ 淀川本川高見地区 左岸河口2.5-2. 7kmの区

間（大阪市此花区）

パラペッ ト部と堤防天端の間にズレが生じた。

また、天端に亀裂が入り 、護岸と堤防の裏のり

裾部が破損した。

⑥正蓮寺川左岸 千烏橋直上流（大阪市此花区）

L型パラペットの堤内地川の天端に亀裂が生

じた。

⑥ 蔽川 「束園田橋一藻川橋」の区間（尼崎市）

堤防天端にtu裂が入り、堤防の川側、裂側と

もにクラックがあった。

① 猪名川左岸（尼崎市 ・高潮特殊堤）

堤体コンクリート護岸にクラックが全断面ス

ケールで発生。低水護岸の川側へはらみ出しが

みられた。

⑧神崎川左岸 大豊橋上流（大阪市淀川区）

L型バラペッ トの堤防天端で亀裂 ・陥没があ

った。裂のり面のプロックのはらみ出し、堤内

地道路の盛り上がり、哄砂が認められた。

R左門殿川左岸 左l'9橋上流 （大阪市西淀川区

佃島）

この地区は Om地帯であるため、高い堤防が

張り巡らせてある。それだけ強固な設計が施さ

れていたが、液状化現象によって地盤沈下が生

じ、堤を擁護する堕が15cmほど沈下し、段差が

生じた。

① 中島川右岸 大阪 ・兵廊県境沿い河日 2~ 6 

km区間（尼崎市）

パラペットのズレ、天端の陥没、堤防の裂の

りの亀裂、漏水が発生 した。

① 武廊川右岸 国道171号線下流 （四宮市）

堤防に大規模な亀裂が生じた。追路兼用の堤

防天端には陥没があり、地割れはおおむね河川

と平行に生じた。

R 武廊川左岸 JR新幹線か らやや上流までの

区間（尼崎市）

捉防天端は沈下し、波打った状態であった。
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図25 今回の地震で大きな被災を受けた主要な堤防区間（太実線は被災区間を示している。）

出典：「土木学会阪神大震災震災鯛査第二次報告会液料」 佃土木学会

図26 淀川西品地区での堤防の破壊形状

裏のり面では天端の沈下に伴うはらみ出し、亀 （建設省近畿地建淀川工事事務所資料）

裂、哄砂が見られた。

このほか住吉川河口0.7~1. 7km区間（神戸市束

灘区）は石租み形式の護岸だが、強震動を受けた

割りには被害は少ない。これは掘り下げた河道の

ためと推測される。高水護岸の崩壊と道路の陥没

が見られた。
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出典 ：「土木学会阪神大震災震災調査第二次報告会安料」

(t.t)土木学会



11 医療・救護施設の被害状況

災沓救1l））法の適用を受けた兵／車児内10市10111]に

おける医旅機関222病院中、 191病院が何らかの被

署を受けた。うち 5階部分が圧壊した神戸市立西

市民病院をはじめ15病院に全半壊あるいは焼失等

の甚大な被害があった。また、 一般診原所及ぴ歯

科診板所においては4,578診板所中、 2,479診旅所

が何らかの被害を受けた。

兵）庫県内の医原施設及ぴ社会福祉施設等の被害

状況は、表40のとおりである。

表40 兵庫県内の医療施設等で被害を受けた施設数

施設の種類 施設数 備 ;XJ • 

I仮 板 施 設 2.670 

社全福祉施設（全壊） 9社会輻祉施設とは、 1サ子

礼：会福祉施設（半壊） 14 
寮fi、/ifr投搾護名人ホーム、保

火 4じ楊施設 6 

注） 医療施設は病院と診療所の計である。
出典：「防災白書」平成 7年版 国土庁

具（本的な医板機関の被害状況については、兵lilt

県阪神・淡路大炭災復殷本部保健衷境部が実施し

た「災害医板についての哀態調査結呆」が明らか

にしている。同調究は、被災した10市10町にある

3,223の病院、診旅所 (224病院、 2,999診旅所）に

アンケート調究を行ったもので、 182病院、 1,845

診板所から回答が寄せられた。施設・設備等の被

宮については、表41のように180病院から回答があ

り、 「改築まではいかないが、かなり補修する必要

がある」 45.0%。「軽微なネi|］修が必要である」 36.7

％。「部分(Iりに改築する必要がある」7.2%。「半壊

や半焼しており、危険なため、建て直す必要があ

る」6.7％であり、被災都市では97.8％の病院が何

らかの施設被也があったことになる。

次に被古のあった設備は、表42によれば「手術

至」が39.2％と一番多く、 「スプリンクラー施設」

第13:i: 被古の概要

表41施設 ・設備等の被害

遥 択 肢 阿答数 比率
N=l80 

完全に倒壊や焼失し、建て直す必要
がある

4 2.2% 

半壊や半焼しておリ、危険なため、
建て直す必要がある

12 6.7% 

部分(Iりに改築する必要がある 13 7.2% 
改築まで行かないが、かなり補條す 81 45.0% 
る必袈がある

軽微な補條が必災である 66 36.7% 
掛傷がなかった Iヽ 2.2% 

;r-1・ 180 100.0% 

出典 ：「災害医療についての実態鯛査結果」兵廊県阪神・淡
路大震災復興本部

が32.4％と続き、以下「給我施設」「レントゲン奎」

とな っている。 また、設備については、表43のよ

うに「MRI」が70.0％であり、「給水管」が56.7%

でこれに次ぐ。以下「エレペーター」「人工透析装

昔り」の順である。

主な県立病院の被甚状況については、尼崎病院

は壁に亀裂が入った程度であり、医板機器は心臓

」fll管辿線撤彩装f代の損傷と、漏水のためレントゲ

ン撮影に一部支隙をきたした。ライフラインにつ

いては17日に一時断水したが、受水槽内の水で対

応した。節水に努めるため人工透析を俊先し内視

鐙及ぴ検体検杏を1空止した。診掠は 811寺すぎから

救急、忍者が米院し、救急処附至で診旅を行うとと

もにリースによるペッドの手配を行い受入れ体制

を盤えた。西面病院では主要I保板機器の大半が故

隙した。診原は水道 ・ガスの供給伴止のため手術

不可能であり、通信 ・交通も遮断されたため非常

に深刻な状況に1l(（1った。加古川病院では給水管の

iliiれ、墜、ガラスの損1蒻程度であり、医旅機器は

MRI等一部が故閲した。ライフラインについては

屯気 ・ガス ・水道は確保された。診旅は2213まで

に医旅機伶怜の修理が完了し、以降通常の診掠体制

で臨んだ。光風病院は、院内各所に地割れが発生

し、第 7病棟束端の北側の地割lれが危険な状態の

ため 3病室を使用中止にした。第 8病棟保護室 2
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表42 被害を受けた病院の施設数

区 分 病 室 診察至 検究室 手術室 調剤所 il'iiii施設
レント

洗湘施設 分娩施設 事務室 給食施設
スプリンク

ゲン至 ラー施設

施設を有する
182 182 177 153 179 180 182 176 57 181 182 74 

病 院 数

被害があった
34 23 34 60 24 37 45 43 10 24 52 24 

病 院 数

被 災 率 18.7 12.6 19.2 39.2 13.4 20.6 24.7 24.4 17.5 13.3 28.6 32.4 

出典 ：「災害医療についての実態調査結果」兵庫県阪神・淡路大震災復典本部

表43 被害を受けた病院の設備数

区分 肌装純X線粧 CT MRI 船血管影迅装絞箇 人工透析 悲者搬動送 装自家発散俎 通信設偏 受水槽 硲架水槽 給水管 緩屈設備
エレペー

スキャン 装罰 m自 III クー

設1贔iiiを
病有 数る 182 137 30 62 46 97 135 179 175 178 180 182 171 

被害が
あった 40 41 21 17 17 2 27 35 54 65 102 56 70 
病院数

被災率 22.0 29.9 70.0 27.4 37.0 2.1 20.0 19.6 30.9 36.5 56.7 30.8 40. 9 

出典： 「災害医療についての実態調査結果」兵廂県阪神 ・淡路大震災復興本部

室の天井は、落下により使用不能に陥った。ライ

フラインは受水柏 2基のうち 1基が破祖したため

一部を時間断水にし対応した。電気 ・ガスには支

節なかった。

被災地の医療施設は、このような被害のなかで

殺到する患者の治旅に全力を尽くした。

12 公共施設・文化財等の被害状況

今回の誕災で、兵廊県庁は通信網に大きなダメ

ージを負った。地誕発生直後から通信回線の輻較、

通信設備の故障等により一般加入電話の発信はほ

とんどできず、また県庁大代表の着信 もきわめて

困難な状況であった。頼みの消防庁行政無線は19

時、兵廊衛星通信ネッ トワークは12時 5分までそ

れぞれ停止した。他の通信装佃についても機器等

が散乱しており、使用できる状況ではなかった。

県庁舎は地裟発生とともに閾西電力からの供給

がス トップし、自家発電に切り替えたが断水等に
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より自家発電設備の冷却水の供給が途絶え、 7時

50分から11時50分の間、災唐対策本部のある 2号

館及ぴ 1号館が停電した。

災害対策本部室を県庁本庁舎 2号館5階に設置

したが、この部屋も大半の窓ガラスが割れ寒風が

吹き込む状況であった。 2号館12階の消防交通安

全課では、隣室との間仕切りにしていたロッカー

が到れて廊下側の壁を突き破った。執務机は折り

重なり、魯類は散乱し、 ドアも開かないため、職

員は壁の裂け目から出入りをしなければならなか

った。甚大な被害が予測されるなか、災害対策本

部は被害の全容を把握するための重要な機能を失

い、限られた人員と情報のなかで極限の対応を迫

られた。

市役所については神戸市役所の被害が甚大であ

った。 8階建ての 2号館6階部分が圧壊し、 1人

の死者が発生した。また、 圧壊に伴い 1号館との

渡り廊下が崩壊するなど、建物自体に大きな被害

を受けた。



市役所2号館 6階部分が圧壊、渡り廊下は崩壊

その他の市町庁舎は軽微な被害にとどまった。

晋察署については兵廊皆察署 (4階建て）の 1

階部分が崩壊し、当直員 1人が死亡した。

一方、教育関係施設も甚大な被害を受けており、

今回の裟災では都市の生活基盤を失っただけでな

く、教育基盤をも大きく揺るがした。文教施設及

び文化財の府県別被害状況は表44のとおりである。

被害は兵即県が激甚であり、県災害対策本部の調

べでは学校及び社会教育・社会体育施設の被害状

況は、次のとおりである。

学校施設等の被害については、兵祁県立学校の

表44 府県別文教施設等被害数

（平成7年 5J-l 22 [I現在）

区 分 兵那l¥!京都府 大阪府 その他 合計

9-?f-/． 
国 立学校施設 4 4 4 10 22 

校 公立学校施設 1,122 311 1,246 341 3,020 

施 私 立学 校施 設 454 100 279 8 841 
設 ;i•I • 1,580 415 1,529 359 3,883 

目立社会教脊施設 1 1 

[ 公立社会教行施設 167 1 79 ， 256 
公立社会体育施設 64 60 3 127 

旦国立 文化施 設 2 1 1 4 
設
等 公立文化施設 44 34 2 80 

計 276 3 174 15 468 

文 化 J ！オ 46 59 44 24 173 

合 計・ 1,902 477 1,747 398 4,524 

出典 ：「防災白書」平成 7年版 国土庁

第 1鉗 被害の概要

152校 （県下174校中）に被害があり 、このうち改

修が必要な学校は 7校。市町立学校は944校（県下

1,830校中）に被害があり、このうち大規模な被害

があったのは67校であった。私学は小 ・中 ・高等

学校で49法人、 幼稚園211園、専修 • 各種学校120

校（外国人学校16校含む。）、大学 ・短大44校に被

害があった。このうち全壊を含む大規模な被害が

あった学校は小 ・中 ・話等学校 8法人、 幼稚園13

園、専・修 ・各稲学校10校（外国人学校 2校含

む。）、大学 ・短大 9校であった。

社会教育施設については、県立施設は近代美術

館、図書館、人と自然の博物館、歴史博物館、嬉

野台生涯教育センターで被害があったが、閉館し

たのは近代美術館 (2階部分落下の危険があるた

め）だけであった。市町立施設は公民館104、図魯

館24、博物館等18、胄年教育施設 5、少年教育施

設 2、婦人教育施設 1、地域改善対策教育施設 1、

視聴’此教育施設2の計157施設に被害があった。

社会体育施設については、県立施設は文化体育

館（神戸市）、海洋体育館（芦屋市）、総合体育館（西

宮市）、弓道場（明石市）に被害があった。 1カ月

後の 2月17日現在も総合体育館以外は休館中であ

った。市町立施設は85施設に被害があった。

兵廊県における文化財については、国指定文化

財では建造物で29、美術工芸品 5、民族文化財 l、

史跡 7、諏要伝統的建造物群保存地区 1の計43件

に被害があった。県指定文化財では建造物44、美

術工芸品 3、民族文化財 4、史跡 2、名勝 1の計

54件に被害があった。各市の主な被害状況は次の

とおりである。

神戸市では「灘五郷」として知られる東灘区の

酒蔵群は壊滅的な被害であった。なかでも県指定

文化財の菊正宗酒造、山邑酒造などが全壊した。

灘区の沢の鶴査料館も全壊。明治以降の近代建築

では国指定煎文の居留地十五番地の倒壊などをは

じめ、我煎な文化迫産に多数被害があった。なか

でも神戸を代表する観光名所であった北野・山本
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文化財も例外なく被害を受けた。拝殿が倒壊した生田神社

地区の「異人館」は多くの煙突が倒壊し、内部の

漆喰壁が泉ll離するなどの大きな被害を受けた。煙

突の折れた洋館は、風見鶏の館（国重文）、萌賀の

館（国重文）、ラインの館、英国館、キャセリン

邸、レイン邸、神戸蔀1喬総会など13館。また第一

勧業銀行、日産ビル、栄光教会、下山手教会など

の煉瓦造系の建物も壊滅的な被害を受けた。

近代建築物に大きな被害が出た一方で、完全な

構造補弛がしてあった1日兵庫県庁舎や神戸郵船ビ

ル、簡易的な鉄骨補強の煉瓦レストラン（旧束京

倉庫）などは無事であった。

尼崎市では1558年（永禄元年）に建立された本

興寺開山堂（国重文）をはじめ、同三光堂（国重

文）に外壁剥離、柱の礎石から 8cmほどのズレ、

屋根瓦損壊などの被害を受けた。また、国の重要

文化財の長遠寺本営 ・多宝塔が半壊した。

明石市では国の重要文化財である明石城典櫓 ・

坤櫓が石垣のズレ、建物の傾斜、漆喰壁亀裂 ・落
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下、土壁倒壊の被害が生じた。また、日本の標準

時を刻む明石市天文科学館の大時計が地震発生時

刻 5時46分で停止し、時計台の壁面に亀裂が生じ

るなどの被害を受けた。

西宮市では国の重要文化財である西宮神社大練

塀が 3カ所で倒壊するなどの被害があった。

芦屋市では国の璽要文化財である淀川製鋼所迎

賓館 (I日山邑太左衛門邸）では外壁の剥離、躯体

に犯裂、煙突折損、バルコニー破壊などの被害を

受けた。

伊丹市では旧岡田家住宅の店舗・酒蔵・釜場（国

重文）が大きな被害を受けた。店舗は建物が一部

崩壊し、酒蔵の屋根瓦は崩壊、釜場の壁も崩落し

か~o 

宝塚市では室町時代の建造物である八幡神社本

殿（国重文）が全壊したのをはじめ、神社 ・寺院

に多くの被害が出た。また、川面地区の古い農家

群や旧小浜宿の町家が而影をとどめないほど大き



木造の酒造頑の大半は全壊状態であった

な被害を受けた。

川西市では国の重要文化財である満願寺九諏塔

が倒壊した。

また、大阪府豊中市では府の重要文化財である

今西家住宅や査野三平旧邸長屋門が倒壊する被害

があった。

13 産業・商業等の被害状況

神戸商工会議所及ぴ兵庫県商工会議所辿合会は

県下に本社を有する企業1,300社を対象に、「阪神

大震災の影弊に関する調査」を実施し、 527社から

回答があった。同調査によれば、「自社の被害につ

いて」は被災地の企業の 9割近くが「被害を受け

た」と回答している。業種別にみると運輸 ・倉庫

業では「被害は無かった／または軽かった」との

回答はわずか6.5％で、「極めて大きな被害を受け

た」「大きな被害を受けた」の合計は67.7％となっ

た。またサーピス業のうち不動産では合計が66.7

％、製造業のうち出版 • 印刷では50.0% 、 ゴム製

品では47.1％を占め、これらの業種では特に深刻

な影響を受けたものとみられる。

兵即県内の各産業の主な被害状況については、

アパレルでは生産拠点が神戸市外にあることや本

社建物がポートアイランドにあることなどから比

較的被害は少なかった。しかし、交通網が寸断さ

れ、本社機能も麻痺したため売上面の影態は大き

第 13江被害の概要

かった。

化学ではP&G明石工場が浸水のため操業を中

止し、一時、大阪に本社機能を移転した。また、

神東塗料や日本油脂尼崎工場は水不足のため、一

時操業を停止した。

機械では新明和工業の甲南工場が敷地沈下によ

り建屋、床面に被害があった。

金融機関では明治生命ピルや三菱信託銀行ビル

など、金融機関の所有するピル及び入居するピル

が損壊した。 1月24日までに主要金融機関は営業

を再開し、被災者の便宜を計るため土Il1註日も営業

した。

食品ではアサヒピール西宮工場の在廊商品が大

破し、機械設備も破損した。また、ネスレ日本本

社が大破し、大阪に仮本社を設箭した。

鉄鎖 ・造船ではクレーンの倒壊、高炉の損1蒻に

より、操業停止を余條なくされた。また、長田区

や兵廊区の下請関迎企業も倒壊及ぴ火災による損

害があった。

電気機械では三菱電機、 三菱電線工業など、ガ

スと水道の供給がストップしたため操業停止を余

骰なくされた。

百貨店・スーパーでは、そごう神戸店、大丸神

戸店が半壊し、阪急三宮駅ピルは損傷が激しく建

物を解体した。スーパーではダイエー、イズミヤ、

ニチイなど15社60店舗の建替えが必要となった。

貿易では本社及び支社ビルが倒壊、あるいは立

入禁止となったほか、倉庫や運輸施設及び在廊商

品等に大きな被害を受けた。

ホテル・旅館では客室の損偽と断水、ガスの供

給停止、交通網の寸断により、大半が営業できな

い状況であった。有馬温泉では27粁中、 14軒が営

業を中断した。

神戸市の地場産業については、ケミカルシュー

ズは神戸地区だけでメーカー約450社、関辿企業約

1,600杜にのぼり、年間約5,000万足を生産し全国

の75~80％のシェアを持つ。今回の裳災では日本
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第3編 阪神 ・淡路大媒災の被祁

ケミカルシューズ工業組合に加盟する192社のう

ち、全半壊及び焼失した企業は152社に及んだ。ま

た、外観上の被害はないが内部崩壊した企業は34

社あった。さらに長田区、須磨区の閾辿企業約

1,600社のうち約 9附llが全半壊及ぴ焼失した。

ゴム製品については36社のうち全半壊14社、 一

部損壊14社に及んだ。また、業務を休止した企業

は20社に及んだ。

酒造工場は、木造の酒造蔵の大半は全壊の状態

であり、灘五郷酒造組合に加盟している市内31社

のう ち17社が全半壊した。また、大手を中心とし

た鉄筋コンクリー ト造の工場は無事であったが、

）仮詰ラインやタンクまわり等の設備や製品在廊に

大きな被害が出た。

商店街 ・小売市場等では、商店街の 3分の 1、

小売市場の店舗の約半分が全壊、全焼するなどの

一甚大な被害を受けた。半壊、半焼したものなどを

加えると、ほとんどの商店街、小売市場が大きな

打撃を受けた。

被害のあった主な面店街は、中央区では三宮セ

ンター街が佳ll壊したのをはじめ、神戸一の地下街

「さんちか」や若者でにぎわう「ハーバーラン

ド」、元町商店街、南京町、フラワーロードといっ

た繁蔀街が、施設の倒壊 ・焼失は免れたものの損

1蒻が激しく、また、水道、ガスなどライフラ イン

が途絶えたため営業中断を余1義なくされた。小売

市場では長田区の菅原市場が焼失し、東灘区の三

和市場などの店舗が倒壊した。中央区の大安亭市

場は倒壊 ・焼失は免れたが、ライフラインが失わ

れ営業を中断した。

114 



第 2窄 社会 ・経済に与えた彩孵

社会・経済に与えた影響

国土庁は、阪神・淡路大震災による被害総額を 9兆6,000億円としている（復旧に要

すると見込まれる額： 平成 7年 2月14日公表）。内訳は建築物等の被害が約 6兆3,000

億円、交通基盤施設被害が約 2兆2,000億円、ライフライン施設被害が約6,000億円、

その他の被害が約5,000億円である。

また、経済企画庁は、この被害推計額が93年末の日本全体の純固定資産の0.8％に相

当すると試葬している。

なお、震災による実体経済への影聰について経済企画庁は、①被災地域における生

産支出等の滅少等による経済活動へのマイナスの影響。②今後、中長期にわたって毀

損したストックを再建（復興）していく場合の経済活動へのプラス効果が考えられる

とし、①の影響についてはマクロ経済指標で計ると、 1月は被災地域における滅少を

中心に全国でも明らかに落ち込みがみられたものの、 2月以降はほぽ誕災前の水準に

まで戻ってきている。これは誕災地では引き続き生産や消骰が落ち込んでいるものの、

震災地以外での生産代替が迅速に行われたほか、輸出入についても他の港での振替え

が進んだことや、 1月後半にみられた震災地以外での消毀の自街ムードが2月には弱

まったことなどによるとしている。

また、②については中長期的には毀損されたストックを再建するための復興需要が

経済活動に押し上げ要因として働くことが期待される（単純には 2％を超える押し上

げ効果が見込まれる）。しかし、このプラス効果が顕在化するタイミングは復典活動の

進捗テンボに左右されるうえ、被災地での企業、家計のバランスシートの悪化など、

マイナス効果も予想されることから、今後も注視していく必要があるとしている。

一方、社会生活に与えた影響としては、戦後最大の災害であったにもかかわらず、

被災住民の冷静な行動と、消防、晋察、自衛隊をはじめ行政の懸命な対応、テレピ、

ラジオ等マスコミの迅辿な災害情報やポランティアの活動などにより、関束大誕災で

みられたような暴動の発生、流言飛語の流布もなく 、また1973年（昭和48年）の石油

パニック時のような売り惜しみや買いだめもなく 、被災地域では、交通などの若干の

混乱がみられたものの、おおむね社会秩序が保たれた。
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第 1 経済に与えた影響

運輸施設等の被害に伴う影響

新幹線高架柄の落下、駅舎の倒壊、地盤沈下に

よるホーム及び線路の拍壊など、鉄道施設は広域

にわたって大きな被害を受けた。

鉄道各社の復旧に要する骰用は、表45のとおり

であり、合計額は3,530億円にのぽった。また、阪

神屯気鉄道の復旧骰は700億円と私鉄では最大の

被害を受けている。

表45 鉄道各社の復l日費 （平成 7年 2月21]現在）

交通機1具l名 復IFl'i1 交通機1於l名 復IEI‘伐

JR西Fl本 1.200 山賜迫鉄 70 

阪神地鉄 700 JR東湘 60 

阪急氾鉄 660 神戸新交通 60 

神戸高辿鉄道 380 JR貨物 20 

神戸市常地下鉄 200 大阪市営地下鉄 20 

神戸屯鉄 150 北大阪急行屯鉄 10 

合計 3,530 

(lli．位：億円）

運翰省まとめ

高辿道路では名神裔速道路、中国自動車道、阪

神高辿神戸線、同沿岸線、同北神戸線、第二神明

道路等に被害が生 じた。特に阪神高速神戸線の被

害は甚大であり 、神戸市束灘区では約500mにわた

って橋脚の根元から横倒しになったほか、橋脚の

座屈や支承の破損、路面の段差など、 兵廊県内約

33kmのほぽ全区間に損傷を受けた。また、阪神地

区における国道については亀裂 ・陥没、段差が生

じ、 27路線36区間が交通止めとなった。復旧 ・改

修には少なくとも5,000-6, 000億円はかかると見

柏もられている。

港湾関係の被唐は神戸港をはじめ、尼崎・西宮・

芦居港など、 24港において埠頭の沈下等の被害が

生 じた。特に神戸港は、耐裳設計の 3カ所の岸墜
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を除いた大部分が被災し使用不能に陥ったほか、

神戸港埠頭公社の所有する53基の大型コンテナ用

巨大クレーンのうち 1基が倒壊し、その他もすべ

て損傷するなどの大きな被害を受けた。復旧にか

かる骰用は 1兆4,000億円、完全復旧までには少な

くとも 3年はかかると見込まれている。

以上のような鉄道、道路、港湾などの輸送施設

の崩壊は、 国内のみならず国外への物流に多大な

支障をきたすものとなり、迂回ルートの通行や激

しい交通渋滞などによる輸送コストの増加が、 区l

27のように被災地域を中心に生産、消股などの分

野に深刻な影靭を及ぽした。さらに、それは他地

域へと波及し、一部の製造業では生産調整や操業

停止がなされたり、また生鮮食料品の輸送停止な

どが行われた。

これら物流面の混乱は、経済活動の停滞をもた

らす主因となった。

2 主な産業の被害に伴う影響

牒業・漁業等の被害については農地（約1,300カ

所）、ため池等の農業用地（約2,800カ所）、六甲山

地をはじめとした林地（約80カ所）、淡路品北部、

明石市、神戸市などの漁港施設（約20港）、｝悶林水

産業共同利用施設（約80カ所）、卸売市場（中央 4

施設・地方6施設）など甚大な被害があった。被

害総頷は900億円程度が見込まれている。

製造業については電力や用水等の寸断によ って

生産活動が停止せざるを得ない状況に追い込まれ

た事業所が多く、また、交通網の寸断によ って営

業販売及びイ:I—：入れ • 発送等の業務に大幅な支郎を

きたした。なかでも自動車のエンジンやプレーキ

用として、憔界でも高いシェアを持つ特殊線材の

生産が停止し、彩靱は海外にまで及んだ。造船は

建物、船台、岸壁等が損壊したため、生産拠点の

一部を国内の他地域へ移転するなどの拮箭がと ら

れた。また、閻神戸市機械金属工業会に加盟する



図27 物流寸断が騎送に与えた影醤
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航空貨物は大きく妍加

(95年1月対前年比l
JAL東京→九州 400 ン増

(L/18-31) 
ANA東京→九州 200トン増

九州→東H本 600トン増
東京→中国 ・四国400トン増
など全国で4000 トンJ~

JAS東京....中国 ・四国 ・九州
2OOOトン附

6.4% 
緊急物脊輸送で大渋
滞、神戸ー大阪の往
復に20時間かかった

港湾では陸揚げ作要を
スピードアップし、ロ

霊口虞責髯鳳亡i？心
名古屋港

横浜消
29.6% 

出典 ：

占．h／17~23までの神戸港

揚げ予定のコ ンテナの

振り替え状況

屯要8船社調杏9, ． 
「日経ロジスティクス」1995年3月号 日経BP社

梢水港

：紆料道路公Hl
巡輸省

中小製造業407社のうち72社が全半壊し、集団化団

地も29団地352社のうち、 5団地35社が全半壊し

た。これらは大手事業所に取引を依存しているた

め、大手事業所の復旧の遅れから間接的な打撃を

受けた。こうしたことから 1月の鉱工業生産指数

表46 百貨店等の被害状況

（季節調整値）は前月比1.4％減となった。

面業 ・サーピス業等では、表46のように設備や

店舗の被害、在廊商品の損壊、操業 ・営業の停止

による売上額の滅少、物流の伴滞による輸送コス

トの増加など、被害は多岐に及んだ。

神戸市の百貨店では設災後の 2月の販売額が前

年同月比90.5％滅と大きく落ち込んだ。神戸経済

復興委員会は、消骰者の流出による商業圏の縮小、

生産拠点やピジネス拠点の移転による面業 ・流通

機能の低下などを危惧している。

阪神地区における金紬機関では43店舗が全半壊

し、 90店舗が臨時休業に陥った。主な金融機関の

＝ 越 大阪／ih1[litiJI又壊し、 •Iり述は未定。 新館は
1月末まで。神戸元IllJ店は 2月初まで1木

業。修復、在即被iIf等で特損13低円。1木

業の売上げ目滅り 25低円

大 丸 神戸店主要部分］収壊し。残 I)は 4月再I}卜l。

95年度600億円程度滅収

阪急百貨店 神戸阪急が 3 月」•句部分li• 11Fl 、 4月営業

完全再開。三宮阪急li1店。物損、似IH四
22i稔円

そ ．` う 被災の神戸店年商1200低l耳。新館は5月営し

業再開。本館は被咄甚大、建替えの公邸も

ダイエー 10店舗再11)りのメド立 たず。被害総額500億
p:1 

イズミヤ 2店舗再lit-1のメド立 たず。廂品、建物の

被む16億円

ジャスコ 2店長期IN:19lt、 1店ーII寺休業、 1店店頭

常粟、直接被害30億円、修復1一し、機会損

失40億円

ニチ イ 10店被災、 4店休業、 3店部分営業。肉

2店の復IEIは未定。被雹額47イ意円

出典： 「会社四季報」1995年 第2集春号 東洋経済新報社
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被害状況は表47のとおりである。オンラインシス

テムも一時的に不通となったため金融パニックが

懸念されたが、品悪の事態は避けられた。しかし、

バプル崩壊後の不良伯権問題は、震災によってよ

り大きなダメージを受けたとみられ、特に被災地

の金融機閾は営業所の損壊に加え、行出し内容の

劣化、不動産価格の下落による担保価値の低下等

の被害を受けた。

また、外国為替市場では 1ドル＝98円台だった

表47 被災地での主な金融機関の被害状況

さくら銀行
三宮支店など 5支店、 2出張所が倒壊 ・

閉銃。仮営業所へ移転。被礼屯渾i43i稔円

三 禾l1銀 行 被雹頷20-30f稔円

百十四銀行 被災地に 3店舗。設紺i被祁数低円

近畿銀行 三宮支店倒壊。代替営業

福徳銀行 庄内支店を代替営業

本店、 5支店使用不能。中小事業者11,lけ

兵廊銀行 では国内トップクラス。 1舟劉、預金流出

の実態つかめず。

阪神銀行 2支店、 1出張所半壊、仮営業所で営業

徳島銀行 淡路島の 2店舗は被むなし

l_LIー 証券 神戸支店機能を大阪支店に移転

国際証券 神戸支店機能を梅ln支店に移転

出典： 「会社四季報」1995年 第2集春号東洋経済新報社

阪神地区金融機関の43店舗が全半壊した
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円相場が震災後、 100円近くにまで下落した。ま

た、大手証券会社の集計によると、東京株式市場

での外国人投査家の売り株数は地捉発生後5日間

で31意200万株に達したといわれる。

3 被害総額とGDPへの影響度

神鋼リサーチは「94年、95年度の名目GDP（国

内総生産）損失額は、各々 3兆円近い水準 (GDP

を6％程度押し下げ）に達するものと思われる。

特に1995年 1~ 3月の落ち込みが大きく、時間の

経過とともに押し下げ輻は小さくなっていくが、

神戸港の損壊や多数の中小企業の焼失等、復旧に

は時間がかかり、 1996年度にも大きな影熊が残る

ものとみられる。」と分析している。

また、誕災のマイナス要因としては、次の 5点

を挙げている。

●被災地域自体の経済活動の滅少

●被災企業と取引のある酷業への影郭

●神戸港の機能倅JI・.に伴う輸出入の滅少と関辿産

業の生産滅少

●陸路、鉄道など物流機能の麻痺による地域及ぴ

全国的な経済活動の減少

●復躾需要の増加に伴う輪入の増

加

一方、誕災によるプラス要因と

しては復興による土木・建築部門

の需要の高まりが見込まれる。土

木 ・建築部門の需要の高まりは原

材料需要を産み、さらに各産業部

門に生産波及する。神鋼リサーチ

は、復興需要を約10兆円と見込ん

でおり、 1995年度にはその 4割程

度が出てくると予想し、内訳は建

築物関辿が総頷 3兆円程度、重機、

産業機械、建機、情報関連機器が

4,000億円程度と試葬している。産
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業別復興需要の規模と発生l1詐期の比較は図28のと

おりである。

図28

（俯円）
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市民生活経済への影響

経済企画庁は、誕災に便釆した生活物査価格の

値上げを監視するなどの目的で、被災地を中心と

した 6府県（兵Iilt県、大阪府、京都府、奈良県、

岡山県、徳島県）及び災害救助法適用地域（兵hli

県 ：神戸市、尼崎市、西宮市、芦｝岳市、伊丹市、

三木市、洲本市、津名宝塚市、川西市、明石市、

町、淡路Ill―[、北淡町、 一宮Ill[、束油町、 五色町、

西淡町．、三原Ill]●、緑町、南淡町） （大阪府 ：盟中

市、大阪市、池田市、箕面市） で物価モニターに

よる全価格調査を実施した。表48は 5回の調査を

一
般
機
械

集計したものである。調杏品目は、食パン、

ボリタンク、'il:i:気

まぐ

ミネラルウォーター、

神鋼リサーチ齢試算

ろft]詰、

冷蔵）ili、石泊lストープ、毛布、紳士革靴、連動靴、

総合感冒薬、クリーニング代、ベニヤ板、 コンク

リートプロックの13品目である。

9 ̂  
~ 

-- r・”‘,．,- ｀ 
食料、日用品を求めて長い列ができた

9---
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表48 品目別調査結果

濶究,',,', 1::1 

(2 ① /10) 

食パ
6 l99•fll,！全体 174 

ン
法適｝II地域 172 

まぐろ{1,・詰
6府県全体 228 

法適用地域 217 

ミネラル 6 9(J:!¥l全f本 247 

ウォーター 法適JIJ地域 238 

ポリタンク
6府l＼し令体 760 

法適Jll地域 741 

屯気冷／1浚lii.
61{祈県全体 197,595 

法適用地域 191,760 

石ilIIスト ープ
6 I府県全体 14.169 

法適用地域 13,064 

毛 布
6 l(;f•!＼ピ全体 4、916

法適fll地域 4,750 

紳 ：：L:,'(,:靴
6府！＼!全体 7,487 

法適用地域 7,304 

運動靴
6府県全体 2,328 

法適用地城 2,207 

総合感冒楽
6府県全体 1,509 

法適用地域 1,473 

クリーニング代
6府県全体 203 

法適）l］地域 191 

ペニヤ板
6府県全体 920 

法適用地域 906 

コンクリー ト 6府殷全体 179 

プロック 法適用地域 176 

平 均 価

(2 ② /17) (2 ③ /24) 

172 172 

168 169 

233 234 

227 233 

245 247 

237 236 

760 743 

778 755 

198,836 198,913 

193,718 188,863 

14,283 14,260 

13,623 13,322 

4,884 4,813 

4,855 4 ̀  722 

7,426 7,377 

7,469 7,166 

2,281 2,333 

2,069 2,126 

1,527 1,525 

1,463 1,475 

202 202 

190 191 

916 908 

927 924 

177 179 

162 167 

（平成 7年3J-l lOFI‘共施）

格（円） 変 化 率（％）

(3④ /3) (3 ⑤ /10) ②／① ③／② ④／③ ⑤／④ 

l 7 2 173 ▲1.1 0.0 0.0 0.6 

172 173 ▲2.3 0.6 1.8 0.6 

231 230 2.2 0.4 ▲1.3 ▲0.4 

232 227 4.6 2.6 ▲0.4 ▲2.2 

245 245 ▲0.8 0.8 ▲0.8 0.0 

234 234 ▲0.4 ▲〇.4 ▲0.8 0.0 

762 751 0.0 ▲2.2 2.6 ▲1. 5 

751 758 5.0 ▲3.0 ▲0.5 0.9 

198,621 198,465 0.6 0.0 ▲〇.1 0.0 

186,454 186,624 1.0 ▲2.5 ▲1.3 0.1 

14,352 14,628 d.8 ▲0.2 0.6 1. 9 

13,272 13,223 4.3 ▲2.2 ▲0.4 ▲0.4 

4,729 4,665 ▲0.7 ▲1.5 ▲1.8 ▲1.4 

4,710 4. 641 2.2 ▲2.7 ▲0.3 ▲1.5 

7,417 7,340 ▲0.8 ▲0.7 0.5 ▲1.0 

7,168 7,150 2.3 ▲4.1 0.0 ▲0.3 

2,273 2,276 ▲2.0 2.3 ▲2.6 0.1 

2,168 2,181 ▲6.3 2.8 2.0 0.6 

1,531 1,526 1. 2 ▲0.1 0.4 ▲0.3 

1,475 1,468 ▲0.7 0.8 0.0 ▲0.5 

201 203 ▲0.5 0.0 ▲0.5 1.0 

192 192 ▲0.5 0.5 0.5 0.0 

904 902 ▲0.4 ▲0.9 ▲0.4 ▲0.2 

914 917 2.3 ▲0.3 ▲1.1 0.3 

179 178 ▲1.1 1.1 0.0 ▲0.6 

168 166 ▲8.0 3.1 0.6 ▲1.2 

；主） I 6府県：兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、岡山県、徳島県

2 法適用地域：災害救助法適用地域 (15市10町）

経済企画庁鯛ペ

この表による価格水準を見る限り、被災地での

特別な値上げはみられない。 13品目中、ポリタン

クとベニヤ板の 2品目が多少、被災地の方が高い

だけであり 、ほかの11品目にいたっては被災地の

方が低水準であったことが分かる。

物価の変化率から「値上がり 」を見ると（▲は

値下がり率、無印は値上がり率）、 2月10日の第 1

回調査では被災地でのポリタンクは741円であっ
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たのが、17日には778円と37円（5.0％の価格上昇）

の値上がりがみられたくらいで物価は安定してい

がし 0



第 2 社会生活に与えた影響

1 被災住民への心理的影響

極度の梢報不足からくる流言は、 しばしば被災

地の間で広まり、被災住民の不安な思いをいっそ

う券らせた。地誤直後、被災地を駆け巡った流言

には次のようなものがあった。

気象庁は地姦発生後、本裟ほどではないが大き

な余姦があるとして「今後もマグニチュード6.0前

後の余挺の恐れがある」と被災住民に注意を呼び

掛けた。これが一部の被災住民に「震度 6の地震

がくる」と受け取られてしまった。この誤った梢

報が独り歩きをして「誕度 6の地簑が必ずくる」

と伝わり、被災住民は強い不安にかられた。

また、仮設住宅についての流言も多く、「入居者

は先苦順で決まる」「避難所を出たら入居務格がな

第23裕 社会 ・経済に与えた影饗

くなる」などといった流言が、まことしやかに避

難所を駆け巡った。そのほか、「授業が再開された

ら、避難生活者は追い出される」「外国人の窃盗団

が流らし匝lっている」との流言 も広まった。

しかし、マスコミの情報提供及び行政の対応も

あって、関東大震災のときのような混乱もなく、

比較的安定した避難生活が確保された。

2 被災住民間の協力関係

神戸市消防局では、「阪神・淡路大地震における

市民行動調査」として、姦災後、市内に居住する

男女840人を対象に、21項目についてアンケート調

査を実施した。

この調査によると、今回の裟災では、隣近所の

住民同士、一生懸命に助け合ったことがうかがえ

る。

「近所で倒壊家屋の下敷きになった者はいるか」

協力して救出に当たる住民の姿がいたるところで見られた
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の間いに「はい」と答えたのは、全体の45.6%(383

人）にものぽる。そのうち76.5％の人が、生き埋

めになった人の救出活動を確認しており、そのな

かで 「近所の者」の活躍を確認している人が60.5

％と一番多く、次いで 「家族」 (18.9%）となって

いる。

「近所で火災が発生したか」の問いには、全体

の27.6% (232人）が発生したと答えており、その

うち30.6％の人が「消火活動に当たった者」を確

認している。 確認した人の53.5％が消火活動に当

たっていたのは「近所の者」と答えており、次い

で「消防隊」 (18.3%）、「家族」 (5.6%）と続いて

いる。

以上の調杏結果から、救出活動や梢火活動にお

いても、「近所の者」という回答が品も多い。

実際、被災地ではバケッリレーで消火し、持ち

寄ったスコップやバールといった簡索な道具で必

死に救出に当たるなど、協力し合う住民の姿をい

たるところで兄ることができた。避難所では、 J.:.

人に負けじと水述びをする子供たちの姿など、被

災者同士で協力する場面が多数兄られた。

3 居留外国人への対応

兵即県には国際都市 ・神戸をはじめ、多 くの外

国人が生活しており、今回の誕災で多くの外国人

が被災した。

u頃か ら外国人の支えとなっていたtけ）兵庫県国

際交流協会は、神戸交通センターピル内に所在す

るが地誕により損壊したため相談業務が果たせず、

外国人の不安をいっそう募らせることとなった。

そうした状況下、 1月19日に兵即県貯察は生田薔

察署内に24時間体制の外国人相談コーナーを設置

した。これは英語、韓国語、中国語、スペイン語

の 4カ国語に対応できるもので、外国人の安否確

認が中心であった。翌20日からは災害時における

放送要睛に関する協定に基づき、 「Kiss-FM」が

122 

外国人に向けて英語での設災情報を開始した。24

日には伽兵｝車県国際交流協会が神戸クリスタルタ

ワー 5階に移転し、通訳ポランティアの協力を得

て英話及ぴ日本語による「緊急外国人県民特別相

談窓l:l」を開設した。 271:Jからは中国語、ボルト

ガル語及びスペイン語による相談体制が整い、さ

らに 2月6Hからは、法律や労働に1対する専門相

談を開始した。この窓日にはKDD神戸支店が海外

11:1]け無料虚話を設附し、外国人に好評であった。

なお、この窓l」の相談件数は 2月17Hまでに645

件にのぽった (1Fl当たり約261牛）。

4 犯罪等の動向と対策

今回の姦災はあまりにも大規模な災害となった

ため、特察も人命救助、交通規制等に人賊の人員

を投入してこの非常事態に対応しなければならず、

そのため被災地における醤察力が手孔liになった。

そこをつけこんでの窃盗事件をはじめ、オートバ

イ盗、自転車盗が発生した。また、災害に乗じた

悪徳商法や暴力団の違法、不当行為も発生した。

避難所生活のため不在になった家屋を狙った窃

盗は、街路灯や防犯灯が地震で損1蒻して、ことの

ほか暗い夜Itilに実行された。これに対抗するため、

密察は 1月18日から大阪府野察及び岡山県特察の

機動捜杏隊を兵｝車県に派造して治安維持に当たっ

た。同時に晋察は、治安を保っためには街路灯や

防犯灯の復lHが不可欠であるとし、ネi|）{l俊整備を1具l

西池力等に働きかけ、「街を明るくするライトアッ

プ作戦」を展開した。

被害が大きかった地区の 9啓察砦（東灘 ・灘 ・

昨合•生田・兵｝ili •長田・須磨・ 芦屋 ・ 西宮）も

1月20Elから24時間パトロールを開始し、防犯に

当たった。一方、被災した住民も自らの手で町を

守ろうと、地元消防団が中心となって地域住民の

協力の下に自智団を組織し、夜間取締りと防犯パ

トロールを強化した。



特察はこの後、 1月31日及ぴ2月 1日に13府県

普察から機動捜杏隊を増強し、 2交替制で犯罪の

検挙、菩戒を行った。これらの結果として、被災

地の犯罪情勢は、 侵入等が滅少した。兵Jil・1：県晋が

調べた平成 7年 1月～ 3月の犯罪発生件数は表49

のとおりである。ただし、裟災による住民の避難

節のため、屁出件数は、被害の実態に比ぺ若干減

少しているものと忍われる。

表49 犯罪の発生件数

;JI~し· H7. 1~3 削 滅

lfll法犯総数
!1, ! I‘. 13,795 -].826 

神 I=i,|i内 4.5 3 1 760 

凶 悪 犯
！ 11 ! 下 28 -15 

神戸市内 7 7 

窃 盗 犯
↓＼し ード 12,666 -l,603 

神 戸 I|i lJ、j 4.281 650 

米II. 暴 ，，じ
ll ! l‘• 185 -77 

神） i 1 1 i内 65 16 

知 能 犯
!I! 下 251 -60 

神 戸 市内 63 71 

風 俗 犯
!! ！． l< 22 

゜神） i I I j内 6 +3 

その他•lf•Il法犯
リ，！ l‘. 643 -71 

神 戸 iiiI'、J 109 19 

注） 1 凶 悪 犯・・・殺人、強盗、放火、強姦

窃 盗 犯・・・窃盗罪種

粗暴犯…凶器準備集合、暴行、11害、脅迫、

恐喝

知能犯…詐欺、横領、偽造、汚職、背任

風俗犯…賭博、強制猥褻、公然猥褻、猥褻、

その他

その他刑法犯…占有離脱物、公務執行妨害、住居

侵入、鍼物器物損壊、その他刑法犯

を表す。

2 増減は前年同期比とする。

兵庫県警察調ぺ

第2甜社会 ・経済に与えた1組隊
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